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第１節 政治分野

政治分野における男女共同参画の推進に関する法
律（平成30年法律第28号。以下「政治分野におけ
る男女共同参画推進法」という。）の趣旨に沿って、
政治分野における男女共同参画の推進は、政党等が
自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公
共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行
政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に
取り組んでいる。

ア 政党、国会事務局等における取組
の促進

① 各政党における人材育成や両立支援、ハラスメ
ント防止に関する取組状況等を調査し、調査結果
を公表した。【内閣府】

② 令和５（2023）年９月から10月にかけて、小
倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）及び
加藤鮎子内閣府特命担当大臣（男女共同参画）か
ら各政党に対し、数値目標の設定や積極的改善措
置（ポジティブ・アクション）等の自主的な取組
等を実施するよう要請を行った。【内閣府】

イ 地方議会・地方公共団体における
取組の促進

① 地方議会において女性を含めたより幅広い層が
議員として参画しやすい環境整備について、第33
次地方制度調査会の答申（令和４（2022）年12月）
を踏まえ、地方議会の位置付け等の明確化や地方

1	 全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会。

議会に係る手続のオンライン化を盛り込んだ地方
自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第19
号）が成立した。また、答申等を踏まえ、会議規
則における育児・介護等の取扱いの明確化に関す
る助言、地方議会の委員会へのオンライン出席に
係る留意事項等に関する助言、委員会のオンライ
ン開催の状況等の調査等を行った。また、「地方
議会活性化シンポジウム2023」において、地方
議会への多様な人材の参画に資する観点から、各
議会等での取組事例の共有や意見交換を行った。
このほか、候補者となり得る女性の人材育成のた
め、各地方議会における「女性模擬議会」等の自
主的な取組について情報提供を行っている。【総
務省】

② 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠
席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取
組の実施状況等、地方公共団体・地方議会におけ
る両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調
査し、「見える化」の推進を行っている。【内閣府】

③ 政治分野における男女共同参画を推進するとと
もに、女性の政治参画の拡大は、議員のなり手不
足の解消にも資するとの観点から、内閣府主催、
総務省及び三議長会1共催により、「政治分野への
女性の参画拡大に向けたシンポジウム」を令和５

（2023）年３月に開催し、同年４月にアーカイブ
動画を公表した。【内閣府】

④ 政治分野における男女共同参画推進法の趣旨を
踏まえ、近年地方議会において女性議員の比率が
上昇している事例について、その要因や具体的な
取組等の調査を行った。【内閣府】

Ⅰ �あらゆる分野における女性の参画
拡大

政策・方針決定過程への�
女性の参画拡大第� 分野１
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ウ 政治分野における女性の参画状況
の情報収集・提供の推進

① 政治分野における女性の参画状況等を調査し、
「見える化」を推進している。「女性の政治参画マッ
プ」、「都道府県別全国女性の参画マップ」及び「市
区町村女性参画状況見える化マップ」を作成し、
ホームページで公表した。【内閣府】

② 地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数
並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人
数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体
に対する当該調査等への協力の依頼を行った。【総
務省】

エ 人材の育成に資する取組
① 各種研修・講演やホームページにおいて、政治

分野における男女共同参画の推進状況に関する情
報について広く発信している。【内閣府】

第２節 司法分野

ア 検察官
① 女性検察官の積極的な登用を進めるとともに、

法曹志望者に対する説明会等において、ロールモ
デルとなる女性検察官の活躍を積極的に情報発信
するなど、女性検察官の登用拡大に向けた取組を
進めた。【法務省】

② 子育て中の検察官の継続就業のため、育児休
業中の検察官に対して職務に関する情報提供を行
い、育児休業中に実施された研修につき、復帰後
に研修の機会を付与するほか、保育所確保のため
の早期内示、勤務先周辺の保育所等に関する情報
提供を行うなど、仕事と家庭の両立支援に関する
取組を進めている。【法務省】

③ 「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の中で、
検察官、裁判官、弁護士など司法分野における女
性の参画状況を公表した。【内閣府】

イ 法曹養成課程
① 法科大学院の公的支援の枠組や、法曹養成課

程における女性法曹輩出のための取組例を各法科

大学院に共有することなどを通じて各法科大学院
における女性法曹輩出のための取組を促進してい
る。【文部科学省】

第３節 行政分野

ア 国の政策・方針決定過程への女性
の参画拡大

（ア）国家公務員に関する取組
① 国の各府省等は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以
下「女性活躍推進法」という。）に基づき策定し
た行動計画の仕組みを活用して、取組を積極的に
推進している。その際、働き方改革や女性の採用・
登用の拡大等について定めた「国家公務員の女性
活躍とワークライフバランス推進のための取組指
針」（平成26年10月17日女性職員活躍・ワーク
ライフバランス推進協議会決定）に基づき各府省
等が策定した取組計画の内容と整合性を図ってい
る。また、各府省等において、数値目標を設定し
た項目の進捗状況及び取組の実施状況を経年で公
表している。各府省等は、令和５（2023）年度か
ら施行された女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定
等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令（令
和４年内閣府令第66号。以下「改正府令」という。）
及び事業主行動計画策定指針の一部を改正する件

（令和４年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働
省告示第２号。以下「改正指針」という。）に基づき、

「職員の給与の男女の差異」の情報公表を行った。
【内閣官房、内閣府、全省庁】

② 各府省等、衆議院事務局、衆議院法制局、参議
院事務局、参議院法制局、国立国会図書館、最高
裁判所等の取組について、「女性活躍推進法『見
える化』サイト」で比較できる形での「見える化」
を行っている。また、各機関が令和５（2023）年
度中に公表した「職員の給与の男女の差異」の令
和４（2022）年度実績について適切に情報公表
が行われるよう公表方法について周知するととも
に、各機関における公表内容を取りまとめ、一覧
性・検索性を確保したサイトの整備を通じて、「見
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える化」を図った。【内閣府】
③ 女性の国家公務員志望者の拡大に資するため、

内閣官房内閣人事局においては、各府省等や大
学等と連携し、「女子学生霞が関体験プログラ
ム」を１回開催した。このほか、性別に関わりな
く技術系を含めた様々な切り口で公務への関心を
高めてもらうことを目的として、内閣官房内閣人
事局においては「大学ガイダンス」を15回、「少
人数座談会」を35回、「国家公務員の出身高等
学校への派遣」を11回、人事院では、各府省等
と連携し、様々なテーマについて各府省の職員
が体験談等を紹介する「ＷＥＢ国家公務員テー
マ別クロストーク」を10回、職場の見学及び当
該職場の職員との意見交換を行う「国家公務員
仕事ＯＰＥＮ」を３回開催した。また、Ｘ（旧 
Twitter）、Instagram、YouTube等のＳＮＳや
ホームページを積極的に活用し、海外経験を含め
た多様なキャリアパス、働き方改革の取組やワー
ク・ライフ・バランスの実践例、職業生活への多
様な支援等について具体的で分かりやすい情報発
信を行うなど、女性の国家公務員志望者の拡大に
向けた広報活動を行っている。【内閣官房、全府
省庁、（人事院）2】

④ 女性職員の登用拡大に向けて、職域の固定化を
解消するなど積極的な職域の拡大、研修や多様な
職務機会の付与による積極的・計画的な育成や相
談体制の整備を進めている。また、出産・育児期
等の前後又は育児期等で時間制約があるような場
合でも、本人の意向を尊重し、働く場所や時間の
柔軟化を活用するなどして重要なポストを経験さ
せ、登用につなげるなどの柔軟な人事管理を進め
ている。【内閣官房、全府省庁、（人事院）】

⑤ キャリアパスにおける転勤の必要性について再
検討を行い、育児、介護等がキャリアパスの支障
にならないよう職員に対する十分な配慮を行うよ
う取り組んでいる。【内閣官房、全府省庁】

⑥ 業務効率化・デジタル化、勤務時間管理の徹底、
マネジメント改革等の働き方改革を進めている。
また、令和５（2023）年４月から柔軟化されたフ
レックスタイム制の利用促進を行っている。

人事院では、令和５（2023）年８月７日に行っ

2	 （人事院）とは、人事院に対して検討を要請するものである。以下同じ。

た公務員人事管理報告において、学識経験者によ
る研究会で取りまとめられた最終報告を踏まえ、
より柔軟な働き方を実装するための制度改革を表
明し、それに基づき、フレックスタイム制や勤務
間のインターバル確保等に係る人事院規則等の整
備を行った。

内閣官房内閣人事局と人事院は連携して、各府
省等共通の指針となるテレワークガイドラインを
策定した。【内閣官房、全府省庁、（人事院）】

⑦ 特に男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を
促すべく、子供が生まれた全ての男性職員が１か
月以上を目途に育児休業等を取得できるような環
境の実現に向けて、組織の実情を踏まえて必要な
取組も加えつつ、管理職による本人の意向に沿っ
た取得計画の作成、取得中の業務運営の確保、幹
部職員のリーダーシップ発揮、人事当局の積極的
な関与、人事評価への反映等の業務面における環
境整備や、男性育休取得者の体験談等を掲載した
ハンドブックを改訂・配布するなど周知・啓発を
行うとともに、男性職員の育児等に係る状況を把
握し、育児休業等の取得を呼び掛けている。【内
閣官房、全府省庁】

⑧ 女性職員の活躍及びワーク・ライフ・バランス
に関する管理職の理解促進や行動変容を促すた
め、管理職向けの研修を実施した。【内閣官房、
全府省庁】

⑨ 女性職員の活躍及び男女のワーク・ライフ・バ
ランスを進め、限られた時間を効率的にいかすこ
とを重視する管理職を人事評価において適切に評
価することを徹底するとともに、多面観察、職員
のエンゲージメントや職場環境調査等の結果を踏
まえた取組等を通じて管理職のマネジメント能力
の向上を図っている。【内閣官房、全府省庁、（人
事院）】

⑩ 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康増
進等基本計画」（平成３年３月20日内閣総理大臣
決定）において、各府省等におけるハラスメント
に関する研修の受講必修化等の研修の強化、職員
への啓発の推進やハラスメントに関する相談体制
の整備について明記しているほか、各府省等が実
施する研修の受講者以外を対象とした、セクシュ
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アルハラスメントに関する内容を含んだハラスメ
ント防止に関するeラーニング講習を実施した。

人事院では、一般職国家公務員について、人事
院規則10-10（セクシュアル・ハラスメントの防
止等）、人事院規則10-15（妊娠、出産、育児又
は介護に関するハラスメントの防止等）、人事院
規則10-16（パワー・ハラスメントの防止等）等
に基づき、ハラスメントの防止等の対策を講じて
いる。「国家公務員ハラスメント防止週間」（毎年
12月４日から同月10日まで）を定め、職員の意
識啓発等を図る講演会を開催したほか、ハラスメ
ント防止等についての認識を深め、各府省におけ
る施策の充実を図るため、各府省担当者会議を開
催した。また、ハラスメント相談員を対象とした
セミナーを実施した。そして、これまで実施して
きた「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」に
ついて、組織マネジメントの観点も反映したより
実効性のあるものとなるよう研修内容を見直して
令和５（2023）年度から実施した。【内閣官房、
全府省庁、（人事院）】

⑪ 各府省が実施する子宮頸がん検診・乳がん検
診について、女性職員が受診しやすい環境整備を
行っている。

内閣官房内閣人事局においては、引き続き、「国
家公務員健康週間」（毎年10月１日から同月７日
まで）において、婦人科検診の重要性を含めた女
性の健康に関する講演会を開催することにより、
国家公務員の意識啓発を図っている。

人事院においては、同週間において、女性職員
に対する意識啓発や受診しやすい環境整備を行う
よう各府省庁へ周知することにより取組を推進し
ている。【内閣官房、全府省庁、（人事院）】

⑫ 治安、矯正、安全保障等の分野で働く国家公務
員の女性の採用、育成及び登用並びに生活環境・
両立環境の整備を進めている。【警察庁、法務省、
国土交通省、防衛省】

（イ）国の審議会等委員等の女性の参画拡大
① 「国の審議会等における女性委員の参画状況調

べ」を実施し、各審議会等の女性委員の人数・比
率について調査・公表するとともに、委員等に占
める女性の割合が40％未満の全ての審議会等に
ついて、その要因と目標達成に向けた今後の方策

について所管府省に回答を求め、その内容を公表
している。【内閣府、関係省庁】

② 審議会等委員の選任に際しては、各府省におい
て、性別のバランスに配慮するとともに、団体推
薦による審議会等委員について、各団体等に対し
て、団体からの委員の推薦に当たって格段の協力
を要請している。【関係府省】

（ウ）�独立行政法人、特殊法人及び認可法人におけ
る女性の参画拡大

① 「独立行政法人等女性参画状況調査」を実施し、
独立行政法人、特殊法人及び認可法人における
役員や管理職に占める女性の割合等について調査
し、公表している。【内閣府、厚生労働省、関係省庁】

イ 地方公共団体の政策・方針決定過
程への女性の参画拡大

（ア）地方公務員に関する取組
① 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画や

女性の活躍状況に関する情報の公表について、数
値目標を設定した項目の進捗状況及び取組の実
施状況が経年で公表されることを徹底するととも
に、各団体の取組について、「女性活躍推進法『見
える化』サイト」で、比較できる形での「見える化」
を行っている。また、令和５（2023）年度から
施行された改正府令及び改正指針に基づき、各団
体において「職員の給与の男女の差異」の令和４

（2022）年度実績について適切に情報公表が行わ
れるよう公表方法について周知するとともに、各
団体の公表内容を取りまとめ、一覧性・検索性を
確保したサイトの整備を通じて、「見える化」を図っ
た。【内閣府、総務省】

② テレワークの推進等による職場の働き方改革
や、適切な勤務時間の把握等による時間外勤務の
上限規制の実効的な運用や、フレックスタイム制
や早出遅出勤務の導入等を通じた時間外勤務の縮
減、休暇の取得促進について、各団体に対し必要
な助言を行っている。【総務省】

③ 男性職員の育児等に係る状況を把握し、育児に
伴う休暇・休業等の取得を呼び掛けるとともに、
周囲のサポート体制や代替要員の確保を図り、気
兼ねなく育児休業等を取得できる職場環境の整備
を促進するため、国家公務員における取組や取得
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率が着実に上昇している団体の取組事例を各団体
に対し周知し、更なる取組を促進している。【総
務省】

④ 女性職員の登用拡大に向けて、キャリア形成支
援研修の実施、女性職員が少ない職種・部門への
積極的な配置、相談体制の整備、女性人材の外部
からの採用・登用及び管理職の意識改革などの取
組について、先進事例や取組のポイントをまとめ
たガイドブックを作成し、地方公共団体に周知を
行った。また、各地方公共団体の実情に即した主
体的かつ積極的な取組を促進するため、刊行物に
おいて、地方公共団体における先進事例を収集・
周知しているほか、地方公共団体における仕事と
妊娠・出産・育児等の両立支援に取り組む団体に
おける取組事例を収集して冊子を作成し、地方公
共団体に周知を行った。【総務省】

⑤ 「地方公共団体における男女共同参画社会の形
成又は女性に関する施策の推進状況」の中で、地
方公共団体における職員の通称又は旧姓使用に関
する規定等の整備状況を調査し、公表した。また、
職員が旧姓を使用しやすい職場環境づくりを促進
している。【内閣府、総務省】

⑥ 地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳が
ん検診について、女性職員が受診しやすい環境整
備を促進している。【総務省】

⑦ 非常勤職員を含めた全ての女性職員が、その個
性と能力を十分に発揮できるよう、育児休業や介
護休暇等の普及・啓発の実施や、ハラスメント等
の各種相談体制の整備等を促進している。あわせ
て、男性に比べて女性の割合が高い非常勤職員に
ついて、会計年度任用職員制度の趣旨を踏まえ、
勤務の内容に応じた処遇の確保を推進している。

【総務省】
⑧ 消防庁では、消防吏員の女性比率について、令

和８（2026）年度当初までに５％に増加させるこ
とを全国の消防本部との共通目標として掲げてお
り、消防本部等に対し数値目標の設定による計画
的な増員の確保、女性消防吏員の職域の拡大等、
ソフト・ハード両面での環境整備に取り組むよう
引き続き要請するとともに、消防署等における職
場環境の整備が図られるよう、女性専用施設等（浴
室・仮眠室等）の職場環境の整備に要する経費を
支援した。また、消防吏員を目指す女性の増加を

図るため、女子学生等を対象とした職業体験イベ
ントの開催やＰＲ広報を実施するとともに、女性
消防吏員活躍推進アドバイザーの派遣、女性消防
吏員活躍推進支援事業などの取組を通じた先進的
な事例の全国展開に加え、女性消防吏員が０名の
消防本部の解消及び数値目標の達成に重点を置い
た、外部講師による幹部職員向け研修会を実施す
るなど、女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組
を推進した。

警察では、令和８（2026）年度当初までに地
方警察官に占める女性の割合を全国平均で12％
程度とすることを目標として、各都道府県警察に
おいてそれぞれが策定している計画等を踏まえて
女性警察官の採用の拡大に向けた取組を推進して
おり、令和５（2023）年４月１日現在で、その
割合は11.4％となっている。また、女性警察官の
幹部への登用も進んでおり、都道府県警察で採用
され警部以上の階級にある女性警察官は、令和５

（2023）年４月１日現在803人で、警察署長や警
察本部の課長等にも登用されている。そのほか、
男女共同参画に関する施策について、都道府県警
察の幹部職員への教育を実施するなどの取組を推
進した。【警察庁、総務省】

（イ）�地方公共団体の審議会等委員への女性の参画
拡大

① 各都道府県・政令指定都市が設定している審議
会等委員への女性の参画に関する数値目標や、こ
れを達成するための様々な取組、女性比率の現状、
女性が１人も登用されていない審議会等の状況等
を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への
女性の参画を促進している。【内閣府、関係省庁】

第４節 経済分野

ア 企業における女性の参画拡大
① 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま

えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る一般事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に
関する情報公表等、女性活躍推進に向けて一般事
業主が行う積極的改善措置（ポジティブ・アクショ
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ン）等の取組を促進している。また、令和４（2022）
年７月の女性活躍推進法に関する制度改正による
常用労働者数301人以上の一般事業主に対する男
女の賃金の差異の公表義務化を契機として、男女
の賃金の差異の要因分析・雇用管理改善の促進に
ついて、あらゆる機会を通じて周知し、円滑な施
行及び実効性の確保を図るとともに、企業向けの
相談会・説明会の開催やコンサルティングの実施
等により、女性活躍推進のための取組を行う1,200
社以上の企業を個別支援した。【厚生労働省】

② メンター制度の導入やロールモデルの育成、地
域ネットワーク構築に関するマニュアル及び事例
集を作成し、企業に活用してもらうことで、女性
労働者のキャリア形成支援を実施している。また、
個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因になり得
る無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）
を解消するためのセミナー動画を作成し、企業等
での活用を促進している。【厚生労働省】

③ 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び「女性の活躍推
進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取
組指針」（平成28年３月22日すべての女性が輝
く社会づくり本部決定。以下「公共調達等取組指
針」という。）に基づき、国、独立行政法人等が、
総合評価落札方式又は企画競争方式による調達を
行う際は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策
推進法（平成15年法律第120号。以下「次世代法」
という。）及び青少年の雇用の促進等に関する法
律（昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」
という。）に基づく認定を取得した企業等を加点
評価する取組を実施している。
「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金

の活用に関する実施要領」（平成28年３月22日
内閣府特命担当大臣（男女共同参画）決定。以下

「公共調達等実施要領」という。）に基づき、上記
の加点評価の取組について実効的な運用を図る観
点から、国の機関における取組状況や、認定取得
企業等の入札参加及び受注の状況等を調査・公表
し、取組状況の「見える化」を行っている。また、
加点評価の取組が努力義務となっている地方公共
団体においても、国に準じた取組が進むよう働き
かけを行っている。【内閣府、厚生労働省】

④ 企業における女性活躍に関する情報も投資判断
に資するものと考えられることから、有価証券報
告書における女性活躍に関する情報開示の好事例
を収集し、周知した。【金融庁】

⑤ 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情
報の集計及び開示の取組や女性役員の登用を進め
る要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極的に取
り組む企業が評価され、企業における女性役員登
用・育成の課題の克服につながるよう努めている。

【内閣府】
⑥ 令和４（2022）年度に引き続き東証プライム

市場上場企業を対象とする「執行役員又はそれに
準じる役職者」における女性割合に関する調査を
行い、結果を公表した。【内閣府】

⑦ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023（女
性版骨太の方針2023）」（令和５年６月13日すべて
の女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進
本部決定）に東証プライム市場上場企業を対象と
した女性役員比率に係る数値目標の設定（2030年
までに、女性役員の比率を30％以上とすることを
目指す。）等について取引所の規則に規定を設ける
ための取組を進めることを盛り込んだ。これを受け、
令和５（2023）年10月に東京証券取引所において、
上場制度の整備が行われた。【内閣府、金融庁】

⑧ 「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年12
月25日閣議決定）において中間年フォローアップ
の際に市場再編後の目標を設定することとされて
いた、東証一部上場企業役員に占める女性の割合
に係る成果目標について、令和７（2025）年まで
の新しい成果目標（東証プライム市場上場企業役
員に占める女性の割合を19％とする等）を閣議決
定した。【内閣府】

⑨ 女性の登用拡大と企業における経済的メリット
等に関する調査研究を取りまとめ、公表した。【内
閣府】

⑩ 女性を始め多様な人材の能力を最大限発揮さ
せる「ダイバーシティ経営」の推進に向け、研
修を通じて企業等への普及促進を行ったほか、
企業の実践に必要な取組を見える化する「ダイ
バーシティ経営診断ツール」を使用したワーク
ショップを試行し、特に中小企業のダイバーシ
ティ経営の効果的な実践方法を検討している。

【経済産業省】
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イ 女性の能力の開発・発揮のための
支援

① 長期的な視野から女性リーダーを養成していく
ため、学校等における女性リーダーの養成プログ
ラムの開講を促している。【文部科学省】

② 役員候補者となり得る女性人材のデータベー
ス「女性リーダー人材バンク」について、令和４

（2022）年度に実施した利用者増加に向けたアン
ケート調査結果等を踏まえ、改善に向けた取組の
検討を行っている。【内閣府】

③ 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
では、令和５（2023）年11月に、会の参加者
が集まるミーティングを開催した。また、令和６

（2024）年１月に滋賀県と宮崎県、２月に岩手県
にて地域シンポジウムを開催し、各地方における
企業経営者等に対し、会への参加を呼び掛けた。
その他、参加者の好事例を掲載した冊子を作成し、
女性活躍に関する取組を共有するとともに、会の
周知を行った。【内閣府】

④ 女性活躍推進法に基づき、地域における女性の
活躍を迅速かつ重点的に推進するため、地域の経
済団体、金融機関、教育機関、ＮＰＯなどの多様
な主体による連携体制の下、一般事業主行動計画
の策定が義務付けられている中小企業が行う同計
画策定の支援など、地方公共団体が地域の実情に
応じて支援を行う取組を地域女性活躍推進交付金
により支援している。【内閣府】

ウ 女性起業家に対する支援等
① 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／

シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施している。【経済産業省】

② 経済産業省では、令和２（2020）年12月に設
立した 「わたしの起業応援団」を通じ、女性起業
家の支援事例や支援手法・関係省庁の施策情報の
共有を行うとともに、女性起業家の支援ニーズに
応えるべく、「わたしの起業応援団」を構成する
支援機関の支援対象・支援手法等を整理し、公開
した。また、女性起業家支援に携わる地方公共団
体等の担当者に対する研修を実施した。

内閣府では、関係団体と連携して地方公共団体
が行う女性起業家育成の取組を、地域女性活躍推

進交付金を通じて支援している。【内閣府、経済
産業省】

③ 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進
している。また、その活用事例を展開していく。
加えて、地方を含めた後継者の活躍を後押しする
ピッチイベントを地方５ブロックにおいて開催し、
事業承継がビジネスチャンスという気運醸成を
図っている。【経済産業省】

第５節 専門・技術職、各種団体等

① 専門・技術職、経済団体、労働組合、職能団体
（日本医師会、日本弁護士連合会等）など、様々
な分野における女性の政策・方針決定過程への参
画状況について「女性の政策・方針決定参画状況
調べ」の中で取りまとめ、公表している。【内閣府】

② 各分野における関連施策を着実に実施し、女性
の参画拡大を推進している。【関係府省】
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第１節 ワーク・ライフ・バランス
等の実現

ア ワーク・ライフ・バランスの実現
のための長時間労働の削減等

① 法定労働条件の履行確保及び長時間労働是正の
ための監督指導体制の充実強化を行っている。【厚
生労働省】

② 年次有給休暇の取得促進のため、10月の年次
有給休暇取得促進期間に加え、連続した休暇を取
得しやすい時季（夏季、年末年始及びゴールデン
ウィーク）にポスター・リーフレットの作成・周知、
都道府県や関係団体（223団体）への周知依頼等
の集中的な広報の実施により機運の醸成を図って
いる。【厚生労働省】

③ 勤務間インターバル制度について職種・業種等
の特性を踏まえた業種別導入マニュアルや制度導
入を支援するための動画を作成して周知するとと
もに、シンポジウムの開催や専門家によるアウト
リーチ型コンサルティングの実施、助成金の支給
等により、企業への導入促進を図っている。【厚
生労働省】

④ 労働者が健康で充実した生活を実現できるよ
う、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

（平成４年法律第90号）を分かりやすく解説した
パンフレット等を働き方・休み方改善ポータルサ
イトで掲載し、周知することで、労使の自主的な
働き方の見直しを促進している。【厚生労働省】

⑤ メンタルヘルスの確保等、職場における健康確
保対策を推進している。【厚生労働省】

⑥ コンサルティングの実施等により女性活躍推進
法等に基づく目標設定及び目標達成のための企業
の取組を支援している。【厚生労働省】

⑦ 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援す
る事業主団体に対する助成を行っている。【厚生

労働省】
⑧ 上記を含め「過労死等の防止のための対策に関

する大綱」（令和３年７月30日閣議決定）を踏ま
えた取組を着実に推進している。【厚生労働省】

イ 多様で柔軟な働き方の実現
① 多様で柔軟な働き方の実現に向けた企業の取組

を促進している。
・ 令和３（2021）年に改正した育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下

「育児・介護休業法」という。）について、令和
４（2022）年度に施行された改正事項に加え、
令和５（2023）年４月より常時雇用する労働
者が1,000人を超える企業について、育児休業
の取得状況の公表が義務付けられていることか
ら、引き続き同法の周知及び履行確保を図って
いる。【厚生労働省】

・ 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プ
ラン」モデル及び「介護支援プラン」モデルの
普及促進を図るとともに、プランの策定を支援
している。【厚生労働省】

・ 働き続けながら子育てや介護を行う労働者の
雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組
む事業主に助成金を支給している。【厚生労働省】

・ 時間単位の年次有給休暇制度について、子育
て、介護、治療など様々な事情を抱えている者
が、柔軟に休暇を取得できるよう、働き方・休
み方改善ポータルサイトでの周知リーフレット
及び導入事例の掲載等により企業への導入促進
を図っている。【厚生労働省】

・ 労働者一人一人がライフステージに応じて多
様な働き方を選択できる勤務地・職務・労働時
間を限定した「多様な正社員」制度について、
制度を導入する上での留意事項や好事例の周知、
導入支援を実施するとともに、制度導入状況や
運営状況等の実態把握を行った。【厚生労働省】

雇用等における男女共同参画�
の推進と仕事と生活の調和第� 分野２



177

第
２
分
野
雇
用
等
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進
と
仕
事
と
生
活
の
調
和

・ 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けな
い勤務形態であるテレワークについて、適正な
労務管理下におけるテレワークの導入・定着促
進や、中小企業への導入促進に向けて、助成金
の活用や専門家による無料相談対応など、各種
支援策を推進している。【総務省、厚生労働省、
経済産業省、国土交通省】

・ 効率的・自律的に働ける制度であるフレック
スタイム制の導入時における適切な労務管理の
徹底を図っている。【厚生労働省】

・ 転勤に関する企業のニーズや動向を捉え、企
業の転勤に関する雇用管理のポイントを整理し
た「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の
周知を通じて、労働者の仕事と家庭生活の両立
の推進を図っている。【厚生労働省】

・ 「多様な正社員」も含め、労働者全般の労働契
約関係の明確化について、労働政策審議会にお
ける検討結果を踏まえて、労働基準法（昭和22
年法律第49号）の労働条件明示事項に就業場所・
業務の変更の範囲を追加する、労働基準法施行
規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別
措置法施行規則の一部を改正する省令（令和５
年厚生労働省令第39号）について、パンフレッ
ト等による周知・啓発を図っている。【厚生労働省】

・ 不妊治療と仕事との両立を支援する企業内制
度の導入に向けたマニュアルの周知や企業等を
対象とした研修会の実施等を行うとともに、く
るみんプラス認定等の取得促進や、不妊治療を
受けている労働者に休暇制度等を利用させた中
小企業事業主に対する助成金の支給により、不
妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推
進している。【厚生労働省】

・ 中小企業における女性の活躍推進を図るため、
育児休業中の代替要員の確保や業務を代替する
周囲の労働者への手当支給等の取組を推進して
いるほか、地域の中小企業・小規模事業者が経
営課題の解決に向けた多様な人材の確保・育成・
定着を図るため、経営者に対する職場環境整備
等のセミナーや、マッチング等の取組を実施し
ている。【厚生労働省、経済産業省】

② 企業の経営者、業界単位の企業ネットワーク、
経済団体等と連携し、女性の活躍の必要性に関す
る経営者や管理職の意識改革、女性の活躍やワー

ク・ライフ・バランスの推進に向けた経営者のコ
ミットメントを促している。【内閣府、関係省庁】

③ 地域の実情に応じた少子化対策を推進するため
の「少子化対策地域評価ツール」の活用や、地域
の少子化対策へのデジタル技術の活用の促進の
ための取組モデルの策定等を通じ、地域コミュニ
ティを巻き込んだ子育ての支え合い、男女ともに
子育てと両立できる魅力的な働き方、職・住・育
が近接した暮らしやすいまちづくり等の取組を実
践し、各地方公共団体における女性活躍に資する
具体的な取組を推進した。【内閣官房】

④ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の実現に関する調査研究を行い、企業の取組に資
する情報の提供を行っている。【内閣府】

⑤ 企業・団体の経営者・管理職・担当者や仕事
と生活の調和に取り組む全ての人が活用できるよ
う、仕事と生活の調和に関するメールマガジン「カ
エル！ジャパン通信」を月１～２回程度配信し、
好事例の情報提供を行っている。【内閣府】

ウ 男性の子育てへの参画の促進、介
護休業・休暇の取得促進

① 育児等を理由とする男性に対する不利益取扱い
や、企業における育児休業等に関するハラスメン
トを防止するための対策等を推進している。【厚
生労働省】

② 企業における男性社員の育児休業等取得促進の
ための事業主へのインセンティブ付与や、取得状
況の情報開示（「見える化」）を推進している。【金
融庁、厚生労働省】

③ 「男女共同参画週間」（毎年６月23日から同月
29日まで）などの啓発活動や表彰の実施を通じ
て、男性の仕事と育児の両立の促進を図るととも
に、男性の家事・育児への参画等に関する社会的
な機運の醸成を図った。【内閣府、こども家庭庁、
厚生労働省】

④ 公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築
物において、ベビーベッド付男性トイレ等の子育
て世帯に優しいトイレの整備等を推進しているほ
か、子供連れの乗客等への配慮等を求めることに
より、男性が子育てに参画しやすくなるための環
境整備を行っている。【国土交通省】

⑤ 男性が、妊娠・出産の不安と喜びを妻と分かち
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合うパートナーとしての意識を高めていけるよう、
両親ともに参加しやすい日時設定やオンラインで
の開催など、両親学級の充実等により、父親にな
る男性を妊娠期から側面支援している。【こども
家庭庁】

⑥ 配偶者の出産直後の子育てを目的とした休暇取
得の促進を図るための広報啓発等を実施してい
る。【こども家庭庁】

⑦ 介護のために働けなくなることを防止するた
め、仕事と介護が両立できる職場環境が整備され
るよう、育児・介護休業法の履行確保を図るほか、
家族を介護する労働者に介護休業制度等が広く周
知されるよう積極的な広報に取り組んだ。【厚生
労働省】

エ 女性の就業継続に向けた人材育成
① 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施

等を支援している。【厚生労働省】
② 労働者の主体的な職業能力の開発及び向上を促

進し、再就職時の職業能力に基づいた評価にも資
するよう、業界共通の職業能力評価の物差しとな
る技能検定を始め、企業・労働者双方に活用され
る職業能力評価制度の整備を推進した。【厚生労
働省】

③ ジョブ・カードを活用したキャリア形成支援を
行っている。【厚生労働省】

第２節
雇用の分野における男女の
均等な機会と待遇の確保及
び各種ハラスメントの防止

ア 男女雇用機会均等の更なる推進
① 法違反があった場合には是正指導を行うなど、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律（昭和47年法律第113号。
以下「男女雇用機会均等法」という。）の履行確
保に取り組み、事業主が報告の求めに応じない場
合や、勧告をされたにもかかわらず違反を是正し
ない場合には、過料、企業名の公表等により同法
の実効性を確保している。【厚生労働省】

② コース等で区分した雇用管理制度を導入してい
る企業に対して、実質的な男女別雇用管理となら

ないよう、コース別雇用管理についての指針や間
接差別の範囲を定めた省令の周知徹底を図ってい
る。【厚生労働省】

③ 男女雇用機会均等法等の関係法令や制度につい
て、パンフレットの作成・配布等を通して、労使
を始め社会一般を対象として幅広く効果的に周知
するとともに、学校等の教育機関においても、男
女の平等や相互の協力、男女が共同して社会に参
画することの重要性等についての指導を通じて、
その制度等の趣旨の普及に努めている。【文部科
学省、厚生労働省】

④ 男女雇用機会均等に関する労使紛争について
は、男女雇用機会均等法等に基づく紛争解決の援
助制度及び調停を活用し、円滑な紛争解決を図っ
ている。【厚生労働省】

イ 男女間の賃金格差の解消
① 労働基準法第４条や男女雇用機会均等法の履行

確保を図っているほか、女性活躍推進法に基づく
状況把握・課題分析、これらの結果を踏まえた行
動計画の策定及び目標達成に向けた取組等を支援
している。【厚生労働省】

② 常用労働者数301人以上の一般事業主に対する
男女の賃金の差異の公表義務付けを契機として、
男女の賃金の差異の要因分析・雇用管理改善の促
進について、あらゆる機会を通じて周知し、円滑
な施行及び実効性の確保を図るとともに、企業向
けの相談会・説明会の開催やコンサルティングの
実施等により、女性活躍推進のための取組を行う
1,200社を超える企業を支援した。【厚生労働省】

ウ 職場や就職活動における各種ハラ
スメントの防止等

① 企業におけるハラスメント防止措置の推進を図
るため、説明会の開催やパンフレット等の作成・
配布等により、男女雇用機会均等法等の周知・啓
発を図るほか、12月を「ハラスメント撲滅月間」
と定め、シンポジウムを開催する等集中的な広報・
啓発を行っている。【厚生労働省】

② 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・
出産等に関するハラスメント、育児休業等に関す
るハラスメント及びパワーハラスメントの防止措
置を定めた男女雇用機会均等法、育児・介護休業



179

第
２
分
野
雇
用
等
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進
と
仕
事
と
生
活
の
調
和

法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和
41年法律第132号）及びそれらの指針の履行確
保に取り組んでいる。【厚生労働省】

③ 就職活動中にハラスメントを受けた学生、カ
スタマーハラスメント被害者等からのメールや
ＳＮＳによる相談に対応する事業を実施してい
る。【厚生労働省】

④ 就職活動中の学生に対するセクシュアルハラス
メントの防止のため、学生の就職・採用活動開始
時期等に関する調査において実態を把握するとと
もに、男女雇用機会均等法に基づく指針で示した
望ましい取組の周知啓発や、都道府県労働局等の
総合労働相談コーナーで相談を受け付ける等関係
省庁が連携し適切に対応している。

また、大学等の対応事例について学生支援担当
者が集まる会議等を通じて周知啓発を行った。【内
閣官房、内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省】

⑤ 性的指向・性自認（性同一性）に関する侮辱的
な言動等を含むハラスメントの防止に取り組むと
ともに、性的マイノリティに関する企業の取組事
例の周知等を通じて、企業や労働者の性的指向・
性自認（性同一性）についての理解を促進してい
る。【厚生労働省】

第３節
積極的改善措置（ポジティブ・ 
アクション）の推進等による女性
の参画拡大・男女間格差の是正

① 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関
する情報公表等、女性活躍推進に向けて一般事業
主・特定事業主が行う積極的改善措置（ポジティ
ブ・アクション）等の取組を促進している。また、
令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度か
ら施行された女性活躍推進法に関する制度改正に
よる一般事業主・特定事業主に対する男女間賃金

（給与）差異の公表義務化を契機として、差異の
要因分析・課題の把握等の促進について、あらゆ
る機会を通じて周知し、円滑な施行及び実効性の
確保を図るとともに、企業・機関向けの説明会の

開催等により、女性活躍推進のための取組を行う
1,200社以上の企業・機関を支援している。【内閣
官房、内閣府、総務省、厚生労働省】

② 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組
指針に基づき、国、独立行政法人等が総合評価落
札方式又は企画競争方式による調達を行う際は、
女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に
基づく認定を取得した企業等を加点評価する取組
を実施している。

公共調達等実施要領に基づき、上記の加点評価
の取組について実効的な運用を図る観点から、国
の機関における取組状況や、認定取得企業等の入
札参加及び受注の状況等を調査・公表し、取組
状況の「見える化」を行っている。また、加点評
価の取組が努力義務となっている地方公共団体に
おいても、国に準じた取組が進むよう働きかけを
行っている。（再掲）【内閣府、厚生労働省】

③ 企業における女性活躍に関する情報も投資判断
に資するものと考えられることから、有価証券報
告書における女性活躍に関する情報開示の好事例
を収集し、周知した。（再掲）【金融庁】

④ 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情
報の集計及び開示の取組や女性役員の登用に資す
る要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極的に取
り組む企業が評価され、企業における女性役員登
用・育成の課題の克服につながるよう努めている。

（再掲）【内閣府】
⑤ 令和４（2022）年度に引き続き東証プライム

市場上場企業を対象とする「執行役員又はそれに
準じる役職者」における女性割合に関する調査を
行い、結果を公表した。（再掲）【内閣府】

⑥ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023（女
性版骨太の方針2023）」に東証プライム市場上場
企業を対象とした女性役員比率に係る数値目標の
設定（2030年までに、女性役員の比率を30％以
上とすることを目指す。）等について取引所の規
則に規定を設けるための取組を進めることを盛り
込んだ。これを受け、令和５（2023）年10月に
東京証券取引所において、上場制度の整備が行わ
れた。（再掲）【内閣府、金融庁】

⑦ 「第５次男女共同参画基本計画」において中間
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年フォローアップの際に市場再編後の目標を設定
することとされていた、東証一部上場企業役員に
占める女性の割合に係る成果目標について、令和
７（2025）年までの新しい成果目標（東証プライ
ム市場上場企業役員に占める女性の割合を19％と
する等）を閣議決定した。（再掲）【内閣府】

⑧ 女性の登用拡大と企業における経済的メリット
等に関する調査研究を取りまとめ、公表した。（再
掲）【内閣府】

⑨ メンター制度の導入やロールモデルの育成、地
域ネットワーク構築に関するマニュアル及び事例
集を作成し、企業に活用してもらうことで、女性
労働者のキャリア形成支援を実施している。また、
個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因になり得
る無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）
を解消するためのセミナー動画を作成し、企業等
での活用を促進している。（再掲）【厚生労働省】

⑩ 学校等における女子学生等を対象とした次代を
担う人材育成プログラムの開発・実施を促進して
いる。【文部科学省】

⑪ 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラッ
ク運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車
整備士）の女性の参画が十分でない業種・職種
において、ＩＣＴの活用による生産性の向上、多
様な人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向
けた情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女
性の就業及び定着を促進している。【厚生労働省、
国土交通省】

第４節
非正規雇用労働者の待遇改
善、正規雇用労働者への転
換の支援

ア 非正規雇用労働者の待遇改善や正
規雇用労働者への転換に向けた取
組の推進

① 令和２（2020）年４月より順次施行された短時
間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等
に関する法律（平成５年法律第76号）及び労働
者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以
下「労働者派遣法」という。）の円滑な施行に取

り組み、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との
間の不合理な待遇差の解消を図っている。また、 

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対
策」（令和４年10月28日閣議決定）に基づき、
労働基準監督署と都道府県労働局が連携し、同一
労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を開始し
た。さらに、「デフレ完全脱却のための総合経済
対策」（令和５年11月２日閣議決定）に基づき、
労働基準監督署による調査結果を踏まえ、基本
給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業等につ
いて、文書で指導を行い、経営者に対応を求める
など、同一労働同一賃金の更なる遵守の徹底に向
けた取組を行っている。【厚生労働省】

② 最低賃金については、令和５（2023）年度は
全国加重平均で43円引上げの1,004円となった。
引き続き、事業再構築・生産性向上に取り組む中
小企業へのきめ細やかな支援や、労務費の適切
な転嫁のための価格交渉に関する指針の周知など
の価格転嫁の促進などに取り組みつつ、2030年
代半ばまでに全国加重平均が1,500円となること
を目指すとした目標について、より早く達成でき
るよう、引上げに取り組んでいる。【厚生労働省、
経済産業省】

③ キャリアアップ助成金の活用促進等により非正
規雇用労働者の正規雇用労働者への転換を推進し
ている。【厚生労働省】

④ 非正規雇用労働者の能力開発を図り、企業内
でのキャリアアップ、企業の枠を超えたキャリア
アップを推進している。また、キャリア形成・学
び直し支援センター事業等を通じてキャリアコン
サルティング機会の充実に取り組んでいる。さら
に、公的職業訓練について、全国47都道府県にお
いて地域職業能力開発促進協議会を開催している。
協議会での協議内容や分析等を踏まえ、職業訓練
に地域ニーズを適切に反映させること等により、
効果的な人材育成につなげている。【厚生労働省】

⑤ 正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働
者の均衡のとれた賃金決定を促進するため、47都
道府県に設置している「働き方改革推進支援セン
ター」において職務分析・職務評価の導入支援・
普及促進を行っている。【厚生労働省】
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イ 公正な処遇が図られた多様な働き
方の普及・推進

① 有期契約労働者について、労働契約法（平成19
年法律第128号）に規定されている無期労働契約
への転換（無期転換ルール）等の更なる周知徹底
を図っている。【厚生労働省】

② 派遣労働者について、労働者派遣法に基づき、
派遣先に雇用される通常の労働者との不合理な待
遇差の解消を図るとともに、正規雇用労働者化を
含むキャリアアップの支援や派遣労働者に対する
雇用安定措置等を通じた一層の雇用の安定と保護
等を図っている。【厚生労働省】

③ 非正規雇用労働者の産前産後休業、育児休業、
産後パパ育休及び介護休業の法制度の内容につい
て、非正規雇用労働者及び事業主に対する周知・
徹底を行うとともに、利用環境の改善を図ってい
る。【厚生労働省】

④ 令和６（2024）年10月に予定されている短時
間労働者への被用者保険の適用拡大に向けて、準
備・周知・広報を行っている。【厚生労働省】

⑤ 非正規雇用労働者の正規雇用労働者への転換等
を促進するため、勤務地等が限定された「多様な
正社員」制度の導入を支援している。【厚生労働省】

⑥ 国の行政機関で働く非常勤職員の休暇・休業に
ついて、人事院では、令和３（2021）年度に措置
された不妊治療のための休暇（出生サポート休暇）
等を含めた両立支援制度が職員に広く活用される
よう、職員向けのリーフレットや管理職向けの研
修教材の提供等により周知啓発や各府省に対する
支援・指導に取り組んだ。

総務省では、会計年度任用職員制度について、
令和５（2023）年４月１日時点の施行状況に関す
る調査を実施し、その結果を踏まえ、同年12月
に、制度の適切な運用について助言を行うととも
に、令和６（2024）年度から、対象となる会計年
度任用職員に、勤勉手当を支給できるようになっ
たことから、適切に支給するよう助言した。また、
常勤職員の給与が改定された場合における会計年
度任用職員の給与については、改定の実施時期を
含め、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じ
て改定することを基本とし、適切に対処するよう
助言した。地方公共団体で働く会計年度任用職員

の休暇・休業については、国家公務員と同様に、
不妊治療のための休暇の新設や育児休業・介護休
暇の取得要件の緩和等について職員に周知が行わ
れ、制度の活用が図られるよう、各地方公共団体
の取組を促している。【内閣官房、総務省、（人事
院）】

第５節 再就職、起業、雇用によら
ない働き方等における支援

ア 再就職等に向けた支援
① 職業訓練や職業紹介等を実施し、子育て・介

護等との両立や仕事から一定期間離れた者に配慮
した多様な再就職等の支援を推進している。公的
職業訓練においては、育児等により決まった日時
に訓練を受講することが困難な者等を対象とした
eラーニングコースについて、令和４（2022）年
度実績では200コース設定している。さらに、子
育て中の女性が受講しやすい託児サービス付きの
訓練コースについては、令和４（2022）年度実績
では439人が託児サービスを利用した。【厚生労
働省】

② 再就職希望者を含む社会人等の就労、スキル
アップ、キャリア転換に必要な実践的な知識・技
術・技能を身に付けるためのリカレント教育を推
進し、学び直し等の充実を図っている。多様な年
代の女性の社会参画を支援するため、関係機関と
の連携の下、キャリアアップやキャリアチェンジ
等に向けた意識の醸成や相談体制の充実を含め、
学習プログラムの開発等、女性のチャレンジを総
合的に支援するモデルの開発を行った。【文部科
学省、厚生労働省、経済産業省】

イ 起業に向けた支援等
① 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／

シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施している。（再掲）【経済産業省】

② 経済産業省では、令和２（2020）年12月に設
立した 「わたしの起業応援団」を通じ、女性起業
家の支援事例や支援手法・関係省庁の施策情報の
共有を行うとともに、女性起業家の支援ニーズに
応えるべく、「わたしの起業応援団」を構成する
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各支援機関の支援対象・支援手法を整理し、公開
した。また、女性起業家支援に携わる地方公共団
体等の担当者に対する研修を実施した。

内閣府では、関係団体と連携して地方公共団体
が行う女性起業家育成の取組を、地域女性活躍推
進交付金を通じて支援している。（再掲）【内閣府、
経済産業省】

③ 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進
している。また、その活用事例を展開している。
加えて、地方を含めた後継者の活躍を後押しする
ピッチイベントを地方５ブロックにおいて開催し、
事業承継がビジネスチャンスという気運醸成を
図っている。（再掲）【経済産業省】

ウ 雇用によらない働き方等における
就業環境の整備

① 商工業等の自営業も含む小規模事業者の実態の
把握及び課題抽出に努めている。【経済産業省】

② 家内労働手帳の普及、工賃支払の確保、最低工
賃の決定及び周知、労災保険特別加入の促進等に
より家内労働者の労働条件の改善を図っている。

【厚生労働省】
③ フリーランスについて、多様な働き方の拡大、

高齢者雇用の拡大などの観点からも、これを安心
して選択できる環境を整えるため、内閣官房、公

正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で
策定した「フリーランスとして安心して働ける環
境を整備するためのガイドライン」について周知・
活用を図っている。

個人が事業者として受託した業務に安定的に従
事することができる環境を整備するため、特定受
託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令
和５年法律第25号。以下「フリーランス・事業
者間取引適正化等法」という。）が第211回国会（令
和５（2023）年）で成立し、同年５月12日に公
布された。令和６（2024）年秋頃の円滑な施行
に向け、周知・広報に取り組むとともに、関係す
る政省令等の整備を進めている。

また、フリーランスと発注事業者等とのトラブ
ルについて、ワンストップで相談できる窓口（フ
リーランス・トラブル110番）において、相談体
制の拡充やトラブル解決機能の向上により、引き
続き迅速かつ丁寧な相談対応や紛争解決の援助を
行っている。

さらに、労働者災害補償保険の特別加入制度
について、フリーランス・事業者間取引適正化等
法第２条第１項に規定する特定受託事業者が行う
事業を新たに特別加入の対象とする省令改正を行
い、令和６（2024）年１月に公布した（施行はフ
リーランス・事業者間取引適正化等法の施行の日
を予定。）。【内閣官房、公正取引委員会、厚生労
働省、経済産業省】

第１節 地方創生のために重要な女
性の活躍推進

ア 地方の企業における女性の参画拡大
① 女性の管理職・役員の育成など女性の参画拡大

の推進、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添
い、意欲と希望に応じて就労までつなげていく支
援や相談支援、孤独・孤立で困難や不安を抱える

女性が、社会との絆・つながりを回復することが
できるよう、ＮＰＯ等の知見を活用した相談支援
やその一環として行う生理用品の提供等のきめ細
かい支援、望まない孤独・孤立の悩みなどに係る
男性相談支援など、地方公共団体が、多様な主体
による連携体制の構築の下で地域の実情に応じて
行う取組を、地域女性活躍推進交付金により支援
している。また、女性デジタル人材・起業家の育
成を重点的に行うため、地方公共団体が経済部局



183

第
３
分
野
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

や商工会議所等と連携・協働しつつ実施する真に
効果の高い事業に対し、地域女性活躍推進交付金
により支援している。なお、地方公共団体が行う
男女共同参画社会の実現に向けた取組については
地方財政措置が講じられており、各地方公共団体
の状況に応じて、自主財源の確保を働きかけてい
る。【内閣府】

② 現在職に就いていない女性・高齢者等の新規就
業や、デジタル技術の仕事への活用を目的として、
都道府県が官民連携型のプラットフォームを形成
し、地域の実情に応じて、「掘り起こし」、「職場
環境改善支援」、「マッチング」等の一連の取組を
一体的かつ包括的に実施できるよう、デジタル田
園都市国家構想交付金を活用して支援するととも
に、都道府県担当課長会議を開催し、当該取組の
普及促進を行った。【内閣官房、内閣府】

③ 女性や若者等の移住・定着の推進のため、地域
を支える企業等への就業と移住や、デジタル技術
を活用して地域課題の解決を目的とする起業と移
住への支援を行う44道府県1,303市町村の取組
等についてデジタル田園都市国家構想交付金を活
用して支援している。【内閣官房、内閣府】

④ 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進
している。また、その活用事例を展開していく。
加えて、地方を含めた後継者の活躍を後押しする
ピッチイベントを地方５ブロックにおいて開催し、
事業承継がビジネスチャンスという気運醸成を
図っている。（再掲）【経済産業省】

⑤ 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
では、令和５（2023）年11月に、会の参加者
が集まるミーティングを開催した。また、令和６

（2024）年１月に滋賀県と宮崎県、２月に岩手県
にて地域シンポジウムを開催し、各地方における
企業経営者等に対し、会への参加を呼び掛けた。
その他、参加者の好事例を掲載した冊子を作成し、
女性活躍に関する取組を共有するとともに、会の
周知を行った。（再掲）【内閣府】

⑥ 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る一般事業主行動計画の策定、女性の活躍状況
に関する情報公表等、女性活躍推進に向けて一般

事業主が行う積極的改善措置（ポジティブ・アク 
ション）等の取組を促進している。また、令和４

（2022）年７月の女性活躍推進法に関する制度改
正による常用労働者数301人以上の一般事業主に
対する男女の賃金の差異の公表義務化を契機とし
て、男女の賃金の差異の要因分析・雇用管理改善
の促進について、あらゆる機会を通じて周知し、
円滑な施行及び実効性の確保を図るとともに、企
業向けの相談会・説明会の開催やコンサルティン
グの実施等により、女性活躍の取組を行う1,200
社以上の企業を個別支援した。（再掲）【厚生労働省】

⑦ 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組
指針に基づき、国、独立行政法人等が総合評価落
札方式又は企画競争方式による調達を行う際は、
女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に
基づく認定を取得した企業等を加点評価する取組
を実施している。

公共調達等実施要領に基づき、上記の加点評価
の取組について実効的な運用を図る観点から、国
の機関における取組状況や、認定取得企業等の入
札参加及び受注の状況等を調査・公表し、取組
状況の「見える化」を行っている。また、加点評
価の取組が努力義務となっている地方公共団体に
おいても、国に準じた取組が進むよう働きかけを
行っている。（再掲）【内閣府、厚生労働省】

⑧ 役員候補者となり得る女性人材のデータベー
ス「女性リーダー人材バンク」について、令和４

（2022）年度に実施した利用者増加に向けたアン
ケート調査結果等を踏まえ、改善に向けた取組の
検討を行っている。（再掲）【内閣府】

⑨ 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラッ
ク運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車
整備士）の女性の参画が十分でない業種・職種に
おいて、ＩＣＴの活用による生産性の向上、多様
な人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向け
た情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女性
の就業及び定着を促進している。（再掲）【厚生労
働省、国土交通省】

⑩ 観光人材育成のための指針として観光庁が作成
したガイドラインを基に、ガイドラインで明示し
た知識・技能を効果的に修得するための教育プロ
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グラムの開発等を支援した。【観光庁】
⑪ 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／

シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施している。（再掲）【経済産業省】

⑫ 経済産業省では、令和２（2020）年12月に設
立した 「わたしの起業応援団」を通じ、女性起業
家の支援事例や支援手法・関係省庁の施策情報の
共有を行うとともに、女性起業家の支援ニーズに
応えるべく、「わたしの起業応援団」を構成する
支援機関の支援対象・支援手法等を整理し、公開
した。また、女性起業家支援に携わる地方公共団
体等の担当者に対する研修を実施した。

内閣府では、関係団体と連携して地方公共団体
が行う女性起業家育成の取組を、地域女性活躍推
進交付金を通じて支援している。（再掲）【内閣府、
経済産業省】

イ 地方における多様で柔軟な働き方
の実現

① 地域の実情に応じた少子化対策を推進するため
の「少子化対策地域評価ツール」の活用や、地域
の少子化対策へのデジタル技術の活用の促進の
ための取組モデルの策定等を通じ、地域コミュニ
ティを巻き込んだ子育ての支え合い、男女ともに
子育てと両立できる魅力的な働き方、職・住・育
が近接した暮らしやすいまちづくり等の取組を実
践し、各地方公共団体における女性活躍に資する
具体的な取組を推進した。（再掲）【内閣官房】

② 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援す
る事業主団体に対する助成を行っている。（再掲）

【厚生労働省】
③ 多様で柔軟な働き方の実現に向けた中小企業の

取組を促進している。
・ 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プ

ラン」モデル及び「介護支援プラン」モデルの
普及促進を図るとともに、プランの策定を支援
している。（再掲）【厚生労働省】

・ 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けな
い勤務形態であるテレワークについて、適正な
労務管理下におけるテレワークの導入・定着促
進や、中小企業への導入促進に向けて、助成金
の活用や専門家による無料相談対応など、各種

支援策を推進している。（再掲）【総務省、厚生
労働省、経済産業省、国土交通省】

・ 中小企業における女性の活躍推進を図るため、
育児休業中の代替要員の確保や業務を代替する
周囲の労働者への手当支給等の取組を推進して
いるほか、地域の中小企業・小規模事業者が経
営課題の解決に向けた多様な人材の確保・育成・
定着を図るため、経営者に対する職場環境整備
等のセミナーやマッチング等の取組を実施して
いる。（再掲）【厚生労働省、経済産業省】

ウ 地方議会・地方公共団体における
取組の促進

① 地方議会において女性を含めたより幅広い層が
議員として参画しやすい環境整備について、第33
次地方制度調査会の答申（令和４（2022）年12月）
を踏まえ、地方議会の位置付け等の明確化や地方
議会に係る手続のオンライン化を盛り込んだ地方
自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第19
号）が成立した。また、答申等を踏まえ、会議規
則における育児・介護等の取扱いの明確化に関す
る助言、地方議会の委員会へのオンライン出席に
係る留意事項等に関する助言、委員会のオンライ
ン開催の状況等の調査等を行った。また、「地方
議会活性化シンポジウム2023」において、地方
議会への多様な人材の参画に資する観点から、各
議会等での取組事例の共有や意見交換を行った。
このほか、候補者となり得る女性の人材育成のた
め、各地方議会における「女性模擬議会」等の自
主的な取組について情報提供を行っている。（再
掲）【総務省】

② 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠
席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取
組の実施状況等、地方公共団体・地方議会におけ
る両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調
査し、「見える化」の推進を行っている。（再掲）【内
閣府】

③ 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画や
女性の活躍状況に関する情報の公表について、数
値目標を設定した項目の進捗状況及び取組の実
施状況が経年で公表されることを徹底するととも
に、各団体の取組について、「女性活躍推進法『見
える化』サイト」で、比較できる形での「見える化」
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を行っている。また、令和５（2023）年度から
施行された改正府令及び改正指針に基づき、各団
体において「職員の給与の男女の差異」の令和４

（2022）年度実績について適切に情報公表が行わ
れるよう公表方法について周知するとともに、各
団体の公表内容を取りまとめ、一覧性・検索性を
確保したサイトの整備を通じて、「見える化」を図っ
た。（再掲）【内閣府、総務省】

④ 各都道府県・政令指定都市が設定している審議
会等委員への女性の参画に関する数値目標や、こ
れを達成するための様々な取組、女性比率の現状、
女性が１人も登用されていない審議会等の状況等
を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への
女性の参画を促進している。（再掲）【内閣府、関
係省庁】

エ 地域に根強い固定的な性別役割分
担意識等の解消

① 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）について、気付きの機会を提供し解消
の一助とするため、これまでの調査研究やチェッ
クシート・事例集に基づき、普及啓発用動画の制
作やワークショップを開催した。【内閣府】

② 誰もが簡単に利用できる、様々な「職業」や「社
会生活場面」を想定した性別による固定的役割
分担に捉われないフリーイラスト素材を追加作成
し、ホームページで提供を行っている。【内閣府】

③ 「男女共同参画週間」（毎年６月23日から同月
29日まで）における地方公共団体の具体的な取組
の掲載や「男女共同参画社会づくりに向けての全
国会議」において、地方公共団体や関係機関・団
体と連携し、男女共同参画に関する意識の浸透を
図っている。【内閣府】

第２節 農林水産業における男女共
同参画の推進

ア 農林水産業における政策・方針決
定過程への女性参画の推進

① 地域をリードできる女性農林水産業者を育成
し、農業委員や農業協同組合、森林組合、漁業協
同組合の役員及び土地改良区等の理事に占める女

性の割合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向け
た取組などを推進している。また、女性活躍推進
法に基づく一般事業主行動計画の策定等が義務
となっている事業主については、同法に基づく事
業主行動計画の策定等の仕組みを活用し、女性の
活躍推進に向けた取組を推進するよう要請してい
る。また、全国約3,500か所の地方公共団体、農
林水産団体等に対して、女性の登用促進や具体
的な目標の設定等についての働きかけを行ったほ
か、農業委員会や農業協同組合における目標設定
状況等についての調査・公表を行っている。【内
閣府、厚生労働省、農林水産省】

② 地域の農業を牽引するリーダーとなり得る女性
農業経営者を育成するため、実践型研修を実施し
ている。【農林水産省】

③ 女性が役員の過半を占める農業法人等が事業を
実施する場合に貸付限度額を引き上げる特例措置
を設けた融資の内容を農林水産省のホームページ
及び株式会社日本政策金融公庫のホームページに
掲載し幅広く周知することにより、役員等への女
性登用を促進している。【農林水産省】

④ 地域レベルの女性グループの形成やその取組を
支援するとともに、好事例を展開している。【農
林水産省】

⑤ 地域計画（これまでの人・農地プランを基礎と
して、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、
農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的
な利用に関する目標として農業を担う者ごとに農
用地等を表示した目標地図などを明確化し、公表
したもの。）の策定における女性農業者の参画を
推進している。【農林水産省】

⑥ 林業における女性の活躍を促進するため、森林
資源を活用した起業や既存事業の拡張の意思があ
る女性を対象に、地域で事業を創出するための対
話型の講座を実施する取組等を支援している。【農
林水産省】

⑦ 水産業における女性の参画を推進するととも
に、水産業経営の改善を図るため、起業的取組を
行う女性グループの取組、女性の経営能力の向上
や女性が中心となって取り組む加工品の開発、販
売等の実践的な取組を支援し、優良な取組の全国
各地への普及を図っている。【農林水産省】
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イ 女性が能力を発揮できる環境整備

① 認定農業者制度における農業経営改善計画申請
の際に夫婦などによる共同申請や女性の活躍推進
に向け補助事業等の活用を通じて、女性の農業経
営への参画を推進している。【農林水産省】

② 「農業女子プロジェクト」や「海の宝！水産女
子の元気プロジェクト」における企業や教育機関
との連携強化、地域活動の推進により、女性農林
水産業者が活動しやすい環境を作っている。【農
林水産省】

③ 家族経営協定の締結による就業条件の整備を推
進している。また、家族経営協定を締結した女性
農業者に対する融資の活用を促進するため、対象
となる資金の内容をホームページに掲載し幅広く
周知している。【農林水産省】

④ 女性の活躍推進に取り組む優良経営体（ＷＡＰ：
Women’s Active Participation in Agriculture）
や女性農林水産業者の活躍の事例の普及を推進し
ている。【農林水産省】

⑤ 女性グループが行う漁業生産活動に対する融資
の活用を推進することにより、女性が行う水産業
に関連する経営や起業等を支援している。【農林
水産省】

⑥ 女性の就農希望者等に対し、就農相談会、農業
法人による会社説明会、就農促進ＰＲ活動、農業
者による農業高校への出前授業等を通じて、農業
への理解を促進し、円滑な就農を支援している。

【農林水産省】
⑦ 女性農業者への農業者年金のＰＲを積極的に実

施することにより、令和５（2023）年度に705人
の新規加入を得ている。【農林水産省】

⑧ 労働時間の管理、休日・休憩の確保、更衣室や
男女別トイレ等の整備、キャリアパスの提示やコ
ミュニケーションの充実など、女性が働きやすい
環境づくりを推進している。また、農林水産業で
働く女性にとっても扱いやすく、かつ高性能な機
械の開発や普及など、スマート農林水産業の推進
を行っている。【農林水産省】

⑨ 女性農業者の育児と農作業のサポート活動を支
援している。【農林水産省】

⑩ 女性の参画による農山漁村が持つ地域資源を活
用した地域の活動計画づくり等を促進し、また、

令和５（2023）年度は農山漁村が潜在的に有す
る地域資源を引き出して地域の活性化や所得向上
に取り組む優良事例を29件選定し、全国へ発信
している。【農林水産省】

第３節 地域活動における男女共同
参画の推進

① ＰＴＡ、自治会・町内会等、地域に根差した組
織・団体の長となる女性リーダーを増やすための
機運の醸成や女性人材の育成を図っている。

内閣府では、地域に根差した組織・団体におけ
る政策・方針決定過程への女性の参画拡大が進む
よう、地域における様々な課題について、男女共
同参画の視点を取り入れつつ、課題解決のための
実践的な活動が行われるよう支援するため、アド
バイザーの派遣を行った。【内閣府、総務省、文
部科学省、関係省庁】

② 学校・保育所の保護者会（ＰＴＡ等）や自治会・
町内会など、学校・園関連の活動や地域活動につ
いて、男女ともに多様な住民が参加しやすい活動
の在り方を提示するとともに、優良事例の横展開
を図っている。

内閣府では、地域における女性活躍への理解促
進や意識の醸成を目的として、自治会役員など地
域活動に携わっている方を対象とした地方公共団
体が実施する事業について、地域女性活躍推進交
付金により支援した。【内閣府、総務省、文部科
学省、関係省庁】
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第１節 科学技術・学術分野におけ
る女性の参画拡大

ア 科学技術・学術分野における女性
の採用・登用の促進及び研究力の
向上

① 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定等が義務となっている事業主（大学を含む。）
については、同法に基づく事業主行動計画の策定
等の仕組みを活用し、研究職や技術職として研究
開発の分野で指導的地位に占める割合を高める
等、女性の活躍推進に向けた取組を推進するよう
要請している。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、
関係省庁】

② 男女共同参画会議、総合科学技術・イノベーショ
ン会議及び日本学術会議の連携を強化するととも
に、「統合イノベーション戦略2023」（令和５年
６月９日閣議決定）において、男女共同参画及び
女性活躍促進の視点を踏まえた具体的な取組を明
記した。【内閣府】

③ 国が関与する科学技術プロジェクト等における
積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取
組を推進するなど、科学技術・学術に係る政策・
方針決定過程への女性の参画を拡大している。【内
閣府、文部科学省】

④ 日本学術会議において、第26期（令和５（2023）
年10月時点）の女性の会員及び女性の連携会員
について第25期（令和２（2020）年10月時点）
以上の割合を実現した。学術分野における男女共
同参画を推進するため積極的な調査を行うととも
に、提言を発出した。【内閣府】 

⑤ 研究者・技術者、研究補助者等に係る男女別の
実態を把握するとともに統計データを収集・整備

3	 	国立大学や私立大学などの教育研究機関は、第２分野の「雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和」に記載されてい
る施策の対象となる。例えば、労働基準法、育児・介護休業法、次世代法、女性活躍推進法などの法律の適用対象である。

し、分野等による差異、経年変化を分析した。【内
閣府、総務省、文部科学省、関係省庁】

イ 科学技術・学術分野における女性
人材の育成等

① 女性研究者・技術者の採用の拡大や研究現場を
主導する女性リーダーの育成に向けて、上位職へ
のキャリアパスの明確化、メンタリングを含めた
キャリア形成支援プログラムの構築、その他女性
研究者・技術者の採用及び登用に関する積極的改
善措置（ポジティブ・アクション）の取組について、
大学、研究機関、学術団体、企業等への普及を図っ
ている。【内閣府、文部科学省、関係省庁】

② 女性研究者・技術者の就業継続や研究力の向
上に向けた女性研究者･技術者のネットワーク形
成支援、メンター制度の導入、ロールモデル情報
の提供、定期的な研修や相談窓口の活用、各種ハ
ラスメントのない職場環境の整備等を促進してい
る。【内閣府、文部科学省、関係省庁】

③ 大学、研究機関、学術団体、企業等の経営層や
管理職が多様な人材をいかした経営の重要性を理
解し、女性研究者・技術者の活躍推進に積極的に
取り組むよう、男女共同参画に関する研修等によ
る意識改革を促進している。【内閣府、文部科学省、
関係省庁】

④ 男女双方に対する研究と出産・育児、介護等と
の両立支援や、女性研究者の研究力向上及びリー
ダー経験の機会の付与、博士後期課程へ進学する
女子学生への支援の充実等を一体的に推進する、
ダイバーシティ実現に取り組む大学等を支援して
いる。【文部科学省】

科学技術・学術における�
男女共同参画の推進�第� 分野４ 3
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第２節 男女共同参画と性差の視点
を踏まえた研究の促進

① 体格や身体の構造と機能の違いなど、性差等
を考慮した研究・技術開発の実施が促進されるよ
う、競争的研究費に関する関係府省申合せを踏ま
えた取組を推進している。【内閣府、こども家庭庁、
文部科学省、厚生労働省、関係省庁】

② 国が関与する公募型の大型研究はもとより競争
的研究費について、採択条件に、事業の特性も踏
まえつつ、男女共同参画の視点の有無と取組状況
を評価するよう、競争的研究費に関する関係府省
申合せを踏まえた取組を推進している。【内閣府、
文部科学省、関係省庁】

③ 国が関与する競争的研究費において、事業の特
性も踏まえつつ、採択条件に、出産・育児・介護
等に配慮した取組を評価するよう、競争的研究費
に関する関係府省申合せを踏まえた取組を推進し
ている。【内閣府、文部科学省、関係省庁】

④ 研究期間中にライフイベントの発生が予想され
る優秀な研究者が安心して研究代表者として応募
できるように配慮を行うよう、競争的研究費に関
する関係府省申合せを踏まえた取組を推進してい
る。【内閣府、文部科学省、関係省庁】

第３節
男女の研究者・技術者が共
に働き続けやすい研究環境
の整備

ア 研究活動と育児・介護等の両立に
対する支援及び環境整備

① 大学、研究機関、企業等において、男女の研究
者・技術者が仕事と育児・介護等を両立できるよ
うにするため、長時間労働の解消、短時間勤務や
フレックスタイム勤務、テレワークによる多様な
働き方の推進、育児・介護等に配慮した雇用形態
や両立支援制度の確立、キャリアプランや育児・
介護等に関する総合相談窓口の設置など保育・介
護サービスや病児・夜間保育の確保等を促進して
いる。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

② 出産・育児等のライフイベントと研究との両立
や女性研究者の研究力の向上を通じたリーダーの

育成を一体的に推進するダイバーシティ実現に向
けた大学等の取組を支援する「ダイバーシティ研
究環境実現イニシアティブ事業」を実施している。

【文部科学省】
③ 育児・介護等により研究から一時的に離脱せざ

るを得ない場合において、研究期間の延長や中断
後の研究再開を認める等、ライフイベントが発生
しても研究を継続できるように配慮を行う等の競
争的研究費に関する関係府省申合せを踏まえた取
組を推進している。【内閣府、文部科学省、関係
省庁】

④ 若手研究者向けの研究費等の採択において、育
児・介護等により研究から一時的に離脱した者に
対して配慮した応募要件となるよう促す競争的研
究費に関する関係府省申合せを踏まえた取組を推
進している。【内閣府、文部科学省、関係省庁】

⑤ 独立行政法人日本学術振興会の「特別研究員
（ＲＰＤ）事業」では、博士の学位取得者で優れ
た研究能力を有する者が、出産・育児による研究
中断後、円滑に研究現場に復帰して大学等の研究
機関で研究に専念し、研究者としての能力を向上
できるよう支援している。【文部科学省】

イ 大学や研究機関におけるアカデ
ミック・ハラスメントの防止

① 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの
防止のための取組が進められるよう必要な情報提
供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知
徹底を行った。その際、相談・調査体制への第三
者的視点の導入や再発防止の徹底等を促した。【文
部科学省】

第４節
女子学生・生徒の理工系分
野の選択促進及び理工系人
材の育成

ア 次代を担う理工系女性人材の育成
① Society 5.0の実現に向けてＡＩやＩｏＴ等の

ＩＴ分野の教育を強化するべくオンライン・シン
ポジウム「進路で人生どう変わる？ 理系で広がる
私の未来2023」等を実施した。各地方公共団体
の実態に応じた高等学校情報科等強化によるデジ
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タル人材の供給体制整備を推進している。また、
高等学校情報科担当教員の配置状況の確認及び
情報科特設ページの随時更新、情報Ⅰ実践研修等
を実施した。【内閣府、デジタル庁、文部科学省、
経済産業省】

② スーパーサイエンスハイスクールの充実等、高
等学校における理数系教育の強化を通じて、女子
生徒の科学技術に関する関心を高めた。国立研究
開発法人科学技術振興機構では、女子中高生の理
系分野への興味・関心を高め、適切な理系進路の
選択を可能にするため、大学や民間企業等の女性
研究者・技術者を始めとした科学技術分野を背景
に持った社会人や理系分野で学ぶ大学生等と女子
中高生の交流機会の提供や、実験教室・出前授業
の実施等、地域や企業等と連携した取組などを実
施する大学等に支援を行う「女子中高生の理系進
路選択支援プログラム」を実施した。【文部科学省】

③ ウェブサイト「理工チャレンジ（リコチャレ）
～女子中高生・女子学生の理工系分野への選択～」

（以下「理工チャレンジホームページ」という。）
において、理工系分野における好事例やロールモ
デルの紹介等を通じ、理工系女性人材の育成につ
いて、企業・大学・学術団体等による取組を促進
している。【内閣府】

④ 国立大学における、女性研究者等多様な人材に
よる教員組織の構築に向けた取組や女子生徒の理
工系学部への進学を促進する取組等を学長のマネ
ジメント実績として評価し、運営費交付金の配分
に反映した。また、私立大学等経常費補助金にお
いて、女性研究者を始め子育て世代の研究者を支
援することとしており、柔軟な勤務体制の構築等、
女性研究者への支援を行う私立大学等の取組を支
援した。【文部科学省】

⑤ 96団体、162イベント、6,300名以上の生徒
等が参加した「夏のリコチャレ」、72団体101名
が参加した理工系女子応援ネットワーク会議を通
して、関係府省や経済界、学界、民間団体等産
学官から成る支援体制等を活用した地域における
意識啓発や情報発信等を実施し、地域の未来を
担う理工系女性人材の育成や地方定着につなが
る取組を促進した。また、18地域にSTEM Girls 
Ambassadorsを派遣するとともに、３地域にお
いて、若手理工系人材による出前授業を実施し、

各地域の理工系進路選択の契機となる機会を創出
した。【内閣府】

⑥ 海洋人材の育成に当たっては、国立大学等が保
有する船舶において、女性に配慮した環境整備（居
住環境等）を促進した。【文部科学省】

⑦ 大学・高専機能強化支援事業において、女子学
生を含む多様な入学生の確保に向けた取組等を要
件とし、成長分野への学部再編等に取り組む大学
等を選定した。【文部科学省】

⑧ 大学入学者選抜実施要項や教学マネジメント指
針（追補）、好事例集の周知により、理工系の女
子などを対象にした入学者の多様性を確保する選
抜の促進を図った。【文部科学省】

イ 理工系分野に関する女子児童・生
徒、保護者及び教員の理解促進

① 大学、研究機関、学術団体、企業等の協力の下、
女子児童・生徒、保護者及び教員に対し、理工系
選択のメリットに関する意識啓発や、理工系分野
の仕事内容、働き方及び理工系出身者のキャリア
に関する理解を促す取組を推進した。また、無意
識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の払
拭に取り組んだ。女子生徒の理工系進路選択を促
進するための多様なロールモデルに関する事例集
を作成したほか、女子生徒の理工系進路選択を促
進するための調査研究等を行っている。【内閣府、
文部科学省】 
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Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現

女性に対するあらゆる暴力�
の根絶第� 分野５

第１節
女性に対するあらゆる暴力
の予防と根絶のための基盤
づくり

① 女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、「女
性に対する暴力をなくす運動」（11月12日から同
月25日の２週間）を全国的な運動として行った。
令和５（2023）年度の運動においては、「心を傷
つけることも暴力です」を主なメッセージとした
ポスターを作成し、全国の各層に協力を呼び掛け
るとともに、ポスターやリーフレットの作成・配
布、全国各地のランドマーク等におけるパープル・
ライトアップの実施、女性に対する暴力根絶のシ
ンボルであるパープルリボンの着用の推進等によ
り、広報活動を実施した。また、被害者自身が被
害と認識していない場合があることや、被害を受
けていることを言い出しにくい現状があることも
踏まえ、女性に対する暴力に関する認識の向上や、
悪いのは被害者ではなく加害者であり、暴力を断
じて許さないという社会規範の醸成を図った。【内
閣府、法務省、関係省庁】

② 様々な状況に置かれた被害者に情報が届くよ
う、官民が連携した広報啓発を実施するとともに、
加害者や被害者を生まないための若年層を対象と
する予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図って
いる。また、高齢者における配偶者からの暴力被
害も多いことを踏まえ、高齢の被害者にも支援の
情報が届きやすいよう広報・啓発を充実させてい
る。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】

③ 「多様な困難に直面する女性支援政策パッケー
ジ」（令和元年12月26日多様な困難に直面する女
性に対する支援等に関する関係府省連絡会議取り
まとめ）に基づき、配偶者等からの暴力を始めと
する複合的困難により、社会的に孤立し、生きづ

らさを抱える女性に対する支援を政府一体となっ
て推進している。

内閣府では、ＤＶ相談プラスを実施して、配偶
者等からの暴力の被害者の多様なニーズに対応で
きるよう、毎日24時間の電話相談、ＳＮＳ・メー
ル相談及び10の外国語での相談の対応を行うと
ともに、各地域の民間支援団体とも連携し、相談
員が必要と判断した場合には、関係機関等への同
行支援なども行っている。令和４（2022）年度
にＤＶ相談プラスに寄せられた相談件数は、４万
7,971件となっている。また、最寄りの配偶者暴
力相談支援センター等につながるＤＶ相談ナビを
実施している。令和４（2022）年度に全国の配
偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数
は12万2,211件となっている。さらに、ＤＶ被害
者等セーフティネット強化支援事業による交付金

（性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金（配偶
者暴力被害者等支援調査研究事業））の交付によ
り、官民連携の下で民間シェルター等による先進
的な取組を推進する都道府県等への支援を行って
いる。【内閣府、関係省庁】

④ 関係行政機関等において、相談窓口の所在等を
広く周知するとともに、電話相談や窓口相談につ
いてサービス向上を促進するため、電話相談の番
号の周知や相談しやすくするための工夫、ＳＮＳ
等を活用した相談の実施、夜間・休日における相
談対応の実施等を推進している。

内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援のため、
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援
センター（以下「ワンストップ支援センター」と
いう。）の全国共通番号「#8891（はやくワンス
トップ）」の周知を図るとともに、若年層等の性暴
力被害者が相談しやすいよう、ＳＮＳ相談「Cure 
time（キュアタイム）」を実施している。さらに、
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性犯罪・性暴力の夜間の相談や救急対応のため、
夜間休日には対応していないワンストップ支援セ
ンターの運営時間外に、被害者からの相談を受け
付け、ワンストップ支援センターと連携して支援
する「性暴力被害者のための夜間休日コールセン
ター」を運営し、性犯罪・性暴力被害者支援の充
実を図っている。令和５（2023）年度上半期に
ワンストップ支援センターに寄せられた相談件数
は、３万5,990件となっている。

また、男性や男児は、社会全体において男性
の性被害に関する誤解や思い込みがあることなど
から、被害に遭っても被害の深刻さを認識しにく
かったり、相談を躊躇したりすることなどが指摘
されていることを踏まえ、令和５（2023）年９月
から12月の３か月間、「こども・若者の性被害防
止のための緊急対策パッケージ」（令和５年７月
26日「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府
省会議」・「こどもの性的搾取等に係る対策に関す
る関係府省連絡会議」合同会議）に基づき、性犯
罪・性暴力の被害に遭った男性や男児、その保護
者等のための臨時の相談窓口として、「男性のた
めの性暴力被害ホットライン」及び「男の子と保
護者のための性暴力被害ホットライン」を実施し
た。本事業を通じて得られた知見を活用し、全国
のワンストップ支援センター等の関係機関におけ
る男性や男児の被害者への対応の向上等に取り組
んでいる。

厚生労働省では、若年層を始めとした困難を抱
えた女性が支援に円滑につながるよう、都道府県
に対し、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設準備及
び運用に関する支援を行っている。【内閣府、警
察庁、こども家庭庁、法務省、厚生労働省】

⑤ 中長期にわたる被害者の心身の回復を支援す
るため、トラウマ・ケアの専門家を育成し、身近
な場所で適切な相談・カウンセリングが経済的負
担なく受けられる体制を構築していくとともに、
ニーズに応じた対応が可能な民間団体や自助グ
ループの活動を促進している。

内閣府では、交付金の交付により、官民連携の
下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
する都道府県等への支援を行っている。（再掲）

厚生労働省では、暴力被害者等の心のケア対策
として、婦人相談所一時保護所や婦人保護施設（困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令
和４年法律第52号。以下「女性支援新法」という。）
における女性相談支援センター一時保護所や女性
自立支援施設）に心理療法担当職員を配置し、カ
ウンセリング等による心理的回復を図っている。

【内閣府、警察庁、厚生労働省】
⑥ 内閣府では、性犯罪・性暴力の被害に遭った男

性や男児、その保護者等のための臨時の相談窓口
として、「男性のための性暴力被害ホットライン」
及び「男の子と保護者のための性暴力被害ホット
ライン」を実施した。本事業を通じて得られた知
見を活用し、全国のワンストップ支援センター等
の関係機関における男性や男児の被害者への対応
の向上等に取り組んでいる。（再掲）

また、男性被害者等に対する必要な配慮が図ら
れるよう、ワンストップ支援センターの相談員等
を対象とした研修の実施等により、相談及び支援
体制の充実を図っている。【内閣府、関係省庁】

⑦ 被害者と直接接することとなる警察官、検察職
員、更生保護官署職員、地方出入国在留管理局職
員、婦人相談所（女性支援新法における女性相談
支援センター）職員、児童相談所職員、民間団体
等について、男女共同参画の視点から被害者の置
かれた立場を十分に理解し、適切な対応をとるこ
とができるよう、より一層の研修機会の拡大等に
努めるとともに、関係機関間や職員間の連携を促
進している。

内閣府では、性犯罪・性暴力被害者等が安心し
て相談をし、必要な支援を受けられる環境を整備
するために、ワンストップ支援センターの相談員
等を対象としたオンライン研修教材を作成し、提
供するとともに、研修を実施している。

また、配偶者暴力相談支援センターのセンター
長、地方公共団体の担当職員並びに配偶者暴力相
談支援センター、児童相談所、民間シェルター等
において相談支援業務に携わる官民の相談員等の
関係者を対象として、相談対応の質の向上及び被
害者やその子に対する支援における官官・官民連
携強化のために必要な知識の習得機会を提供する
ため、オンライン研修教材を作成し提供している。

厚生労働省では、婦人保護事業の担い手となる
婦人相談員（女性支援新法における女性相談支援
員）の人材確保に努めるとともに、各種研修受講
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等を推進することで、専門性の向上を図っている。
【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、厚生
労働省、関係省庁】

⑧ ケーススタディの手法やオンライン研修教材の
活用等により、ＳＮＳ等を活用した相談を含む、
現場における対応に重点を置いた各職務関係者に
対する研修を充実させ、支援に携わる人材育成を
図っている。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

⑨ 女性に対する暴力に関する認識を深め、被害者
の置かれた状況に十分配慮できるよう、検察官に
対し、経験年数に応じて実施する研修において、
女性被害者に関する理解・配慮に資する講義を実
施した。【法務省】

⑩ 法曹養成課程において、女性に対する暴力に関
する法律及び女性に対する暴力の被害者に対する
理解の向上を含め、国民の期待と信頼に応える法
曹の育成に努めている。【法務省、文部科学省】

⑪ 女性に対する暴力に関する被害者支援の充実を
図るため、民間シェルター等と警察や福祉などと
の協働が円滑に行われるよう、官民双方向の連携
の仕組みを構築するとともに、民間団体の活用に
よる支援の充実に努めている。

厚生労働省では、多様な相談対応や自立に向
けた支援を展開するＮＰＯ法人等の育成支援を行
い、官・民の協働による困難な問題を抱える女性
への支援を推進している。【内閣府、警察庁、法
務省、厚生労働省、関係省庁】

⑫ 被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性
等に応じて、相談、保護、生活・就業等の支援、
情報提供等をきめ細かく実施している。また、官
民・官官・広域連携の促進を通じて、中長期的
見守りなど切れ目のない被害者支援を実施してい
る。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、関
係省庁】

⑬ 女性支援新法の成立に伴い、これまでの婦人保
護事業を見直し、被害者が実態に即した支援を受
けることができるよう、女性支援を実践する「民
間団体との協働」といった視点も取り入れた新た
な支援の枠組みの構築について、令和６（2024）
年４月の法律施行に向けて検討した。【厚生労働
省】

⑭ 重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を行
い、重大な被害につながりやすい要因を分析し、

今後の対応に活用している。【警察庁、関係府省】
⑮ 内閣府では、男女間を取り巻く環境の変化に応

じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に必
要な基礎資料を得ることを目的に平成11（1999）
年度から実施している「男女間における暴力に関
する調査」について、令和５（2023）年度調査を
実施した。

法務省では、女性に対する暴力事案の被害も含
め、実際の犯罪発生件数等を把握するため、一定
数の調査対象者に対し、犯罪被害の有無や捜査機
関への申告の有無、その理由等を尋ねる犯罪被害
実態（暗数）調査を実施し、得られた調査結果の
分析を行っている。【内閣府、法務省、関係省庁】

⑯ 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
の充実を図っている。令和５（2023）年における

「女性の人権ホットライン」で相談に応じた件数
は、15,142件となっている。【法務省】

第２節 性犯罪・性暴力への対策の
推進

① 性犯罪・性暴力への対策の推進については、「性
犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５
年３月30日性犯罪・性暴力対策強化のための関
係府省会議決定）に基づき、令和５（2023）年
度から令和７（2025）年度までの３年間を「更な
る集中強化期間」として、性犯罪・性暴力の根絶
のための取組や被害者支援を強化している。【内
閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、
厚生労働省、関係省庁】

② 性犯罪に適切に対処するための、刑法及び刑事
訴訟法の一部を改正する法律（令和５年法律第66
号）並びに性的な姿態を撮影する行為等の処罰及
び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電
磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第
67号）が第211回国会（令和５（2023）年）に
おいて成立した。これらの法律の趣旨及び内容を
踏まえ、その適切な運用に努めるとともに、周知・
啓発を図るなど、必要な措置を講じている。【法
務省、関係府省】
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③ 監護者による性犯罪・性暴力や障害者に対する
性犯罪・性暴力等について、厳正かつ適切な対処
に努めるなど、必要な措置を講じた。【こども家
庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

④ 内閣府では、男女間を取り巻く環境の変化に応
じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に必
要な基礎資料を得ることを目的に平成11（1999）
年度から実施している「男女間における暴力に関
する調査」について、令和５（2023）年度調査を
実施した。（再掲）【内閣府、関係省庁】

⑤ 各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につなが
る全国共通番号「＃8103（ハートさん）」につい
て国民への更なる周知や性犯罪捜査担当係への女
性警察官の配置推進等、性犯罪被害に遭った女性
が安心して警察に届出ができる環境づくりのため
の施策を推進し、性犯罪被害の潜在化防止に努め
ている。【警察庁】

⑥ 性犯罪に関して被害の届出がなされた場合に
は、被害者の立場に立ち、明白な虚偽又は著しく
合理性を欠くものである場合を除いて、即時に受
理することを更に徹底している。また、被害届受
理時の説明によって、被害者に警察が被害届の受
理を拒んでいるとの誤解を生じさせることがない
よう、必要な指導を行っている。告訴についても、
被害者の立場に立って、迅速・的確に対応してい
る。【警察庁】

⑦ 性犯罪等の被害者は、ＰＴＳＤ（心的外傷後ス
トレス障害）等の精神的な疾患に苦しむケースが
少なくない現状を踏まえ、捜査関係者を含む関係
者において、被害者の精神面の被害についても的
確に把握し、事案に応じた適切な対応を図ってい
る。【警察庁、関係府省】

⑧ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022（女
性版骨太の方針2022）」（令和４年６月３日すべ
ての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推
進本部決定）を踏まえて取りまとめた「痴漢撲滅
に向けた政策パッケージ」（令和５年３月30日内
閣府、警察庁、法務省、文部科学省、国土交通省
取りまとめ）に基づき、痴漢は重大な性犯罪であ
るという認識の下、徹底した取締り等による加害
者への厳正な対処、被害申告・相談をしやすい環
境の整備、痴漢対策等のための防犯アプリの普及
や鉄道事業者等と連携した痴漢防止の広報・啓発

活動等の取組を関係府省が一体となって実施して
いる。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、
文部科学省、国土交通省】

⑨ ワンストップ支援センターについて、24時間
365日対応化や拠点となる病院における環境整備
等の促進、コーディネーターの配置・常勤化など
の地域連携体制の確立、専門性を高めるなどの人
材の育成や運営体制確保、支援員の適切な処遇な
ど運営の安定化及び質の向上を図っている。

また、全国共通番号「＃8891（はやくワンス
トップ）」を周知するとともに、ワンストップ支
援センターの通話料の無料化を継続している。夜
間・休日においても相談を受け付けるコールセン
ターの運営、地域での緊急事案への対応体制の整
備等、相談につながりやすい体制整備を図ってい
る。さらに若年層等の性暴力被害者が相談しやす
いよう、ＳＮＳ相談「Cure time（キュアタイム）」
を実施している。

厚生労働省では、若年層を始めとした困難を抱
えた女性が支援に円滑につながるよう、都道府県
に対し、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設準備及
び運用に関する支援を行っている。（再掲）【内閣
府、厚生労働省、関係省庁】

⑩ ワンストップ支援センターと婦人相談所・婦人
相談員（女性支援新法における女性相談支援セン
ター・女性相談支援員）などとの連携を強化し、
機動的な被害者支援の展開を図っている。また、
被害者の要望に応じた支援をコーディネートでき
るよう、性犯罪被害者支援に係る関係部局と民間
支援団体間の連携を促進している。さらに、障害
者や男性等を含め、様々な被害者への適切な対応
や支援を行えるよう、研修を実施している。【内
閣府、警察庁、厚生労働省、関係省庁】

⑪ 被害者からの事情聴取に当たっては、その精神
状態等に十分に配慮するとともに、被害者が安心
して事情聴取に応じられるよう、女性警察官等の
配置や、被害者の心情に配慮した被害者専用の事
情聴取室の活用などによる事情聴取等の推進に努
めている。被害者の事情聴取の在り方等について、
引き続き、精神に障害がある性犯罪被害者に配慮
した聴取（代表者聴取）の取組の試行を行うほか、
より一層適切なものとなるような取組を検討し、
適切に対処している。また、被告人の弁護人は、
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被害者に対する尋問に際しては、十分に被害者の
人権に対する配慮が求められることにつき、啓発
に努めている。【警察庁、こども家庭庁、法務省、
国土交通省】

⑫ 被害者に対する不適切な対応による更なる被害
を防止する観点も含め、支援に従事する関係者に
対して、啓発・研修を実施している。また、刑事
司法に関係する検察官等に対し、性犯罪に直面し
た被害者の心理や障害のある性犯罪被害者の特性
や対応についての研修を実施した。

内閣府では、性犯罪被害者等が安心して必要な
相談・支援を受けられる環境を整備するために、
ワンストップ支援センターの相談員等を対象とし
たオンライン研修教材を作成し、提供するととも
に、研修を実施している。（再掲）【内閣府、法務省、
関係省庁】

⑬ 医療機関における性犯罪被害者の支援体制及び
被害者の受入れに係る啓発・研修を強化し、急性
期における被害者に対する治療、緊急避妊等に係
る支援を含む、医療機関における支援を充実させ
るとともに、支援に携わる人材の育成に資するよ
う、とりわけ女性の産婦人科医を始めとする医療
関係者に対する啓発・研修を強化している。【厚
生労働省、関係府省】

⑭ 性犯罪被害者に対する包括的・中長期的な支援
を推進するとともに、警察庁においては、医療費・
カウンセリング費用の公費負担制度の効果的な運
用を図っている。

内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援のため
の交付金により、ワンストップ支援センターを利
用する被害者の医療費・カウンセリング費用の助
成をしている。また、性犯罪に関する専門的知識・
技能を備えた医師、看護師、医療関係者等や民間
支援員の活用を促進している。【内閣府、警察庁、
法務省、厚生労働省】

⑮ 性犯罪・性暴力事件及びその裁判に関する報道
において、被害に関する詳細な描写や被害者が特
定される情報が深刻な二次被害をもたらすことか
ら、その取扱いの配慮について、メディアへの啓
発を行うための必要な検討等を行っている。【内
閣府、関係省庁】

⑯ 医師や看護師を養成する教育の中で、性犯罪被
害等に関する知識の普及に努めている。【文部科

学省、厚生労働省】
⑰ 被害者の心のケアを行う専門家の育成等相談体

制の充実を図っている。【厚生労働省】
⑱ 関係府省や都道府県警察において、16歳未満の

子供を対象とした暴力的性犯罪受刑者の出所後の
所在等の情報を共有し、その所在を確認するなど
して、再犯防止を図っている。【警察庁、法務省】

⑲ 刑事施設及び保護観察所において性犯罪者に実
施している専門的プログラムの着実な実施や、指
導者の育成など、性犯罪者に対する再犯防止対策
を進めている。【法務省】

⑳ 二次被害防止の観点から被害者支援、捜査及び
刑事裁判手続における被害者のプライバシー保護
を図るとともに、メディア等を通じた的確な情報
発信により性犯罪に対する一般社会の理解を増進
している。【内閣府、警察庁、法務省、関係省庁】

㉑ 「女性に対する暴力をなくす運動」において、「心
を傷つけることも暴力です」を主なメッセージと
したポスターを作成し、広報啓発を推進した。（再
掲）

また、４月の「若年層の性暴力被害予防月間」
においてＳＮＳ等の若年層に届きやすい広報媒体
を活用した啓発活動を展開した。【内閣府、関係
省庁】

㉒ アダルトビデオ出演被害について、性をめぐる
個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するた
めに性行為映像制作物への出演に係る被害の防止
を図り及び出演者の救済に資するための出演契約
等に関する特則等に関する法律（令和４年法律第
78号。以下「ＡＶ出演被害防止・救済法」という。）
による出演被害の防止及び被害者の救済が適切に
図られるよう、内閣府では、同法の趣旨や出演契
約の特則等の周知を進めるとともに、相談窓口で
あるワンストップ支援センターにおける被害者へ
の相談支援の充実、ＳＮＳの活用等による広報啓
発の継続的な実施等に努めている。

警察では、アダルトビデオ出演被害に対して、
ＡＶ出演被害防止・救済法も含め、各種法令の適
用を視野に入れた取締りを推進している。【内閣
府、警察庁、法務省、関係省庁】
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第３節
子供、若年層に対する性的
な暴力の根絶に向けた対策
の推進

① 子供、若年層に対する性犯罪・性暴力の対策に
ついては、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の
方針」や「子供の性被害防止プラン2022」（令和
４年５月20日犯罪対策閣僚会議決定）に基づい
て、各般の対策に取り組んできたが、依然、弱い
立場に置かれた子供・若者が、性犯罪・性暴力の
被害に遭う事案が後を絶たない状況を踏まえ、令
和５（2023）年７月、「こども・若者の性被害防
止のための緊急対策パッケージ」（令和５年７月
26日「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省
会議」・「こどもの性的搾取等に係る対策に関する
関係府省連絡会議」合同会議）を取りまとめ、対
策の強化を図っている。また、「デフレ完全脱却
のための総合経済対策」（令和５年11月２日閣議
決定）において、教育・保育業界における先進事
例の周知や業界のガイドライン（指針）の作成支
援など、同パッケージに基づく対策を加速するこ
ととし、その実施を進めている。【内閣府、警察庁、
こども家庭庁、総務省、法務省、外務省、文部科
学省、厚生労働省、経済産業省、観光庁】

② 文部科学省では、内閣府と共同で作成した「生
命（いのち）の安全教育」の教材等を活用したモ
デル事業を36校（園）で実施した。また、教員
向け研修動画や児童生徒向け動画教材の活用等の
周知、指導モデルを基にした実践事例集の作成・
公表、全国フォーラムの開催等、全国の教育現場
において「生命（いのち）の安全教育」に取り組
むことができる環境を整備している。【文部科学
省、関係府省】

③ 学校、児童福祉施設等の子供と直接接する業務
を行う施設において、子供が相談しやすい環境を
整備し、性的虐待の兆候を把握して児童相談所等
と的確に連携するための研修・広報啓発を実施し
ている。あわせて、二次被害の防止及び円滑な専
門機関への相談のために、最初に性的虐待の被害
を打ち明けられる可能性がある保護者、保育士、
教師など子供に関わる大人に対して、初動対応に
関する啓発を推進している。【こども家庭庁、法
務省、文部科学省】

④ 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者
の児童相談所等への通告義務を周知徹底すると
ともに、児童相談所、警察等においては、性的虐
待の認知・把握に努め、被害児童の保護、被害児
童に配慮した聴取（代表者聴取）、加害者の検挙
と適切な処罰等に向けた必要な施策を実施してい
る。【警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省】

⑤ 若年女性を対象に、婦人相談所（女性支援新法
における女性相談支援センター）等の公的機関と
民間支援団体とが密接に連携し、夜間の見回り・
声かけ、インターネット上での相談などのアウト
リーチ支援や居場所の確保、相談対応、自立支援
等の支援を行っている。【厚生労働省】

⑥ 児童相談所やワンストップ支援センター等にお
いて、性的な暴力被害を受けた子供に対する被害
直後及びその後の継続的な専門的ケアや支援が実
施されるよう取組を進めている。あわせて、専門
的知識を備えた人材の育成を推進している。

内閣府では、性的な暴力被害を受けた子供に
対する被害直後及びその後の継続的な専門的ケ
アや支援が実施されるよう、ワンストップ支援セ
ンターの相談員等を対象としたオンライン研修教
材を提供した。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、
法務省、文部科学省】

⑦ 内閣府では、被害児童の負担を軽減しつつ、適
正な診断・治療等ができるよう、医療関係者等を
対象としたオンライン研修教材を提供するととも
に、研修を実施した。【内閣府、こども家庭庁】

⑧ 被害児童の学習や通学など社会生活が妨げられ
ないよう、学校で教職員が相談に乗ったり、関係
機関と連携したりするなどの適切な措置を講じて
いる。【文部科学省】

⑨ 通学路や公園等における防犯・安全対策を強化
し、性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為
に対する捜査・警告を的確に実施している。【警
察庁】

⑩ 文部科学省では、教育職員等による児童生徒性
暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第57
号）に基づき、児童生徒性暴力等を行ったことに
より教員免許状が失効又は取上げとなった「特定
免許状失効者等」に関する情報を記録したデータ
ベースを構築し、国公私の別や常勤・非常勤等の
任用形態等によらず、教育職員等を任命又は雇用
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しようとするときは、必ず当該データベースを活
用する義務があること等について周知を行ってい
る。

こども家庭庁では、児童生徒等に対してわいせ
つ行為を行った保育士について、児童福祉法等の
一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の
適切な運用がなされるよう、法改正の趣旨や基本
的な指針等について、各都道府県等への周知を
行った。【こども家庭庁、文部科学省】

⑪ 令和６（2024）年３月、第213回通常国会に「学
校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童
対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
案」を提出した。【こども家庭庁、法務省、文部
科学省、経済産業省、関係府省】

⑫ 「子供の性被害防止プラン20224」に基づき、政
府全体で児童買春・児童ポルノ等の対策を推進し
ている。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、
法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省、観光庁】

⑬ アダルトビデオ出演被害を含め、若年層の性暴
力被害に関し、実態把握や取締り等の強化、教
育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支
援の取組強化等の施策を総合的に推進している。

【内閣府、警察庁、関係省庁】
⑭ ４月の「若年層の性暴力被害予防月間」におい

てＳＮＳ等の若年層に届きやすい広報媒体を活用
した啓発活動を展開した。（再掲）【内閣府、関係
省庁】

⑮ 子供に対する性的な暴力根絶に向けて教育・学
習、積極的な広報啓発を実施している。特に、コ
ミュニティサイトやＳＮＳ等を通じた性犯罪・性
暴力の当事者にならないための教育・学習、啓発
活動、子供及びその保護者のメディア・リテラシー
の向上等の充実を図っている。

こども家庭庁では、青少年が安全に安心してイ
ンターネットを利用できる環境の整備等に関する
法律（平成20年法律第79号）及び「青少年が安
全に安心してインターネットを利用できるようにす
るための施策に関する基本的な計画（第５次）」（令
和３年６月７日子ども・若者育成支援推進本部決
定。以下「第５次青少年インターネット環境整備

4	 「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」（令和４年５月20日犯罪対策閣僚会議決定）

基本計画」という。）に基づき、子供がインターネッ
トを上手に、安全に使うスキルを習得するため、
青少年の保護者向けのリーフレットを作成し、都
道府県等の関係機関に配布するとともに、こども
家庭庁ホームページに掲載するなど、子供及びそ
の保護者のメディア・リテラシーの向上に努めた。

また、７月の「青少年の非行・被害防止全国強
調月間」において、「インターネット利用における
こどもの犯罪被害等の防止」を最重点課題に掲げ、
関係省庁、地方公共団体、関係団体等の協力を得
て、青少年の非行・被害防止のための国民運動を
展開した。

警察庁と文部科学省の共同により、具体的な犯
罪被害事例や犯罪手口を盛り込んだリーフレット

「守りたい 大切な自分 大切な誰か」を作成し、両
省庁のウェブサイトにおいて公開した。また、教
育委員会等と連携して児童生徒や保護者へ周知す
るとともに、各都道府県警察に対し各種広報啓発
活動における活用を依頼した。

総務省は、関係省庁と連携の下、性や暴力に関
するインターネット上の有害な情報から青少年を
保護し、青少年が安全に安心してインターネット
を利用できるようにするため、フィルタリングの
普及促進やインターネットの適切な利用等に関す
る啓発活動等を行っている。具体的には、子供た
ちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発
を目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に対す
る学校等の現場での出前講座（ｅ-ネットキャラ
バン）や保護者及び教職員向けの上位講座（ｅ-
ネットキャラバンＰｌｕｓ）を、情報通信分野等
の企業・団体や文部科学省と協力して全国で開催
した（令和５（2023）年度は全国2,166か所で開
催）。

また、専門家からのヒアリングを通じて、イン
ターネットに係る実際に起きた最新のトラブル事
例を踏まえ、その予防法等をまとめた「インター
ネットトラブル事例集」を平成21（2009）年度
より毎年内容を更新して公表し、普及を図ってい
る。

文部科学省では、ネットモラルキャラバン隊を
全国３か所で開催し、保護者等を対象に情報モラ



197

第
５
分
野
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

ルやネットとの関わり方、家庭でのルール作り等
の啓発を行った。 【内閣府、警察庁、こども家庭庁、
総務省、文部科学省、経済産業省】

⑯ 法務省の人権擁護機関では、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）
を活用した人権相談を推進している。【法務省】

第４節 配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護等の推進

① 保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化、
基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充、
協議会の法定化等の措置を講ずることを内容とす
る、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する法律の一部を改正する法律（令和５年法
律第30号。以下「配偶者暴力防止法改正法」と
いう。）が第211回国会（令和５（2023）年）に
おいて成立した。令和６（2024）年４月の配偶
者暴力防止法改正法の円滑な施行を図るため、下
位法令や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等のための施策に関する基本的な方針（令和５
年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省
告示第１号。以下「基本方針」という。）の整備、
配偶者暴力防止法改正法の概要やＱ＆Ａ、保護命
令制度の改正ポイントに関するパンフレットの作
成や周知、配偶者暴力相談支援センター等の地方
公共団体関係職員等に対する説明会の実施等の取
組を行った。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労
働省】

② 配偶者暴力相談支援センターのセンター長、地
方公共団体の担当職員並びに配偶者暴力相談支援
センター、児童相談所、民間シェルター等におい
て相談支援業務に携わる官民の相談員等の関係者
を対象として、相談対応の質の向上及び被害者や
その子に対する支援における官官・官民連携強化
のために必要な知識の習得機会を提供するため、
オンライン研修教材を作成し提供している。（再
掲）【内閣府】

③ ＤＶと児童虐待が密接に関連するものであるこ
とを踏まえ、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強
化に向けた取組を推進している。【内閣府、警察
庁、こども家庭庁、法務省、厚生労働省、関係省
庁】

④ 内閣府では、交付金の交付により、官民連携の

下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
する都道府県等への支援を行っている。（再掲）【内
閣府、法務省、厚生労働省、関係省庁】

⑤ 被害者等のための民間シェルター等が行う先
進的な取組の推進や調査研究の実施など、被害
者支援の充実を図るとともに、一時保護解除後の
被害者等に対する民間シェルター等を通じた自立
支援、定着支援等の取組を行っている。【内閣府、
厚生労働省】

⑥ 被害者の保護に当たっては、被害者は、配偶者
からの暴力で心身ともに傷ついていることに留意
し、不適切な対応により被害者に更なる被害（二
次被害）が生じることのないよう配慮することを
徹底している。【内閣府、警察庁、法務省、厚生
労働省】

⑦ 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
に十分な配慮をしている。また、加害者が個人情
報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害
者等の住所を探索することを防止するなど、被害
者情報の保護の徹底を図っている。【内閣府、警
察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、
国土交通省】

⑧ ＤＶ相談プラスを実施して、配偶者等からの暴
力の被害者の多様なニーズに対応できるよう、毎
日24時間の電話相談、ＳＮＳ・メール相談及び
10の外国語での相談の対応を行うとともに、各地
域の民間支援団体とも連携し、相談員が必要と判
断した場合には、関係機関等への同行支援なども
行っている。（再掲）【内閣府、厚生労働省】

⑨ 二次被害を防止し、適切な被害者支援を行うた
め、現場のニーズに即した研修の実施や相談員の
適切な処遇など、支援に従事する関係者の質の向
上・維持に向けた継続的取組を促進している。【内
閣府、厚生労働省】

⑩ 被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を
徹底するとともに、被害者の支援と被害の防止に
関する広報啓発を推進した。

内閣府では、ホームページ、メールマガジン、
ＳＮＳ等を通じて、配偶者からの暴力の被害者支
援に役立つ情報の提供を行っている。【内閣府、
警察庁、法務省、厚生労働省】

⑪ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
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関する法律（平成13年法律第31号）に基づき、
保護命令制度の適切な運用のための施策の実施に
努めている。また、保護命令制度の拡充・保護命
令違反の厳罰化、基本方針・都道府県基本計画の
記載事項の拡充、協議会の法定化等の措置を講ず
ることを内容とする配偶者暴力防止法改正法が第
211回国会（令和５（2023）年）において成立した。
令和６（2024）年４月の配偶者暴力防止法改正
法の円滑な施行を図るため、下位法令や基本方針
の整備、配偶者暴力防止法改正法の概要やＱ＆Ａ、
保護命令制度の改正ポイントに関するパンフレッ
トの作成や周知、配偶者暴力相談支援センター等
の地方公共団体関係職員等に対する説明会の実施
等の取組を行った。（再掲）【内閣府、警察庁、法
務省、厚生労働省】

⑫ 婦人相談所（女性支援新法における女性相談
支援センター）において、被害者の安全の確保や
心身の健康回復を十分に行うとともに、民間シェ
ルター等の積極的活用等による適切かつ効果的な
一時保護を実施している。また、婦人相談所一時
保護所や婦人保護施設（女性支援新法における女
性相談支援センター一時保護所や女性自立支援施
設）において、被害者に対する心理的ケアや自立
に向けた支援、同伴児童への学習支援を推進して
いる。【厚生労働省】

⑬ 被害者は身体的に傷害を受けたり、ＰＴＳＤ（心
的外傷後ストレス障害）等の疾患を抱えたりする
ことが多いことから、事案に応じて、医師、相談・
保護に関わる職員が連携して、医学的又は心理的
な援助を行っている。また、職務関係者に対する
研修の充実等により、被害者に対する適切な支援
を行うための人材育成を促進している。【内閣府、
厚生労働省、関係省庁】

⑭ 被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に
陥ったりすることがあるため、配偶者暴力相談支
援センター等において、関係機関や民間シェル
ター等とも連携しつつ、被害者への中長期的な支
援として、就業の促進、住宅の確保、医療保険・
国民年金の手続、同居する子供の就学、住民基
本台帳の閲覧等の制限等に関する制度の利用等の
情報提供及び助言を行っている。また、事案に応
じて当該関係機関や民間シェルター等と連携して
対応に当たるなど、被害者の自立を支援するため

の施策等について一層促進している。その際、先
進的な取組について共有を図っている。【内閣府、
厚生労働省、関係省庁】

⑮ 被害者の住居の安定の確保のため、地域の実情
を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優
先入居や目的外使用の実施を促進している。【国
土交通省】

⑯ 配偶者からの暴力の被害者を含め、生活困窮者
に対して、生活困窮者自立支援制度の相談窓口（自
立相談支援機関）において、住まい、家計、就労
などの面から包括的な自立支援を行っている。【内
閣府、厚生労働省】

⑰ 被害者支援の一環として、加害者に働きかける
ことで加害者に自らの暴力の責任を自覚させる加
害者プログラムについて、令和２（2020）年度
から令和４（2022）年度に実施した試行実施の
成果等を踏まえ、「配偶者暴力加害者プログラム
実施のための留意事項」（令和５（2023）年５月）
を整理し、地方公共団体に配布した。これを活用
した取組の全国的な展開に向けて、被害者支援を
行う地方公共団体や民間団体の関係者等に対し、
その内容の普及を行っている。【内閣府、関係省庁】

⑱ 配偶者等からの暴力がその子供にも悪影響を及
ぼすことに鑑み、子供に対する精神的ケア、学習
支援等の支援を充実させるとともに、配偶者暴力
相談支援センター等の配偶者からの暴力への対応
機関と児童相談所等の児童虐待への対応機関との
連携協力を推進している。【内閣府、こども家庭庁、
関係省庁】

⑲ 交際相手からの暴力の実態の把握に努め、各種
窓口において相談が受けられる体制の拡充・周知
徹底を行うとともに、被害者の適切な保護に努め
ている。

内閣府では、配偶者暴力相談支援センターに
おける相談件数等について調査を実施し、交際相
手からの相談状況の把握を行っている。【内閣府、
警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】

⑳ 非同棲交際相手からの暴力（いわゆるデート
ＤＶ）について、教育・学習及び若年層に対する
予防啓発の充実を図っている。【内閣府、文部科
学省】
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第５節 ストーカー事案への対策の
推進

① ストーカー行為は事態が急展開して重大事案
に発展するおそれが大きいものであることを考慮
し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処
を徹底するとともに、効果的な被害者支援及び被
害の防止に関する広報啓発を推進している。【内
閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、
関係省庁】

② 内閣府では、相談支援業務に携わる官民の相談
員等の関係者を対象としてオンライン研修教材の
提供等を実施している。（再掲）【内閣府、法務省、
厚生労働省】

③ 内閣府では、交付金の交付により、官民連携の
下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
する都道府県等への支援を行っている。（再掲）【内
閣府、総務省、法務省、厚生労働省、国土交通省】

④ 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
に十分な配慮をしている。また、加害者が個人情
報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害
者等の住所を探索することを防止するなど、被害
者情報の保護の徹底を図っている。（再掲）【内閣
府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生
労働省、国土交通省】

⑤ ストーカーの被害者にも加害者にもならないた
め、とりわけ若年層に対する予防啓発・教育を推
進するとともに、インターネットの適切な利用や
インターネットの危険性に関する教育・啓発を推
進している。また、こうした教育指導を適切に実
施し、研修等により教育関係者等の理解を促進す
るために、教員等を対象に情報モラル教育指導者
養成セミナーを４回実施した。

総務省は、関係省庁と連携の下、青少年が安全
に安心してインターネットを利用できるようにす
るため、インターネットの適切な利用等に関する
啓発活動等を行っている。具体的には、児童・生徒、
保護者・教職員等に対する学校等の現場での出前
講座（ｅ-ネットキャラバン）や保護者及び教職
員向けの上位講座（ｅ-ネットキャラバンＰｌｕｓ）
を、情報通信分野等の企業・団体や文部科学省と
協力して全国で開催した（令和５（2023）年度は

全国2,166か所で開催）。（再掲）
また、専門家からのヒアリングを通じて、イン

ターネットに係る実際に起きた最新のトラブル事
例を踏まえ、その予防法等をまとめた「インター
ネットトラブル事例集」を平成21（2009）年度
より毎年内容を更新して公表し、普及を図ってい
る。（再掲）【内閣府、総務省、文部科学省、関係
省庁】

⑥ ストーカー事案に係る相談・支援窓口や事案対
処の方法について、広報啓発を推進している。【内
閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、
関係省庁】

⑦ 加害者に対する迅速・的確な対応を徹底する
とともに、関係機関が適切に連携を図りながら、
様々な段階での加害者に対する更生のための働き
かけ、受刑者等に対するストーカー行為につなが
る問題性を考慮したプログラムの実施・充実、ス
トーカー行為者に対する精神医学的・心理学的ア
プローチ等、加害者更生に係る取組を推進してい
る。【内閣府、警察庁、法務省、関係省庁】

⑧ 被害者の心身の健康を回復させるための方法等
に関する調査研究を実施している。【内閣府、警
察庁、厚生労働省、関係省庁】

第６節 セクシュアルハラスメント
防止対策の推進

① 職場におけるセクシュアルハラスメントは個人
としての尊厳や人格を不当に傷つける、決して
あってはならない行為である。男女雇用機会均等
法及びこれに基づく指針について、事業主が講ず
べき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等
への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周
知を行うとともに、非正規雇用労働者を含む労働
者からの相談に対応する体制の整備等により、雇
用の場におけるセクシュアルハラスメントの防止
対策を推進している。また、労働者がセクシュア
ルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合
は、労災補償の対象になる場合があることの周知
徹底を図っている。【厚生労働省】

② 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康増
進等基本計画」（平成３年３月20日内閣総理大臣
決定）において、各府省等におけるハラスメント
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に関する研修の受講必修化等の研修の強化、職員
への啓発の推進やハラスメントに関する相談体制
の整備について明記しているほか、各府省等が実
施する研修の受講者以外を対象とした、セクシュ
アルハラスメントに関する内容を含んだハラスメ
ント防止に関するｅラーニング講習を実施した。

人事院では、一般職国家公務員について、人事
院規則10-10（セクシュアル・ハラスメントの防
止等）等に基づき、ハラスメントの防止等の対策
を講じている。「国家公務員ハラスメント防止週
間」（毎年12月４日から同月10日まで）を定め、
職員の意識啓発等を図る講演会を開催したほか、
ハラスメント防止等についての認識を深め、各府
省における施策の充実を図るため、各府省担当者
会議を開催した。また、ハラスメント相談員を対
象としたセミナーを実施した。さらに、これまで
実施してきた「幹部・管理職員ハラスメント防止
研修」について、組織マネジメントの観点も反映
したより実効性のあるものとなるよう研修内容を
見直し令和５（2023）年度から実施した。【内閣
官房、全府省庁、（人事院）】

③ 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラス
メントの防止のための取組が進められるよう必要
な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメ
ントの防止等の周知徹底を行った。また、各大学
におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力
等の防止に向けた取組の実施状況を調査し、各大
学における取組の見直しや充実を促した。【文部
科学省】

④ セクシュアルハラスメント被害の未然防止のた
めの児童生徒、教職員等に対する啓発の実施を促
進している。【文部科学省】

⑤ 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等に
おけるセクシュアルハラスメントの実態を把握す
るとともに、予防のための取組や被害者の精神的
ケアのための体制整備を促進している。また、セ
クシュアルハラスメントの行為者に対し厳正に対
処するとともに、行為に至った要因を踏まえた対
応を行うなど再発防止対策の在り方を検討してい
る。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、
関係府省】

⑥ 性的指向・性自認（性同一性）に関する侮辱的
な言動等を含むハラスメントの防止に取り組むと

ともに、性的マイノリティに関する企業の取組事
例の周知等を通じて、企業や労働者の性的指向・
性自認（性同一性）についての理解を促進してい
る。（再掲）【厚生労働省】

第７節 人身取引対策の推進

① 出入国在留管理庁の各種手続等において認知し
た人身取引（性的サービスや労働の強要等）被害
者等に関する情報や、警察における風俗営業等に
対する立入調査、取締り等あらゆる警察活動を通
じて、人身取引被害の発生状況の把握・分析に努
めるとともに、こうした関係行政機関の取組や、
各国の在京大使館、ＮＧＯ関係者、弁護士等から
の情報提供を通じて得られた情報を、関係行政機
関において共有し、外国人女性及び外国人労働者
の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内外の
ブローカー組織の現状等の把握・分析に努めてい
る。【内閣官房、警察庁、法務省、関係府省】

② 内閣府においては、多言語で作成した人身取引
の被害申告等を呼び掛けるポスター、リーフレッ
ト等を配布したり、上陸審査場、外国人向け食材
販売店、外国人被害者の主な送出し国の駐日大使
館、在外日本大使館等の人身取引被害者の目につ
きやすい場所に掲示等したりすることにより、被
害を受けていることを自覚していない、又は被害
を訴えることができずにいる潜在的な被害者に対
し、多言語に応じた被害の申告先や相談窓口の
周知を図っている。【内閣官房、内閣府、警察庁、
こども家庭庁、法務省、外務省、厚生労働省】

③ 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによ
る関係行政機関の連携強化、同タスクフォースに
おいて作成した「人身取引取締りマニュアル」の
活用等を通じて、関係機関の職員が認識を共有し、
緊密な連携の下、人身取引事犯並びに売春事犯
及び風俗関係事犯等の人身取引関連事犯の取締り
及び厳正な対処の徹底を図っている。【内閣官房、
警察庁、法務省、厚生労働省、国土交通省】

④ 女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、「女
性に対する暴力をなくす運動」を全国的な運動と
して行った。令和５（2023）年度の運動において
は、「心を傷つけることも暴力です」を主なメッセー
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ジとしたポスターを作成し、全国の各層に協力を
呼び掛けるとともに、ポスターやリーフレットの
作成・配布、全国各地のランドマーク等における
パープル・ライトアップの実施、女性に対する暴
力根絶のシンボルであるパープルリボンの着用の
推進等により、広報活動を実施した。（再掲）【内
閣府、関係省庁】

第８節 インターネット上の女性に
対する暴力等への対応

① インターネットの安全・安心な利用のために、
関係機関・団体等と連携して、広報啓発を行うと
ともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシー
の向上のための取組を推進している。

こども家庭庁では、「第５次青少年インターネッ
ト環境整備基本計画」に基づき、青少年がインター
ネットの利用に起因する犯罪やトラブルに巻き込
まれることを防止し、スマートフォンやＳＮＳ等を
安全・安心に利用できるよう、関係省庁、地方公
共団体、関係団体等と連携、協力して、青少年が
初めて自分のスマートフォン等を手にする時期で
もある卒業・進学・進級の時期に特に重点を置い
た啓発活動「春のあんしんネット・新学期一斉行動」
を実施した。また、地域が自立的・継続的に青少
年のインターネット利用環境づくりを実施できる
ようにするための連携体制を構築することを目的
とした「青少年のインターネット利用環境づくり
フォーラム」を鳥取県、奈良県において開催した。

総務省は、関係省庁と連携の下、性や暴力に関
するインターネット上の有害な情報から青少年を
保護し、青少年が安全に安心してインターネット
を利用できるようにするため、フィルタリングの
普及促進やインターネットの適切な利用等に関す
る啓発活動等を行っている。具体的には、児童・
生徒、保護者・教職員等に対する学校等の現場
での出前講座（ｅ-ネットキャラバン）や保護者
及び教職員向けの上位講座（ｅ-ネットキャラバ
ンＰｌｕｓ）を、情報通信分野等の企業・団体や
文部科学省と協力して全国で開催した（令和５

（2023）年度は全国2,166か所で開催）。（再掲）
また、インターネットに係る実際に起きた最新

のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめ

た「インターネットトラブル事例集」を平成21
（2009）年度より毎年内容を更新して公表し、普
及を図っている。（再掲）

文部科学省では、ネットモラルキャラバン隊を
全国３か所で開催し、保護者等を対象に情報モラ
ルやネットとの関わり方、家庭でのルール作り等
の啓発を行った。（再掲）【内閣府、警察庁、こど
も家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、経済産
業省】

② リベンジポルノやいわゆるディープフェイクポ
ルノ等に関し、事案に応じて各種法令を適用する
ことにより、違法行為に対して厳正に対処してい
る。また、プロバイダ等の事業者と連携し、公表
された私事性的画像記録の流通・閲覧防止を図る
ほか、とりわけ若年層に対する教育・学習の充実
を図るために、教員等を対象に情報モラル教育指
導者養成セミナーを４回実施した。

総務省は、関係省庁と連携の下、青少年が安全
に安心してインターネットを利用できるようにす
るため、インターネットの適切な利用等に関する
啓発活動等を行っている。具体的には、子供たち
のインターネットの安全な利用に係る普及啓発を
目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に対する
学校等の現場での出前講座（ｅ-ネットキャラバン）
を、情報通信分野等の企業・団体や文部科学省と
協力して全国で開催した（令和５（2023）年度は
全国2,166か所で開催）。

また、インターネットに係る実際に起きた最新
のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめ
た「インターネットトラブル事例集」を平成21

（2009）年度より毎年内容を更新して公表し、普
及を図っている。（再掲）これらの施策の中で、自
画撮りに関する予防策等を啓発した。【警察庁、
総務省、法務省、文部科学省】

③ インターネット上の児童ポルノ画像や人を著し
く羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、
衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を
盗撮した画像等の流通防止対策を推進している。
また、削除されなかった児童ポルノ画像について
インターネット・サービス・プロバイダによるブ
ロッキング等の自主的な取組を引き続き支援し、
児童ポルノ画像の閲覧防止対策を推進している。

【警察庁、総務省、経済産業省】
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第９節 売買春への対策の推進

① 売買春に係る要保護女子に対しては、様々な支
援を必要とする女性であるという観点から、関係
機関における連携を促進し、総合的な支援の充実
を図るとともに、売買春の被害に遭うおそれのあ
る若年層の女性を早期に発見し、福祉等の支援に
つなぐことができるアウトリーチ機能を持った民
間団体と協力し、福祉による生活支援や宿所の提

供、自立支援など、売春を未然に防ぐための施策
を推進している。【警察庁、厚生労働省】

② 関係法令を厳正かつ適切に運用し、売春の相手
方に対する対策や周旋行為の取締りを一層強化し
ている。【警察庁、法務省、厚生労働省】

③ 売買春の防止に向けた広報啓発及び教育・学習
の充実を図っている。４月の「若年層の性暴力被
害予防月間」において、ＳＮＳ等を活用した啓発
活動を実施した。（再掲）【内閣府、法務省、文部
科学省、厚生労働省】

第１節 貧困等生活上の困難に直面
する女性等への支援

ア 就業・生活の安定を通じた自立に
向けた取組

① 男女の均等な機会及び待遇の確保の徹底、男女
間の賃金格差の解消、女性の就業継続や再就職の
支援、職場における各種ハラスメントの防止並び
に政府の支援情報を一元的に提供する「女性応援
ポータルサイト」の運営により、ワーク・ライフ・
バランスの推進等に向けた取組を行っている。【内
閣府、厚生労働省】

② 男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇
用労働者の割合が高いことが女性が貧困に陥りや
すい背景の一つとなっていることから、公正な待
遇が図られた多様な働き方の普及、正規雇用労働
者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の
解消等を推進している。【厚生労働省】

③ 令和６（2024）年10月に予定されている短時
間労働者への被用者保険の適用拡大に向けて、準
備・周知・広報を行っている。（再掲）【厚生労働
省】

④ ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援事業
による交付金の交付により、官民連携の下で民
間シェルター等による先進的な取組を推進する

都道府県等への支援を行っている。（再掲）【内
閣府、法務省、厚生労働省、国土交通省、関係
省庁】

⑤ 生活困窮者の抱える課題は、経済的困窮を始め
として、就労、病気、住まいの不安定、家庭の課題、
家計管理の課題、債務問題など多岐にわたり、か
つこうした課題を複数抱えている場合もある。こ
うした生活困窮者のそれぞれの状況に応じて包括
的な支援を行い、その自立を促進するため、生活
困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）に
基づく相談支援、就労支援、居住支援、家計改善
支援等を行った。【厚生労働省】

⑥ 女性支援新法の成立を踏まえ、婦人相談所や婦
人保護施設（女性支援新法における女性相談支援
センターや女性自立支援施設）の機能強化など各
都道府県での支援体制の計画的な整備、常勤化や
市町村への配置の促進などを含む婦人相談員（女
性支援新法における女性相談支援員）の人材の確
保・養成・処遇改善の推進、広域的な民間団体相
互の連携基盤の構築の検討を含めた民間団体との
協働の促進など、女性支援新法の令和６（2024）
年４月の円滑な施行に向けた環境整備を図った。

【厚生労働省】

男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難
に対する支援と多様性を尊重する環境の整備第� 分野６
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イ ひとり親家庭等の親子が安心して
生活できる環境づくり

① ひとり親家庭の実情に応じ、マザーズハロー
ワーク、母子家庭等就業・自立支援センター等に
おいて、ひとり親を含む子育て女性等に対するき
め細かな就職支援を実施している。また、ひとり
親家庭の親等の就労支援に資する職業訓練や各種
雇用関係助成金の活用を推進している。さらに、
就職に有利になる資格の取得や主体的な能力開発
の取組を促進し、生活の安定を図るため、ひとり
親家庭の親に対する給付金等により、ひとり親家
庭の生活の安定に資する就業に向けた資格取得を
促進している。加えて、企業に対して、ひとり親
の優先的な雇用について協力を要請し、助成金を
通じて企業の取組を支援するとともに、マザーズ
ハローワーク等において、協力企業に関する情報
を提供している。【こども家庭庁、厚生労働省】

② ひとり親家庭等が安心して子育てをしながら生
活できる環境を整備するため、以下の取組を含め
た総合的な支援を展開している。【内閣府、こど
も家庭庁、厚生労働省、国土交通省】
・ ひとり親世帯や住宅困窮度の高い子育て世帯

に対し、公営住宅への優先入居や、民間賃貸
住宅を活用したセーフティネット登録住宅の推
進、登録住宅の改修、入居者負担の軽減、居住
支援等への支援を通じ、住まいの確保を支援し
ている。

・ ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子供に
対する、放課後児童クラブ等の終了後に生活習
慣の習得・学習支援、食事の提供等を行うこと
が可能な居場所づくりを支援している。

・ 児童扶養手当の支給、母子父子寡婦福祉資金
貸付金の貸付けにより経済的な支援を実施する
とともに、支給要件の周知等を図った。

・ デジタル化社会到来の中で、女性が経済的に
自立できるよう、女性デジタル人材の育成など、
多様な主体による連携体制の構築の下で地域の
実情に応じて地方公共団体が行う取組を、地域
女性活躍推進交付金により支援している。

③ ひとり親家庭を対象とした様々な支援情報を提
供している。また、ひとり親家庭の相談窓口にお
いて、ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別の

ニーズに対応するため、適切な支援メニューをワ
ンストップで提供する体制を整備している。さら
に、令和５（2023）年度より同行支援や継続的な
見守り支援等の同行型支援を行うための体制を整
備している。【こども家庭庁】

④ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022（女
性版骨太の方針2022）」において、養育費の受
領率に関する達成目標（希望する全てのひとり親
世帯が養育費を受領できるようにすることが重要
であるという認識の下、まずは2031年に、全体
の受領率（養育費の取決めの有無にかかわらない
受領率）を40％とし、養育費の取決めをしてい
る場合の受領率を70％とすることを目指す。）を
策定・公表した。そして、この目標とこれを達成
するために取り組むべき施策が「女性活躍・男
女共同参画の重点方針2023（女性版骨太の方針
2023）」に明記された。【内閣府、こども家庭庁、
法務省】

⑤ 養育費の取決め等の促進や安全・安心な親子交
流の実施のため、パンフレット等による効果的な
周知・啓発を行っている。養育費等相談支援セ
ンターや地方公共団体における養育費の相談支
援について、多様な方法での提供や、身近な地
域での伴走型の支援、専門的な相談を更に充実・
強化するとともに、離婚前後親支援モデル事業を
通じて拡充し、弁護士等による支援を含めた離婚
前からの親支援の充実や、関係部署の連携強化を
含めた地方公共団体の先駆的な取組への支援を
実施している。また、離婚後の子の養育の在り方
について、離婚に関連する法的知識や離婚が親子
に及ぼす心理的な影響などの有用な情報を、離婚
を考えている父母に分かりやすく提供する離婚
後養育講座について、複数の地方公共団体と協力
し実証的な調査研究を行った。第三者から債務者
の財産に関する情報を取得する手続を新設する
などした民事執行法（昭和54年法律第４号）の
改正法による全ての手続が、令和３（2021）年
５月から利用可能となったため、引き続き関係機
関等への周知をしている。また、資力の乏しい者
でもこれらの手続を円滑に利用できるようにす
るため、無料法律相談や弁護士費用等の立替えを
行う日本司法支援センター（法テラス）の民事法
律扶助について、関係機関等への周知に努めてい
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る。父母が離婚した後の子の養育の在り方につい
ては、子供の最善の利益を図る観点から、令和６

（2024）年２月に法制審議会総会において、養育
費制度の見直しを含む要綱が取りまとめられ、法
務大臣に答申された。これを受けて、同年３月に
民法等の一部を改正する法律案を第213回国会

（令和６（2024）年）に提出した。【こども家庭庁、
法務省】

⑥ 家庭の経済状況等によって子供の進学機会や学
力・意欲の差が生じないように、以下の取組を推
進している。【こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省】
・ 生活困窮者自立支援制度の子どもの学習・生

活支援事業において、生活保護世帯を含む生活
困窮世帯の子供とその保護者を対象に、学習支
援や生活習慣・育成環境の改善に関する助言、
進学や就労といった進路選択に関する情報提
供・助言、関係機関との連絡調整など、世帯全
体へのきめ細かで包括的な支援

・ 学校におけるスクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー等の配置の充実を図ると
ともに、地域全体で子供の成長を支える地域学
校協働活動を推進

・ 高校中退を防止するため高等学校における指
導・相談体制の充実を図るとともに、高校中退
者等を対象とした学習相談及び学習支援を実施
する地方公共団体等の取組の支援等

・ 教育費に係る経済的負担の軽減
文部科学省では、誰もが家庭の経済状況に左

右されることなく、希望する質の高い教育を受
けることができるよう、教育費の負担軽減に向
けた取組を行っている。

例えば、初等中等教育段階における取組とし
ては、経済的理由により就学が困難と認められ
る学齢児童生徒の保護者に対して、各市町村に
おいて行われる学用品費の支給等の就学援助事
業のうち一部に対する補助を行い、予算単価の
増額など制度の充実を図っている。

後期中等教育段階における取組として、授業
料を支援する「高等学校等就学支援金」を支給
しており、令和５（2023）年度においては、令
和２（2020）年度に私立高校等に通う年収約
590万円未満世帯の生徒等を対象に支給額を大

幅に引き上げた措置を、引き続き着実に実施す
るとともに、家計急変世帯への支援の仕組みを
創設する制度改正を行った。

また、低所得世帯（生活保護受給世帯・住民
税非課税世帯）を対象に授業料以外の教育費を
支援する「高校生等奨学給付金」については、
給付額の増額を行った。

さらに、高等教育段階における取組として、
低所得世帯に対して、授業料等の減免措置と給
付型奨学金の支給を併せて行う「高等教育の修
学支援新制度」を実施している。

⑦ 子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、
官公民の連携・協働プロジェクトである「こど
もの未来応援国民運動」を進めている。令和５

（2023）年度においては、国や地方公共団体の支
援策や各地の支援団体の活動情報等をこどもの未
来応援国民運動ホームページ等により発信すると
ともに、「こどもの未来応援基金」によるＮＰＯ
等支援団体への活動資金の支援、民間企業と支
援を必要とするＮＰＯ等支援団体のマッチング等
の更なる展開を図った。基金については、令和５

（2023）年度には約１億9,300万円の寄付が寄せ
られ、公募・審査を経て令和６（2024）年度支
援団体の選定が行われた。また、「地域子供の未
来応援交付金」により、食事の提供や子供の居場
所づくりなどの子供の貧困対策を行う196の地方
公共団体への支援を行った。【こども家庭庁】

ウ 子供・若者の自立に向けた力を高
める取組

① 社会人・職業人として自立できる人材を育成す
るため、キャリア教育・職業教育を体系的に充実
させている。進路や就職に関する指導も含め、男
女ともに経済的に自立していくことの重要性につ
いて伝えるとともに、自らの学びのプロセスを記
述し振り返ることができる教材「キャリア・パス
ポート」の効果的な活用等を通じて、長期的な視
点に立って人生を展望し、働くことを位置付け、
準備できるような教育を推進している。【文部科
学省】

② 若者が充実した職業人生を歩んでいけるよう、
就業等の実態を男女別等きめ細かく把握し、新規
学校卒業者への支援、中途退学者や未就職卒業者
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への対応、正社員就職を希望する、安定した就労
の経験が少ない若者への支援等を行っている。【文
部科学省、厚生労働省】

③ ニート、ひきこもり等、困難を有する子供・若
者が、社会生活を円滑に営むことができるよう、
子ども・若者総合相談センター、地域若者サポー
トステーション、ひきこもり地域支援センター等
において、多様な主体間の連携により、複数の支
援を組み合わせて行うなど、地域の実情に合った
切れ目のない支援を行っている。【こども家庭庁、
文部科学省、厚生労働省、関係府省】

④ ヤングケアラーへの支援を強化するため、地方
公共団体で行う実態調査や関係機関・団体等職員
への研修、コーディネーターの配置やピアサポー
ト等地方公共団体の取組について必要な経費を
支援するほか、令和４（2022）年度から令和６

（2024）年度までの３年間をヤングケアラー認知
度向上の「集中取組期間」として集中的な広報・
啓発活動などを行っている。【こども家庭庁】

第２節
高齢者、障害者、外国人等
が安心して暮らせる環境の
整備

ア 高齢者が安心して暮らせる環境の
整備

① 高齢期の女性の貧困について、現役期から備え
ておく観点から、被用者保険の適用拡大等を行っ
ており、既に高齢の方には年金生活者支援給付金
制度、医療保険・介護保険における保険料負担軽
減措置などを行っている。また、高齢期に達する
以前の女性が老後の生活の備えを十分にできるよ
う、非正規雇用労働者の処遇改善を進めるなど、
あらゆる分野で着実に推進している。【内閣府、
厚生労働省、関係省庁】

② 年齢に関わりなく働ける社会の実現に向けて、
65歳までの高年齢者雇用確保措置・70歳までの
高年齢者就業確保措置の着実・円滑な実施のため、
継続雇用延長・定年引上げ等に係る助成金の支給
等による事業主への支援等を実施しているほか、
生涯現役支援窓口における65歳以上の者の再就
職支援、シルバー人材センターにおける就業機会

の確保や、地域ニーズを踏まえた働く場の創出・
継続をしていくことが可能なモデルづくり及び他
の地域への展開等を通じた多様な雇用・就業機会
の提供等を通じ、高齢男女の就業を促進するとと
もに、能力開発のための支援を行っている。【厚
生労働省】

③ 「健康寿命延伸プラン」（令和元年５月29日
2040年を展望した社会保障・働き方改革本部取
りまとめ）に基づき、次世代を含めた全ての人の
健やかな生活習慣形成、疾病予防・重症化予防、
介護予防・フレイル予防、認知症予防等を中心に
取組を推進し、令和22（2040）年までに健康寿
命を男女ともに３年以上延伸し（平成28（2016）
年比）、75歳以上とすることを目指している。【厚
生労働省、経済産業省】

④ 医療・介護保険制度については、効率化・重
点化に取り組みながら質の高いサービスの充実を
図っている。【厚生労働省、関係府省】

⑤ 認知症や一人暮らしの高齢者が、社会から孤立
することなく、住み慣れた地域の中で、自分らし
く暮らし続けられるよう、「認知症施策推進大綱」

（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣僚会議
取りまとめ）に基づく取組を進めるとともに、住
民等を中心とした地域の支え合いの仕組みづくり
を促進している。令和６（2024）年１月に施行
された共生社会の実現を推進するための認知症基
本法（令和５年法律第65号）に基づき、認知症
の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
ができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に
推進することとしている。【厚生労働省、関係府
省】

⑥ 高齢者が他の世代と共に社会の重要な一員とし
て、生きがいを持って活躍できるよう、高齢者の
多様な学習機会の提供及び社会参加の取組を促進
している。【文部科学省、厚生労働省、関係府省】

⑦ 安定した住生活の確保、建築物、道路、公園、
公共交通機関等のバリアフリー化や無電柱化等、
高齢者を取り巻く環境の整備等を推進している。

【内閣府、警察庁、国土交通省、関係省庁】
⑧ 企業等による、高齢者のニーズや、事故防止や

安全対策等の社会課題に合致した機器やサービ
ス、その効果的な活用方法の開発等を支援してい
る。
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総務省は、高齢者等が情報通信の利便を享受で
きる情報バリアフリー環境の整備を図るため、高
齢者等向けの通信・放送サービスに関する技術の
充実に向けた、新たなＩＣＴ機器・サービスの研
究開発を行う者に対する助成（１件）を行った。【総
務省、厚生労働省、経済産業省、関係府省】

⑨ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律（平成17年法律第124号）等
を踏まえ、都道府県や市町村に対する支援等を通
じ、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な
対応及び再発防止が図られるよう取組を推進して
いる。【厚生労働省、関係府省】

⑩ 消費者安全法（平成21年法律第50号）（「消費
者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）」の
設置等）を踏まえ、悪質商法を始めとする高齢者
の消費者被害の防止を図っている。さらに、独立
行政法人国民生活センターでは、高齢者やその周
りの人々に悪質商法の手口やワンポイントアドバ
イス等についてメールマガジンや同センターホー
ムページで伝える「見守り新鮮情報」を発行する
とともに、高齢者の悪質商法被害や商品等に係る
事故に関する注意情報、相談機関の情報等を、報
道機関への情報提供等の多様な手段を用いて周知
を図っている。【消費者庁、関係府省】

⑪ 上記のほか、「高齢社会対策大綱」（平成30年
２月16日閣議決定）に基づき必要な取組を推進
している。【内閣府、関係省庁】

イ 障害者が安心して暮らせる環境の
整備

① 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律（平成25年法律第65号）等を踏まえ、全ての
国民が、障害の有無によって分け隔てられること
なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現に向けた取組を推進している。ま
た、新たに策定した「障害者基本計画（第５次）」（令
和５年３月14日閣議決定）に基づく施策を令和５

（2023）年４月より総合的かつ計画的に進めてい
る。【内閣府、関係省庁】

② 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支
援等に関する法律（平成23年法律第79号）等を
踏まえ障害者虐待防止の取組を進めている。【厚
生労働省、関係府省】

③ 消費者安全法（「消費者安全確保地域協議会（見
守りネットワーク）」の設置等）を踏まえ、悪質商
法を始めとする障害者の消費者被害の防止を図っ
ている。さらに、独立行政法人国民生活センター
では、障害のある人やその周りの人々に悪質商法
の手口等の情報提供を行っている。また、最新の
消費生活情報をコンパクトにまとめた「くらしの
豆知識」の発行に当たっては、カラーユニバーサ
ルデザイン認証を取得したほか、デイジー版（デ
ジタル録音図書）を作成し、全国の消費生活セン
ター、消費者団体、全国の点字図書館等に配布す
るとともに、国立国会図書館視覚障害者等用デー
タ送信サービスにも登録している。【消費者庁、
関係府省】

④ 障害者が安心して生活できる住宅の確保、建築
物、道路、公園、公共交通機関等のバリアフリー
化や無電柱化を推進しているとともに、障害者に
配慮したまちづくりを推進している。【内閣府、警
察庁、国土交通省、関係省庁】

⑤ 障害者が個人としての尊厳にふさわしい生活を
営むことができるよう、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律（平成17
年法律第123号）に基づき、自立生活援助、就
労定着支援などの障害福祉サービス等の充実を図
り、障害者の地域における生活を総合的に支援し
ている。【厚生労働省】

⑥ 令和４（2022）年12月に改正された障害者
の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第
123号）の円滑な施行に向けた取組を行うととも
に、同法、改正された「障害者雇用対策基本方針」

（令和５年厚生労働省告示第126号）等を踏まえ
た就労支援を行っている。【厚生労働省】

⑦ 上記のほか、障害のある女性は、それぞれの障
害の種別ごとの特性、状態により様々な支援が必
要であることに加えて、女性であることにより、
更に複合的に困難な状況に置かれている場合が
あることに留意し、「障害者基本計画（第５次）」
に基づき、防災・防犯等の推進、自立した生活
の支援・意思決定支援の推進、保健・医療の推進
等の分野における施策を総合的に推進している。
また、障害者の権利に関する条約第31条等の趣
旨を踏まえ、障害者の実態調査等を通じて、障害
者の状況等に関する情報・データの収集・分析を
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行うとともに、障害者の性別等の観点に留意し
つつ、その充実を図っている。【内閣府、外務省、
関係省庁】

ウ 外国人が安心して暮らせる環境の
整備

① 外国人女性が、言語の違い、文化・価値観の違
い、地域における孤立等の困難に加えて、女性で
あることにより更に複合的に困難な状況に置かれ
ている場合があることに留意し、以下の取組を含
めた共生施策を総合的に推進している。【こども
家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、
国土交通省、関係府省】
・ 日本で生活する外国人への教育、住宅、就労

支援、各種の手続・法令・制度等についての多
言語での情報提供や、よりきめ細かな対応を可
能とする相談体制の整備、外国人の子供への支
援等を進めている。

・ 外国人が抱える様々な課題を的確に把握する
ために、専門家の意見等を踏まえつつ、在留外
国人に対する基礎調査を実施するとともに、地
方公共団体や外国人支援団体等幅広い関係者か
ら意見を聴取している。また、外国人との共生
についての日本人の意識等を把握するため、日
本人を対象とした外国人との共生に関する意識
調査を実施した。これらの取組によって得られ
た結果について、共生施策の企画・立案に当たっ
て活用することにより、日本人と外国人が安心
して安全に暮らせる環境整備を進めている。

・ 外国人居住の実情を踏まえつつ、行政情報や
相談窓口の周知など、外国人が行政情報を適切
に把握できるような環境整備を進めている。ま
た、国の行政機関における相談窓口と地方公共
団体等が運営する相談窓口が協力し、更なる連
携を強化している。

・ 外国人受入環境整備交付金等により、地方公
共団体による多言語での情報提供及び相談を行
う一元的な相談窓口の整備・拡充の取組を支援
している。また、地方公共団体に対する通訳支
援について、利用状況等を踏まえ、引き続き効
果的な実施方法等通訳支援の在り方について検
討している。

② 配偶者等からの暴力の被害者である在留外国人

女性への支援について、人身取引及び配偶者から
の暴力に関する専門的知識を持った母国語通訳者
の養成等を含め、適切に支援している。【厚生労
働省】

③ 「人身取引対策行動計画2022」（令和４年12月
20日犯罪対策閣僚会議決定）に基づき、政府一
体となってより強力に、総合的かつ包括的な人身
取引対策に取り組んでいる。【内閣官房、関係府
省】

④ 法務省の人権擁護機関では、日本語を自由に話
すことが困難な外国人等からの人権相談に対応す
るため、全国の法務局に「外国人のための人権相
談所」を設け、約80の言語による相談に応じる
などしている。

また、「外国語人権相談ダイヤル」及び「外国
語インターネット人権相談受付窓口」を設けてお
り、電話・インターネットでも10言語による人権
相談を受け付けている。【法務省】

エ 女性であることで更に複合的に困
難な状況に置かれている人々への
対応

① 性的指向・性自認（性同一性）に関すること、
障害があること、外国人やルーツが外国であるこ
と、アイヌの人々であること、同和問題（部落差
別）に関すること等に加え、女性であることで更
に複合的に困難な状況に置かれている場合等につ
いて、可能なものについては実態の把握に努め、
人権教育・啓発活動の促進や、人権侵害の疑いの
ある事案を認知した場合の調査救済活動の取組を
進めている。

また、法務局の人権相談窓口を相談者が幅広く
安心して利用できるよう、研修等を通じた相談員
の専門性の向上、相談窓口の周知・広報を行うな
ど、人権相談体制の充実を図っている。

さらに、学校における性的指向・性自認（性同
一性）に係る児童生徒等への適切な対応を促すた
め、相談体制の充実や関係機関との連携を含む支
援体制を整備するとともに、性的指向・性自認（性
同一性）についての記載を盛り込んだ生徒指導提
要等の周知を進めている。

その他、男女共同参画の視点に立って必要な取
組を進めている。【内閣官房、法務省、文部科学省、
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厚生労働省、関係府省】
② 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女

性の人権ホットライン」を設置するなどして相談

体制のより一層の充実を図っている。（再掲）【法
務省】 

第１節 生涯にわたる男女の健康の
包括的な支援

ア 包括的な健康支援のための体制の
構築

① 女性の身体的・精神的な健康及び女性医療に関
する調査・研究を進めるとともに、女性医療に関
する普及啓発、医療体制整備、女性の健康を脅か
す社会的問題の解決を含めた包括的な健康支援施
策を推進している。【こども家庭庁、厚生労働省】

② 年代に応じて女性の健康に関する教育及び啓発
を行った。また、女性の健康の増進に関する情報
の収集及び提供を行う体制を整備するために必要
な措置を講じ、女性が健康に関する各種の相談、
助言又は指導を受けることができる体制を整備し
ている。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

③ 女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを
専門的・総合的に提供する体制の整備（例：女性
の専門外来、総合診療を行う医療体制の整備）、
福祉等との連携（例：心身を害した女性を治療す
る医療施設と配偶者暴力相談支援センターや民間
シェルター、婦人保護施設（女性支援新法におけ
る女性自立支援施設）等との連携）等を推進して
いる。【内閣府、厚生労働省】

④ 女性の心身に多大な影響を及ぼす暴力や貧困等
の社会的要因と、女性の疾患や生活習慣との因果
関係について調査を行うとともに、月経関連疾患
や更年期障害に対処するための医療者の関与の効
果を検証するなど、女性の生涯にわたる健康維持
に向けた保健医療の在り方等に関する調査研究を
推進している。その成果の普及啓発に当たっては、
行動科学の専門家の知見も活用し、必要な層に必

要な情報を効果的に届ける方法を検討している。
あわせて、子宮頸がん検診・乳がん検診の更な

る受診率向上に向けた取組として、対象者一人一
人への個別受診勧奨・再勧奨の推進やクーポン券
の配布等を行っており、令和４（2022）年度時点
で個別受診勧奨は約８割、再勧奨は約４～５割の市
町村で実施されている。さらに、受診率向上効果
が実証された受診勧奨策を取りまとめた「受診率
向上施策ハンドブック（第３版）」を活用した研修
事業を都道府県及び市町村を対象として実施した。

また、がんを始めとする疾患についても、治療
と仕事を両立できる環境整備の取組を推進してい
る。【こども家庭庁、厚生労働省】

⑤ 予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性が、緊急避
妊薬に関する専門の研修を受けた薬剤師の十分な
説明の上で対面で服用すること等を条件に、処方
箋なしに緊急避妊薬を適切に利用できるよう、薬
の安全性を確保しつつ、当事者の目線に加え、幅
広く健康支援の視野に立って検討している。なお、
緊急避妊薬を必要とする女性には、性犯罪・性暴
力、配偶者等からの暴力が背景にある場合もある
ことから、令和5（2023）年度において試行的に
実施した「緊急避妊薬の販売を行うモデル的調査
研究」では、薬局とワンストップ支援センターや
近隣の医療機関等との連携体制を構築した上で、
必要な場合には、薬局から同センター等を紹介す
るなどの対応を行った。また、義務教育段階も含
め、年齢に応じた性に関する教育を推進した。さ
らに、性や妊娠に関し、助産師等の相談支援体制
を強化している。【内閣府、こども家庭庁、文部
科学省、厚生労働省】

⑥ 女性の健康の包括的支援に必要な保健、医療、
福祉、教育等に係る人材の確保、養成及び資質の

生涯を通じた健康支援第� 分野７
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向上を図るとともに、医学・看護学教育における
女性医療の視点の導入を促進している。【文部科
学省、厚生労働省】

⑦ 令和元（2019）年12月に施行された成育過程
にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必
要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策
の総合的な推進に関する法律（平成30年法律第
104号）に基づき、妊娠期から子育て期に至るま
での切れ目のない支援の在り方の検討などを推進
している。【こども家庭庁】

⑧ 不適切養育などの成育歴や、生きづらさや社会
的孤立などの背景を理由とした、覚醒剤・大麻等
の使用者も認められるほか、向精神薬等を悪用し
た性被害も発生していることから、末端使用者へ
の再使用防止対策、社会復帰支援施策等及び向精
神薬等の監視・取締りを推進している。【警察庁、
法務省、厚生労働省】

⑨ 精神障害の労災認定件数が増加しているなどの
状況を踏まえ、男女問わず、非正規雇用労働者を
含む全労働者に対して、職場のメンタルヘルス対
策等を通じた労働者の健康確保のための対策を講
じている。ストレスチェック実施や産業医の選任
が義務付けられていない中小事業所で働く労働者
の健康確保についても、引き続き、支援施策等を
推進する等、対策を講じている。【厚生労働省】

⑩ 月経、妊娠・出産、更年期等ライフイベントに
起因する望まない離職等を防ぐため、フェムテッ
ク企業や医療機関、地方公共団体等が連携して、
働く女性に対しフェムテックを活用したサポート
サービスを提供する実証事業を実施し、働く女性
の就労継続を支援している。さらに、導入を目指
す企業等への働きかけや、ユーザーの認知度を高
める取組を行うことで、一層のフェムテックの利
活用の促進を図っている。【経済産業省】

⑪ 経済的な理由等で生理用品を購入できない女性
がいるという「生理の貧困」は、女性の健康や尊
厳に関わる重要な課題である。このため、地域女
性活躍推進交付金により、地方公共団体が、女性
に寄り添った相談支援の一環として行う生理用品
の提供を支援している。さらに、「生理の貧困」に
係る取組の横展開に資するよう、また、生理用品
を必要とする女性が必要な情報に基づきアクセス
できるよう、各地方公共団体における取組を調査

し、内閣府ホームページなどで情報提供を行った。
【内閣府、厚生労働省】

イ 妊娠・出産に対する支援
① 市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の

勧奨や妊婦健診等の保健サービスの推進、出産育
児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金、
社会保険料免除などにより、妊娠・出産期の健康
管理の充実及び経済的負担の軽減を図った。令和
５（2023）年４月より、平均的な標準費用を全て
賄えるようにする観点から、出産育児一時金を50
万円に増額した。【こども家庭庁、厚生労働省】

② 不妊治療の保険適用について、引き続き適切に
運用している。また、現時点で保険適用の対象と
なっていない治療についても、先進医療の仕組み
等も活用しながら、必要に応じて保険適用を目指
す。【こども家庭庁、厚生労働省】

③ 令和４（2022）年度より保険適用された不妊
治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を
強化するため、性と健康の相談センター機能の拡
充を図っている。【こども家庭庁】

④ 不妊治療について職場での理解を深め、男女が
共に不妊治療と仕事を両立できる職場環境の整備
を進めている。【厚生労働省】

⑤ 令和４（2022）年１月から国家公務員に導入し
た不妊治療のための「出生サポート休暇」につい
て、休暇を取得したい職員が取得できるよう、不
妊治療と仕事の両立支援をテーマとしたシンポジ
ウムの動画による周知啓発を行うなど、引き続き
不妊治療と両立しやすい職場環境の整備を図って
いる。【（人事院）】

⑥ 小児・ＡＹＡ世代（Adolescent and Young 
Adult：思春期・若年成人）のがん患者等が将来
子供を出産することができる可能性を温存するた
めの妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療等に対
する経済的支援を含む研究促進事業を引き続き推
進している。【厚生労働省】

⑦ 性と健康の相談センターなどにおいて、予期せ
ぬ妊娠に関する悩みに対し、専門相談員を配置す
るなどして相談体制を強化し、市町村や医療機関
への同行支援や、学校や地域の関係機関とも連携
している。特に、出産前後に配慮を要する場合や、
暴力、貧困、孤立、障害等の困難を抱える場合に
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おいては、より手厚い支援を行えるようにしてい
る。【こども家庭庁、厚生労働省】

⑧ 母性健康管理指導事項連絡カードの活用を促
進し、妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適
切な母性健康管理の推進を図っている。また、男
女雇用機会均等法の履行確保により、妊娠・出産
等に関するハラスメントの防止対策を推進してい
る。【厚生労働省】

⑨ 産後うつの早期発見など出産後の母子に対する
適切な心身のケアを行うことができるよう、「子
育て世代包括支援センター」等の関係機関と連携
しつつ、地域の実情に応じ、産後ケア事業の全国
展開や産前・産後サポートの実施を通じて、妊産
婦等を支える地域の包括支援体制を構築してい
る。シングルマザーを始め、出産・育児におい
て、家族・親族の支援を得られにくい女性に対し
ても、手厚い支援を行えるようにしている。【こ
ども家庭庁】

⑩ 産後うつのリスクも踏まえ、いわゆるワンオペ
育児による負担の軽減のため、男性の育児参画を
促している。公共交通機関、都市公園や公共性
の高い建築物において、ベビーベッド付男性トイ
レ等の整備等を推進しているほか、子供連れの乗
客等への配慮等を求めることにより、男性が子育
てに参画しやすくなるための環境整備を行ってい
る。【こども家庭庁、厚生労働省、国土交通省】

⑪ 妊婦や子育てに温かい社会づくりに向けて、ベ
ビーカーマークの普及促進を図っている。【国土
交通省】

⑫ 若手産婦人科医の女性割合の増加などに鑑み、
医師の働き方改革による、産科医師の労働環境の
改善をしつつ、安全で質が高い周産期医療体制の
構築のための産科医療機関の集約化・重点化を推
進している。【厚生労働省】

⑬ 令和３（2021）年５月に取りまとめられた
「ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会報
告書」に従って、ＮＩＰＴの認証制度等が適切に
運用されるよう支援を行っている。【こども家庭庁】

⑭ 遺伝性疾患や薬が胎児へ与える影響などの最
新情報に基づき、妊娠を希望している人や妊婦に
対する相談体制を整備している。【こども家庭庁、

5	 令和５（2023）年における25～44歳の女性人口に占める就業者の割合80.8％（総務省「労働力調査（基本集計）」）。

厚生労働省】
⑮ 地方公共団体の創意工夫により、妊娠期から出

産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々
なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相
談支援を充実させ、経済的支援を一体として実施
している。【こども家庭庁】

ウ 年代ごとにおける取組の推進
（ア）学童・思春期
① 学校・行政・地域・家庭が連携し、若年層に対

して、以下の事項について、医学的・科学的な知
識を基に、個人が自分の将来を考え、多様な希望
を実現することができるよう、包括的な教育・普
及啓発を実施するとともに、相談体制を整備して
いる。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】
・ 女性の学童・思春期における心身の変化や健

康教育に関する事項（例えば、月経関連症状及
びその対応、子宮内膜症・子宮頸がん等の早期
発見と治療による健康の保持、ワクチンによる
病気の予防に関する事項）

・ 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な
妊娠、葉酸の摂取、男女の不妊、性感染症の予
防など、妊娠の計画の有無にかかわらず、早い
段階から妊娠・出産の知識を持ち、自分の身体
への健康意識を高めること（プレコンセプショ
ンケア）に関する事項

・ 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥 
満、喫煙など、女性の生涯を見通した健康な身
体づくりに関する事項

② 10代の性感染症罹患率、人工妊娠中絶の実施
率、出産数等の動向を踏まえつつ、性感染症の予
防方法や避妊方法等を含めた性に関する教育を推
進している。

また、予期せぬ妊娠や性感染症の予防や必要な
保健・医療サービスが適切に受けられるよう、養
護教諭と学校医との連携を図る等、相談指導の
充実を図っている。【こども家庭庁、文部科学省、
厚生労働省】

（イ）成人期
① 約８割の女性が就業している5ことから、企業に
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おける健診の受診促進や妊娠・出産を含む女性の
健康に関する相談体制の構築等を通じて、女性が
セルフケアを行いつつ、仕事に向かう体力・気力
を維持できる体制を整備している。また、職場の
理解も重要なことから、職場等における女性の健
康に関する研修や啓発活動の取組を進める。その
際、科学的に正しい情報を行動科学等の専門的知
見も活用して効果的に伝えている。

国が率先して取り組む一環として、内閣府等に
おいて新規採用職員や管理職を主な対象に、女性
の健康に関するヘルスリテラシー向上に係る研修
を実施した。【内閣府、厚生労働省、経済産業省】

② 子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率の向上に
向けた取組として、対象者一人一人への個別受診
勧奨・再勧奨の推進やクーポン券の配布等を行っ
ており、令和４（2022）年度時点で個別受診勧
奨は約８割、再勧奨は約４～５割の市町村で実施
されている。さらに、受診率向上効果が実証され
た受診勧奨策を取りまとめた「受診率向上施策ハ
ンドブック（第３版）」を活用した研修事業を都道
府県及び市町村を対象として実施した。（再掲）【厚
生労働省】

③ 国家公務員及び地方公務員については、各府省
及び地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳
がん検診に関し、女性職員が受診しやすい環境整
備を行っている。

内閣官房内閣人事局においては、引き続き、「国
家公務員健康週間」において、婦人科検診の重要
性を含めた女性の健康に関する講演会を開催する
ことにより、国家公務員の意識啓発を図っている。

人事院においては、同週間において、女性職員
に対する意識啓発や受診しやすい環境整備を行う
よう各府省へ周知することにより取組を推進して
いる。（再掲）【内閣官房、総務省、全府省庁、（人
事院）】

④ ＨＩＶ／エイズ、梅毒を始めとする性感染症に
ついては、次世代の健康にも影響を及ぼすもので
あり、その予防から治療までの総合的な対策を推
進している。例えば、正しい知識の普及啓発とし
て、ポスター・リーフレット等の作成やＳＮＳ等
を活用した広報活動を行った。【厚生労働省】

⑤ 個人が自分の将来を考え、健康を守りながら妊
娠・出産を実現することができるよう、以下の事

項について、行政・企業・地域が連携し、普及啓
発や相談体制の整備を行った。【内閣府、こども
家庭庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】
・ 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な

妊娠及びその間隔、子宮内膜症・子宮頸がん等
の早期発見と治療による健康の保持、男女の不
妊など、妊娠の計画の有無にかかわらず、早い
段階から妊娠・出産の知識を持ち、自分の身体
への健康意識を高めること（プレコンセプショ
ンケア）に関する事項

・ 暴力による支配（配偶者等からの暴力、ハラ
スメントなど）の予防に関する事項

・ 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥
満、喫煙など、次世代に影響を与える行動に
関する事項

⑥ 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療
による、将来の妊娠や年代ごとの健康に関する情
報の集積や普及啓発を行い、相談体制を整備して
いる。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

⑦ 喫煙、受動喫煙及び飲酒について、その健康影
響に関する正確な情報の提供を行っている。また、
喫煙・飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすこと
など十分な情報提供に努めている。【こども家庭
庁、厚生労働省】

（ウ）更年期
① 女性特有の疾患に対応した検診として、骨粗

しょう症検診、子宮頸がん検診、乳がん検診が実
施されており、特にがん検診の受診率及び精密検
査の受診率の向上を図っている。

骨粗しょう症検診については、検診の判定に資
するマニュアルの改訂に向けて、 厚生労働科学研
究を通じてエビデンス収集を行った。【厚生労働
省】

② 性ホルモンの低下等により、心身に複雑な症状
が発生しやすく、また更年期以降に生じやすい疾
患の予防が重要で効果的な年代であるため、更年
期障害及び更年期を境に発生する健康問題の理解
促進やホルモン補充療法等の治療の普及を含め、
包括的な支援に向けた取組を推進している。【厚
生労働省】

③ 更年期にみられる心身の不調については、個人
差があるものの、就業や社会生活等に影響を与え
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ることがあり、職場等における更年期の健康に関
する研修や啓発活動の取組及び相談体制の構築を
促進している。また、更年期症状による体調不良
時等に対応する休暇制度を導入している企業の事
例を働き方・休み方改善ポータルサイトに掲載す
ることにより、導入促進を図っている。【厚生労働
省、経済産業省】

④ この時期は、更年期以降に発生する疾患やフレ
イル状態（加齢に伴う心身機能や認知機能の低下
により支援が必要な状態）を予防するために重要
な年代であることから、運動や栄養、睡眠などの
生活習慣が老年期の健康に及ぼす影響について、
老年期の心身の健康に資する総合的な意識啓発に
取り組んでいる。また受診率の低い被扶養者への
働きかけなど、特定健康診査・特定保健指導の受
診率向上を図り、生活習慣病の予防に取り組んで
いる。

健康日本21（第三次）における身体活動・運動
分野の取組を推進するため、令和６ （2024）年１
月、最新のエビデンス等を基に、身体活動・運動
に係る推奨事項や参考情報を取りまとめた「健康
づくりのための身体活動・運動ガイド2023」を
公表した。【厚生労働省】

（エ）老年期
① 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変

化を踏まえ、口腔機能低下、認知機能低下及びロ
コモティブシンドローム（運動器症候群）等の予
防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び
向上等により、男女ともに健康寿命（健康上の問
題で日常生活が制限されることなく生活できる期
間）の延伸を実現している。

スマート・ライフ・プロジェクトを通じて、ロ
コモティブシンドロームの予防等について周知・
啓発を行った。【厚生労働省】

② フレイル状態になることが多いことから、フレイ
ルの進展予防対策を実施している。【厚生労働省】

第２節 医療分野における女性の参
画拡大

① 女性医師の更なる活躍に向けて、医師の働き方
改革を推進するとともに、復職支援や勤務体制の

柔軟化（短時間勤務や当直等の配慮）、チーム医
療の推進、複数主治医制の導入、医療機関におけ
る院内保育や病児保育の整備など、女性医師が活
躍するための取組を実施・普及している。【こども
家庭庁、厚生労働省】

② 大学病院等に勤務する非常勤扱いの医師や大学
院生などの勤務形態の違い、出産時期による入所
困難などの運用上の問題、救急対応による不規則
な勤務などにより、保育が利用できず活躍が阻害
されることがないよう、事業所内保育や企業主導
型保育等も含めた保育所、病児保育、民間のシッ
ターサービスなど、社会全体として様々な保育を
利用しやすい環境を整備した。また、医師・看護
師及び介護従事者の働き方やキャリアパスの特殊
性を考慮し、放課後児童クラブや送迎サービスな
ど付随するニーズを把握し、支援を強化している。

【こども家庭庁、経済産業省】
③ 育児等により一定期間職場を離れた女性の医

師や看護師等の復職が円滑に進むよう、最新の医
学・診療知識へのキャッチアップ、相談・職業あっ
せん等を推進している。【厚生労働省】

④ 医学部生に対するキャリア教育や多様なロール
モデルの提示などの取組を進め、固定的な性別役
割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）がもたらす悪影響の除去に努めるとと
もに、男女を問わず医師としてキャリアを継続す
るよう支援している。【文部科学省】

⑤ 女性医師が出産や育児又は介護などの制約の有
無にかかわらず、その能力を正当に評価される環
境を整備するため、固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）
がもたらす悪影響の除去及びハラスメントの防
止、背景にある長時間労働の是正のための医師の
働き方改革や主治医制の見直しを推進している。

【厚生労働省】

第３節 スポーツ分野における男女
共同参画の推進

① 競技団体や部活動等の指導者を目指す女性競技
者等を対象に、コーチングのための指導プログラ
ムやガイドブックを活用した、女性特有の身体的
特徴やニーズ、ハラスメント防止等の指導上の配
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慮事項に関する研修会を３回実施することなどを
通じてスポーツ指導者における女性の参画を促進
する関係団体の取組を支援している。【文部科学省】

② 令和元（2019）年６月にスポーツ庁が決定し
た「スポーツ団体ガバナンスコード」で設定され
た女性理事の目標割合（40％）達成に向けて、各
中央競技団体における目標設定及び具体的方策の
実施を促し、女性理事の比率向上に向けた取組の
支援等を行った結果、各中央競技団体における女
性理事の割合は平均29.2％となり、令和４（2022）
年度と比較して約4.7％上昇している。【文部科学
省】

③ 女性競技者の三主徴（エネルギー不足、運動性
無月経、骨粗しょう症）に対応した医療・科学サ
ポート体制の確立に向けて、婦人科医との連携や
相談体制を構築した。また、女性競技者や指導者
に対する講習会等を開催し、普及・啓発の取組を
実施した。【文部科学省】

④ 生涯を通じた健康づくりのため、運動習慣の定
着や身体活動量の増加に向けた取組を推進してい
る。

健康日本21（第三次）における身体活動・運動
分野の取組を推進するため、令和６ （2024）年１
月、最新のエビデンス等を基に、身体活動・運動
に係る推奨事項や参考情報を取りまとめた「健康
づくりのための身体活動・運動ガイド2023」を

公表した。（再掲）【厚生労働省】
⑤ 関係省庁、地方公共団体、スポーツ団体、経済

団体、企業等で構成するコンソーシアムを設置し、
加盟団体が連携・協働して、身近な地域で健康づ
くりを図るための環境整備を行う等、女性におけ
る運動・スポーツへの参加促進に向けた取組を推
進し、スポーツ庁ホームページ等で公表するとと
もに、女性のスポーツ実施促進に係る環境整備等
に関する研究を実施した。【文部科学省】

⑥ スポーツに関する指導ができる人材の養成・活
用について、多様な住民のニーズに対応できる多
様な指導者の発掘・創出などの各地方公共団体等
が実施する取組を推進している。【文部科学省】

⑦ 女性競技者の出産後の復帰を支援するため、ス
ポーツ医・科学を活用したトレーニングサポート
を実施したことに加え、競技生活と子育ての両立
に向けた環境整備のため、練習や遠征時の育児サ
ポートを実施した。【文部科学省】

⑧ 競技者に対する指導者等からのセクシュアルハ
ラスメントや性犯罪の防止に向け、これらの不法
行為等を行わず、かつ競技者の人間的成長を促す
ことのできるグッドコーチを養成するためのカリ
キュラム等を活用し、資質の高い指導者の養成を
行う関係団体の取組を支援している。【文部科学
省】

第１節 国の防災・復興行政への男
女共同参画の視点の強化

① 令和３（2021）年より、災害応急対策のための
会議等に内閣府男女共同参画局長を構成員等とし
て追加している。令和６（2024）年１月１日に設
置された令和６年能登半島地震特定災害対策本部
においても同局長が本部員に任命された。【内閣
府、関係省庁】

② 「国土強靱化年次計画2023」の策定に当たり、

男女共同参画の視点に立った防災・災害対応・復
旧復興の推進について記載した。【内閣府】

③ 内閣府では、内閣府調査チーム派遣予定者への
説明会（令和５（2023）年４月）等において、災
害対応に携わる職員へ男女共同参画の視点からの
災害対応の重要性等について説明を行った。また、
令和６年能登半島地震への対応に当たり、被災者
支援に携わる関係省庁の職員に対し、「災害対応
力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点か
らの防災・復興ガイドライン～」及び同ガイドラ

防災・復興、環境問題における�
男女共同参画の推進第� 分野８
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インに掲載されている「避難所チェックシート」
を周知し、男女共同参画の視点に立った取組への
協力を依頼した。【内閣府、総務省、関係省庁】

第２節 地方公共団体の取組促進

ア 防災・復興に関する政策・方針決
定過程への女性の参画拡大

① 内閣府では、令和５（2023）年４月、地方公共
団体に対し、内閣府男女共同参画局長と内閣府政
策統括官（防災担当）の連名で地方防災会議にお
ける女性委員の登用加速を促す通知を発出した。
また、令和６（2024）年２月、都道府県知事、市
区町村長、防災・危機管理担当部局及び男女共同
参画担当部局等の幹部職員並びに地方防災会議委
員を対象に、防災会議を含む意思決定過程や防災
の現場への女性の参画促進を目的としたオンライ
ン・シンポジウムを開催した。【内閣府、総務省】

② 内閣府では、令和４（2022）年に作成した「女
性が力を発揮するこれからの地域防災～ノウハ
ウ・活動事例集～」や令和５（2023）年５月に作
成した「防災分野における女性の参画促進～好事
例集～」を活用し、女性を積極的に登用している
都道府県や市区町村の好事例の展開を行った。【内
閣府、総務省】

③ 自治体危機管理・防災責任者研修（第１期令和
５（2023）年５～６月、第２期令和５（2023）
年10 ～ 12月）、「防災スペシャリスト養成」有明
の丘研修（第１期令和５（2023）年９～ 10月、
第２期令和６（2024）年１～３月）等の地方公
共団体等の職員等を対象とした研修において、災
害対策本部への女性職員の配置及び男女共同参
画の視点からの災害対応の必要性に関し知識の習
得を図った。また、令和６年能登半島地震への対
応に当たり、男女共同参画局の職員を石川県に設
置した非常災害現地対策本部に派遣し、避難所等
における男女共同参画の視点に立った取組につい
て、県や市町、関係省庁等に働きかけを行ったほ
か、「災害時の男女共同参画センター等の相互支
援ネットワーク」を通じて、被災経験のある男女
共同参画センター等とも協力し、情報共有を行っ

た。【内閣府】
④ 東日本大震災の被災地における復興の取組に

男女共同参画を始めとした多様な視点をいかすた
め、行政や民間団体における各種施策や参考とな
る事例等の情報を収集し、「男女共同参画の視点
からの復興～参考事例集～」（令和６（2024）年
３月末時点で120事例）として公表した。【復興庁】

イ 防災の現場における女性の参画拡大
① 内閣府では、令和３（2021）年から継続的に実

施している「災害対応力を強化する女性の視点～
男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライ
ン～」に基づく地方公共団体の取組状況調査にお
いて、地方公共団体が作成する地域防災計画や避
難所運営マニュアル等の作成・修正に当たり、男
女共同参画の視点に立った取組の実施の有無や関
連項目の記載の有無についても調査し、結果を公
表した。また同調査結果を踏まえ、地方公共団体
の職員等を対象とした研修等において情報提供や
助言等を行った。【内閣府、総務省】

② 地方公共団体の職員等を対象とした研修におい
て、避難所運営等への女性の参画、女性と男性の
ニーズ等の違いに配慮した取組及び安全・安心の
確保に向けた取組の強化について働きかけを行っ
ている。また、令和６年能登半島地震への対応に
当たり、避難所等における性暴力・ＤＶ防止の啓
発に係る取組を行った。【内閣府】

③ 「防災・災害対応における男女共同参画センター
等の相互支援ネットワーク」の平常時及び災害時
における効果的な運用を促進するために、災害発
生時には男女共同参画の視点からの防災・災害対
応の取組について随時情報を発信している。また、
令和６（2024）年２月に実施した相互支援ネット
ワークの登録団体向け研修会において、令和６年
能登半島地震における男女共同参画の視点からの
取組について情報共有を行った。【内閣府】

④ 地方公共団体の職員を含む防災関係者に対し
「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参
画の視点からの防災・復興ガイドライン～」の内
容を踏まえた研修を行っている。また、指導的
立場にある者を対象とした研修として、令和６

（2024）年２月、都道府県知事、市区町村長、防災・
危機管理担当部局及び男女共同参画担当部局等の
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幹部職員並びに地方防災会議委員を対象に防災会
議を含む意思決定過程や防災の現場への女性の参
画促進を目的としたオンライン・シンポジウムを
開催した。（再掲）【内閣府、総務省】

⑤ 内閣府では、令和５（2023）年10月、地方公
共団体で災害対応に関わる部局の職員、地域防災
リーダー、学校関係者等を対象とした、「男女共
同参画の視点による災害対応研修」を独立行政法
人国立女性教育会館（以下「ＮＷＥＣ」という。）
と共催し、令和４（2022）年に作成した「女性
が力を発揮するこれからの地域防災～ノウハウ・
活動事例集～」について紹介し、自主防災組織等
において女性の参画を進める好事例の展開を行っ
た。【内閣府、総務省】

⑥ ＮＷＥＣと共催した、「男女共同参画の視点に
よる災害対応研修」（前掲）において、男女共同
参画の視点に立った避難所運営訓練が行われ、地
域、行政、学校等の関係者との連携の仕方や誰一
人取り残さない避難所運営等について、研修参加
者の理解を深めた。また、文部科学省が作成する

「実践的な防災教育の手引き」（中学校・高等学校
編）においては、男女共同参画の視点に立った防
災教育の事例について掲載する予定としている。

【内閣府、総務省、文部科学省、関係省庁】
⑦ 復興庁では、東日本大震災の被災地における復

興の取組に男女共同参画を始めとした多様な視点
をいかすため、行政や民間団体における各種施策
や参考となる事例等の情報を収集し、「男女共同
参画の視点からの復興～参考事例集～」（令和６

（2024）年３月末時点で120事例）として公表した。
（再掲）【内閣府、復興庁】

⑧ 消防吏員の女性比率について、令和８（2026）
年度当初までに５％に増加させることを全国の消
防本部との共通目標として掲げており、消防本部
等に対し数値目標の設定による計画的な増員の確
保、女性消防吏員の職域の拡大等、ソフト・ハー
ド両面での環境整備に取り組むよう引き続き要請
するとともに、消防署等における職場環境の整備
が図られるよう、女性専用施設等（浴室・仮眠室等）
の職場環境の整備に要する経費を支援した。

また、消防吏員を目指す女性の増加を図るため、
女子学生等を対象とした職業体験イベントの開催
やＰＲ広報を実施するとともに、女性消防吏員活

躍推進アドバイザーの派遣、女性消防吏員活躍推
進支援事業などの取組を通じた先進的な事例の全
国展開に加え、女性消防吏員が０名の消防本部の
解消及び数値目標の達成に重点を置いた、外部講
師による幹部職員向け研修会を実施するなど、女
性消防吏員の更なる活躍に向けた取組を推進し
た。【総務省】

⑨ 消防団への女性の積極的な入団を促進するた
め、企業・大学と連携した入団促進や女性・若者
等が活動しやすい環境づくりなどの消防団の充実
強化につながる地方公共団体の取組を支援すると
ともに、女性消防団員の更なる充実に向けて、全
国女性消防団員活性化大会等を開催した。また、
消防団の拠点施設等における女性用トイレや更衣
室の設置等を促進した。【総務省】

ウ 「災害対応力を強化する女性の視点
～男女共同参画の視点からの防災・
復興ガイドライン～」の活用徹底

① 内閣府では、地方公共団体の職員等を対象に
した研修や実践的学習プログラムの活用等を通じ
て、継続的に「災害対応力を強化する女性の視点
～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラ
イン～」の周知徹底を図った。また、令和６年能
登半島地震への対応に当たり、被災者支援に携わ
る関係省庁の職員に対し、「災害対応力を強化す
る女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・
復興ガイドライン～」及び同ガイドラインに掲載
されている「避難所チェックシート」を周知し、
男女共同参画の視点に立った取組への協力を依頼
した。（再掲） 令和６（2024）年２月、都道府県
知事、市区町村長、防災・危機管理担当部局及び
男女共同参画担当部局等の幹部職員並びに地方防
災会議委員を対象とした、防災会議を含む意思決
定過程や防災の現場への女性の参画促進を目的と
したオンライン・シンポジウムの開催に当たって
は、全国知事会及び全国町村会と連携し、同シン
ポジウムの周知を行った。【内閣府、関係省庁】

② 令和５（2023）年７月及び８月の大雨・台風並
びに令和６年能登半島地震発生直後、地方公共団
体の男女共同参画担当部局に対し、各地域の男女
共同参画センターとも連携しながら、「災害対応
力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点か
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らの防災・復興ガイドライン～」に基づく取組を
行うよう要請した。【内閣府】

③ 令和３（2021）年から継続的に実施している 
「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参
画の視点からの防災・復興ガイドライン～」に基
づく地方公共団体の取組状況のフォローアップ調
査を行った。【内閣府】

④ 令和５（2023）年９月、防災推進国民大会（ぼ
うさいこくたい）においてワークショップを開催
し、参加した防災士や地域の女性防災リーダー
等に対し、「災害対応力を強化する女性の視点～
男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライ
ン～」や内閣府が作成した好事例集等について情
報共有を行った。【内閣府】

第３節 国際的な防災協力における
男女共同参画

① 第58回国連女性の地位委員会「自然災害に
おけるジェンダー平等と女性のエンパワーメン
ト」決議（平成26（2014）年）及び第３回国連
防災世界会議で策定された「仙台防災枠組2015-
2030」（平成27（2015）年）等が求める事項等に
ついて、国連防災機関（ＵＮＤＲＲ）「ジェンダー
アクションプラン（ＧＡＰ）」の策定に向けて関係
省庁と協力・支援している。また、令和５（2023）
年10月、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が主催する課
題別研修「ジェンダーと多様性からの災害リスク
削減と気候変動」において、日本政府における男
女共同参画の視点に立った防災・災害対応の取組
について情報提供を行った。【内閣府、外務省】

② 国際的な防災協力に当たっては、男女共同参画
の視点を踏まえて援助を行った。【外務省】

第４節
男女共同参画の視点に立っ
た気候変動問題等の環境問
題の取組の推進

① 審議会等における女性委員の登用を進め、政
策・方針決定過程への女性の参画拡大を図ってい
る。例えば環境省は、中央環境審議会の委員の半
数を女性とするなど、審議会等における女性委員
の登用を進めている。具体的には、中央環境審議

会では、女性の会長が選出されるとともに、同審
議会に置かれ気候変動問題等を所掌とする地球環
境部会において構成委員の約半数を女性委員とし
ている。【経済産業省、環境省】

② 環境問題に関する施策の企画立案・実施に当
たっては、男女別のデータを把握し、女性と男性
に与える影響の違いなどに配慮して取り組んでい
る。令和５（2023）年度においては、ナッジ等
の行動科学の知見を活用して温室効果ガス排出削
減、熱中症対策、防災対策、生物多様性保全等
に資する意識変革や行動変容を促す実証実験を実
施する際に、対象者の性別等の属性情報の収集を
行った。今後、当該情報の解析を通じて、施策の
効果の個人差及び普遍性の解明並びに一人一人に
合った働きかけの開発等に役立てることとしてい
る。【環境省】
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第１節 男女共同参画の視点に立っ
た各種制度等の見直し

ア 働く意欲を阻害しない制度等の検討
① 働き方の多様化を踏まえつつ、働きたい女性が

就業調整を意識しなくて済む仕組み等を構築する
観点から、税制6や社会保障制度等について、総合
的な取組を進めている。
・ 令和６（2024）年10月に予定されている短

時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に向
けて、準備・周知・広報を行っている。（再掲）
また、いわゆる「年収の壁」については、壁を
意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境
づくりを後押しするため、当面の対応として「年
収の壁・支援強化パッケージ」を令和５（2023）
年10月から実施している。【厚生労働省】

・ 配偶者の収入要件があるいわゆる配偶者手
当については、社会保障制度とともに、就業調
整の要因となっているとの指摘があることに鑑
み、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう、
労使に対しその在り方の検討を促すため、令
和５（2023）年10月に見直しの手順をフロー
チャートで示す等分かりやすい資料を作成・公
表するとともに関係団体等を通じて周知を行っ
たところであり、引き続き環境整備を図ってい
る。【厚生労働省】

6	 	配偶者の所得の大きさに応じて、控除額を段階的に減少させる配偶者特別控除の導入によって、配偶者の給与収入が103万円を超え
ても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「103万円の壁」は解消している。

イ 家族に関する法制の整備等

① 現在、身分証明書として使われるパスポート、
マイナンバーカード、免許証、住民票、印鑑登録
証明書なども旧姓併記が認められており、旧姓の
通称使用の運用は拡充されつつあるが、国・地方
一体となった行政のデジタル化・各府省庁間のシ
ステムの統一的な運用などにより、婚姻により改
姓した人が不便さや不利益を感じることのないよ
う、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知を
行った。【関係府省庁】

② 令和６（2024）年４月１日から不動産の所有権
の登記名義人の氏名に旧姓の併記が可能になった
ことについて、ホームページ等において周知した。

【法務省】
③ 「規制改革実施計画」（令和５年６月16日閣議

決定）に基づき、婚姻により改姓した人が不便さ
や不利益を感じることがないよう、各府省庁及び
地方公共団体宛てに、マイナンバーカードに旧姓
併記できることの周知、旧姓使用者の本人確認に
際しての旧姓併記したマイナンバーカードの活用
推進及び旧姓併記したマイナンバーカードの署名
用電子証明書の旧姓に係る仕様を踏まえたシステ
ム構築への積極的な対応を依頼する通知文を発出
するなどの取組を実施した。【内閣府、デジタル庁、
総務省】

④ 各種国家資格等における旧姓使用の現状等に関
する調査を実施し、314の国家資格等（総務省平
成23（2011）年「資格制度概況調査結果」に基

Ⅲ �男女共同参画社会の実現に向けた
基盤の整備

男女共同参画の視点に立った�
各種制度等の整備第� 分野９
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づき整理）の全て（令和５（2023）年５月31日現在）
で旧姓使用ができることをホームページ上に公表
した。【内閣府】

⑤ 婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっている
ことなどを背景に、婚姻前の氏を引き続き使えな
いことが婚姻後の生活の支障になっているとの声
など国民の間に様々な意見がある。そのような状
況も踏まえた上で、家族形態の変化及び生活様式
の多様化、国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏
に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度
と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、ま
た家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考
える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会
における議論の動向を注視しながら、司法の判断
も踏まえ、更なる検討を進めるものとされており、
国民や国会議員による議論が活発にされるよう、
法務省ホームページ等において、引き続き、積極
的に情報提供を行った。【法務省、関係府省】

⑥ 夫婦の氏に関する理解を深めるため、ホーム
ページにおいて、婚姻した夫婦が選択した姓（夫
の姓・妻の姓）の割合、世論調査の結果等の夫婦
の氏に関するデータを掲載し、情報提供を行った。

【内閣府】

ウ 男女の多様な選択を可能とする育
児・介護の支援基盤の整備

① 子ども・子育て支援新制度の実施による幼児期
の学校教育、保育、地域の子供・子育て支援の充
実、幼児教育・保育の無償化、「新子育て安心プ
ラン」を踏まえた保育の受け皿整備、「新・放課
後子ども総合プラン」に基づく放課後児童クラブ
の受入児童数の拡大などにより、地域のニーズに
応じた子育て支援の一層の充実を図っている。【こ
ども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】
・ 幼稚園・保育所・認定こども園を通じた共通

の給付や小規模保育への給付、地域の事情に応
じた認定こども園の普及及び地域子育て支援拠
点や放課後児童クラブ等地域のニーズに応じた
多様な子育て支援策を着実に実施している。

・ 待機児童の解消に向け、保育所等の整備を推
進するとともに、それに伴い必要となる保育人
材の確保や子育て支援員の活用等を推進してい
る。

・ 多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、
休日保育、夜間保育、病児保育や複数企業間で
の共同設置を含む事業所内保育等の多様な保育
を提供している。

・ 就業の有無にかかわらず、一時預かりや幼稚
園の預かり保育等により、地域における子育て
支援の拠点やネットワークを充実させている。

・ 幼児教育・保育の無償化の着実な実施や保育
利用に係る支援等により、保護者の経済的負担
の軽減等を図っている。

・ 放課後等デイサービス等の通所支援や保育所
等における障害のある子供の受入れを実施する
とともに、マザーズハローワーク等を通じ、き
め細かな就職支援等を行うことにより、そうし
た子供を育てる保護者を社会的に支援してい
る。

② 子供の事故防止に関連する関係府省の連携を
図り、保護者や教育・保育施設等の関係者の事故
防止の意識を高めるための啓発活動や、安全に配
慮された製品の普及等に関する取組を推進してい
る。令和５（2023）年度は、平成29（2017）年
度から定めている「こどもの事故防止週間」を７
月17日から同月23日までとし、関係府省が連携
して集中的な広報活動を行うなどの取組を実施し
た。【こども家庭庁、関係府省】

③ 子供の安全な通行を確保するため、子供が日常
的に集団で移動する経路等の交通安全環境の整備
や、地域ぐるみで子供を見守るための対策等を推
進している。 【警察庁、こども家庭庁、文部科学省、
国土交通省】

④ 安心して育児・介護ができる環境を確保する観
点から、生活サービス機能や居住の誘導によるコ
ンパクトシティの形成や、住宅団地における子育
て施設や高齢者・障害者施設の整備、各種施設や
公共交通機関等のバリアフリー化、全国の「道の
駅」における子育て応援施設の整備等を推進して
いる。【国土交通省】

⑤ 医療・介護保険制度については、多様な人材に
よるチームケアの実践等による効率化・重点化に
取り組みながら質の高いサービスの充実を図って
いる。その際、医療・介護分野における多様な人
材の育成・確保や、雇用管理の改善を図っている。

【厚生労働省】
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⑥ 医療・介護の連携の推進や、認知症施策の充実
等により、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム）の構築に向けた取組
を着実に進めるとともに、家族の介護負担の軽減
を図っている。【厚生労働省】

⑦ 男女ともに子育て・介護をしながら働き続ける
ことができる環境の整備に向けて、育児・介護休
業法の履行確保を図っている。

また、次世代法の周知を行うとともに、仕事と
子育ての両立を推進する企業を対象とした認定及
び特例認定の取得を促進している。【厚生労働省】

第２節
男女の人権尊重の理念と法
律・制度の理解促進及び救
済・相談の充実

① 学校や社会において、法令等により保障される
人権に関し、正しい知識の普及を図るとともに、
国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を
深めるため、様々な教育・啓発活動を行っている。

【内閣府、法務省、文部科学省、関係省庁】
② 男女共同参画に関連の深い法令・条約等につい

て、分かりやすい広報の工夫等により、その内容
の周知に努めている。また、権利が侵害された場
合の相談窓口、救済機関等の周知に努めている。

【内閣府、法務省、外務省、関係省庁】
③ 政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵

害された場合における被害者の救済について、行
政相談制度や法務省の人権擁護機関等を積極的に
活用している。その際、相談に当たる職員、行政
相談委員、人権擁護委員及び民生委員・児童委員
の研修の充実を図るとともに、男女共同参画に関
する苦情処理、被害者救済体制等（令和５（2023）
年４月１日現在）についての実態把握を行った。

また、法務省の人権擁護機関においては、男女
共同参画社会の実現のために、啓発活動に積極的
に取り組むとともに、法務局の人権相談窓口や、

「女性の人権ホットライン」において、人権相談、
人権侵犯事件の調査救済活動に、関係機関と連携
しつつ積極的に対応している。【内閣府、こども家
庭庁、総務省、法務省、厚生労働省】

④ 法務省の人権擁護機関では、日本語を自由に話
すことが困難な外国人等からの人権相談に対応す

るため、全国の法務局に「外国人のための人権相
談所」を設け、約80の言語による相談に応じる
などしている。

また、「外国語人権相談ダイヤル」及び「外国
語インターネット人権相談受付窓口」を設けてお
り、電話・インターネットでも10言語による人権
相談を受け付けている。（再掲）【法務省】

⑤ 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
の充実を図っている。令和５（2023）年における

「女性の人権ホットライン」で相談に応じた件数
は、15,142件となっている。（再掲）【法務省】

⑥ 男女共同参画に関する全国会議や研修への参加
を呼び掛けるなどして、行政相談委員の男女共同
参画に関する政府の施策についての苦情処理能力
の向上等に向けた支援を行った。【総務省】

⑦ 男女共同参画に関連の深い法令・条約等につい
て、政府職員、警察職員、消防職員、教員等に対
して、研修等の取組を通じて理解の促進を図って
いる。また、法曹関係者についても、同様の取組
が進むよう、情報の提供や講師の紹介等可能な限
りの協力を行っている。【全府省庁】
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第１節
男女共同参画を推進し多様
な選択を可能にする教育・
学習の充実

ア 校長を始めとする教職員への研修
の充実

① 校長を始めとする教職員や教育委員会が、男女
共同参画を推進する模範となり、児童・生徒の教
育・学習や学級経営等において男女平等の観点が
充実するよう、各教育委員会や大学等が実施する
男女共同参画に関する研修について、研修内容及
びオンラインを含めた実施方法の充実を促してい
る。【文部科学省】

② ＮＷＥＣにおいて、初等中等教育機関の教職員、
教育委員会など教職員養成・育成に関わる職員を
対象に、学校現場や家庭が直面する現代的課題に
ついて、男女共同参画の視点から捉え理解を深め
る研修（オンラインの活用を含む。）を実施してい
る。【文部科学省】

イ 男女平等を推進する教育・学習の
充実

① 初等中等教育において、男女共同参画の重要
性に関する指導が充実するよう、学習指導要領
の趣旨の徹底を図った。男女共同参画推進連携
会議において作成した副教材「みんなで目指す！ 
ＳＤＧｓ×ジェンダー平等」について、各学校や
各都道府県の男女共同参画センター等での活用を
促している。【内閣府、文部科学省】

② 子供に身近な存在である教職員等が固定的な
性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコン
シャス・バイアス）を持つことがないよう、男女
共同参画を推進するための研修や周知啓発等の取
組を推進している。【文部科学省】

③ 図書館や公民館等の社会教育施設において、学
校や男女共同参画センター、民間団体等と連携し、

情報・資料の提供等を通じて学習機会の充実を
図っている。【文部科学省】

④ ＮＷＥＣにおいて、関係省庁、地方公共団体、
男女共同参画センターや大学、企業等と連携を図
りつつ、男女共同参画を推進する組織のリーダー
や担当者を対象にした研修や教育・学習支援、男
女共同参画に関する専門的・実践的な調査研究や
情報・資料の収集・提供等を行い、男女共同参画
社会の形成の促進を図っている。【文部科学省】

⑤ 優れたキャリア教育の取組を行っている企業・
団体等を表彰する「キャリア教育アワード」や、
教育関係者と地域・社会や産業界等の関係者の連
携・協働によるキャリア教育に関するベストプラ
クティスを表彰する「キャリア教育推進連携表彰」
を実施することで、キャリア教育の普及・推進を
図っている。

また、社会全体でキャリア教育を推進していこ
うとする気運を高め、キャリア教育の意義の普及・
啓発と推進に資することを目的として、「キャリア
教育推進連携シンポジウム」を開催している。【文
部科学省、経済産業省、厚生労働省】

ウ 大学、研究機関、独立行政法人等
による男女共同参画に資する研究
の推進

① ＮＷＥＣにおいて、教育・学習支援、男女共同
参画に関する専門的・実践的な調査研究や情報・
資料の収集・提供を行っている。【文部科学省】

② 日本学術会議において、ジェンダー研究を含む
男女共同参画社会の形成に資する学術研究及び教
育制度について、多角的な調査及び審議を推進し
た。【内閣府】

エ 多様な選択を可能にする教育・能
力開発・学習機会の充実

① 初等中等教育段階において、総合的なキャリア
教育を推進する際に、男女共同参画の意義、ワー

教育・メディア等を通じた男女
双方の意識改革、理解の促進第� 分野10
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ク・ライフ・バランスなどの知識や技術の習得が
図られるよう、教育委員会を通じて各学校の取組
を促している。【文部科学省】

② 保護者や進路指導の担当教員等に対し、女性が
高等教育を受けることや理工系分野等女性の参画
が進んでいない分野における仕事内容や働き方へ
の理解を促進している。【文部科学省】

③ 大学や高等専門学校等における女子生徒を対象
としたシンポジウム、出前講座及びキャリア相談
会の開催を促進している。【文部科学省】

④ 多様な年代の女性の社会参画を支援するため、
大学や企業、女性教育関係団体等の７団体が連
携し、学び直しを通じて女性のキャリアアップや
キャリアチェンジ等を総合的に支援する取組を促
進している。【文部科学省】

⑤ 大学入学者選抜において性別を理由とした不公
正な取扱いが行われることのないよう、「令和６年
度大学入学者選抜実施要項」（令和５（2023）年
６月高等教育局長通知）により各大学に対し周知
徹底を図るとともに、特に医学部医学科入学者選
抜に係る入試情報については、ホームページにお
いて各大学の男女別の合格率を公表している。【文
部科学省】

第２節
学校教育の分野における政
策・方針決定過程への女性
の参画拡大

① 各教育機関や教育関係団体における意思決定層
への女性の登用について、具体的な目標設定を行
うよう要請している。その際、学校に関しては校
長と教頭のそれぞれについて目標設定を行うよう
促している。【内閣府、文部科学省】

② 女性活躍推進法に基づき、特定事業主である教
育委員会や一般事業主である学校法人の更なる取
組を促している。【内閣府、文部科学省、厚生労
働省】

③ 管理職選考について女性が受けやすくなるよ
う、教育委員会における検討を促している。【文
部科学省】

④ 女性管理職の割合が高い地方公共団体における

7	 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の５に基づく。

取組の好事例の横展開を図っている。【文部科学
省】

⑤ 教職員の男女が共に仕事と育児・介護等の両立
を図ることができるよう、勤務時間管理の徹底や
業務の明確化・適正化等の働き方改革、男性の育
児休業取得促進やマタニティ・ハラスメント防止
等の両立支援に取り組むよう教育委員会等に対し
て促している。【文部科学省】

⑥ 学校運営に地域の声を反映するために設置する
ことが努力義務となっている学校運営協議会7の委
員の構成について、女性の登用を推進するよう教
育委員会に促している。【文部科学省】

⑦ 独立行政法人教職員支援機構が実施する校長・
教頭への昇任を希望する教員が参加する各種研修
について、「第５次男女共同参画基本計画」を踏
まえ、研修における女性教職員の参加割合の目標
を25％に設定するなど、女性教職員の積極的な参
加を引き続き促進したところであり、本目標を達
成している。【文部科学省】

⑧ ＮＷＥＣにおいて実施してきた女性教員の管理
職登用の促進に向けた調査研究の成果を踏まえ、
学校教育における意思決定過程への女性の参画等
に関する調査研究を更に進めるとともに、その成
果を活用した研修等を実施している。【文部科学
省】

第３節 国民的広がりを持って地域
に浸透する広報活動の展開

① 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）について、気付きの機会を提供し解消
の一助とするため、これまでの調査研究やチェッ
クシート・事例集に基づき、普及啓発用動画の制
作やワークショップを開催した。（再掲）【内閣府】

② 誰もが簡単に利用できる、様々な「職業」や「社
会生活場面」を想定した性別による固定的役割
分担に捉われないフリーイラスト素材を追加作成
し、ホームページで提供を行っている。（再掲）【内
閣府】

③ 政府広報を活用し、幅広く丁寧に、男女共同参
画に関する国民的関心を高めていくため、Yahoo!
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ニュースやSmartNewsでのバナー広告、新聞突
出し広告による情報発信を行った。【内閣府、総
務省】

④ 「男女共同参画週間」（毎年６月23日から同月
29日まで）における地方公共団体の具体的な取組
の掲載や「男女共同参画社会づくりに向けての全
国会議」において、地方公共団体や関係機関・団
体と連携し、男女共同参画に関する意識の浸透を
図っている。（再掲）【内閣府】

⑤ 家事・育児等の手間やストレスの軽減に資する
様々な活動や商品・サービスの活用に関する広報
活動として、特定非営利活動法人キッズデザイ
ン協議会が実施しているキッズデザイン賞におい
て、男女共同参画担当大臣賞及びこども政策担当
大臣賞を選定・表彰している。【内閣府、こども
家庭庁】

⑥ 全国50か所の行政相談センターの相談窓口に、
内閣府男女共同参画局が作成した「女性に対する
暴力をなくす運動」のポスターを掲示し、広報に
努めた。【総務省】

第４節 メディア分野等と連携した
積極的な情報発信

① 男女共同参画を阻害する固定観念の撤廃を目指
すために国連女性機関（ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）が進め
る国際的な共同イニシアティブ「Unstereotype 
Alliance」と連携し、同イニシアティブに参画す
る民間団体を含め各種会合において意見交換を
行った。【内閣府】

② メディア分野等で働く女性がその業界における
女性活躍や男女共同参画の取組等について情報交
換するため、メディア分野における意見交換会の
場を設け、その成果を地方も含めた業界団体等に
周知することにより、各業界における自主的な取
組を促進した。【内閣府】

第５節
メディア分野等における政策・方針
決定過程への女性の参画拡大及びセ
クシュアルハラスメント対策の強化

① メディア分野等における意見交換会を実施し、
その中でメディア分野等における意思決定過程へ

の女性の参画拡大に関する取組の好事例を共有・
周知するとともに、メディア分野においても性別
による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイ
アス）による性別役割分担の解消に向けた取組を
行うことの重要性について意見交換を実施するこ
とで、女性登用や意思決定過程への女性の参画拡
大の促進となるよう啓発を行った。【内閣府】

② 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定等が義務となっている一般事業主に対し、企
業向けの相談会・説明会やコンサルティング等を
実施することにより、1,200社を超える企業の女
性の活躍推進のための取組を支援した。また、女
性の登用については、経営者層の自主的な取組が
重要であることから、具体的な目標を設定して取
り組むよう、業界団体を通じて要請している。【内
閣府、厚生労働省】

③ メディア・行政間でのセクシュアルハラスメン
ト事案の発生を受け、
・ 政府における取材環境についての意思疎通を

図っている。
・ メディア分野の経営者団体等に対して、セク

シュアルハラスメント防止や取材に関する政府
の取組を周知するとともに、取材現場における
女性活躍、メディア分野における政策・方針決
定過程への女性の参画拡大などについての要請
を行っている。【内閣府、全省庁】 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 
や女子差別撤廃委員会など国
連機関等との協調

ア 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
達成に向けた連携及び推進

① 内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官及び外
務大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部（平
成28（2016）年５月設置）において決定された
ＳＤＧｓ実施指針改定版を踏まえ、ＳＤＧｓ達成
に向けた取組を広範なステークホルダーと連携し
て推進・実施している。【外務省、関係府省】

② ＳＤＧｓにおけるジェンダー平等の実現とジェ
ンダー主流化の達成度を的確に把握している。こ
のため、国連がジェンダーに関連していると公表
したグローバル指標のうち32指標について、引き
続きこれら指標の更新・公表を行った。また、海
外及び国内の研究機関等による評価、グローバル
指標の検討・見直し状況、ローカル指標の検討状
況等に留意し、進捗評価体制の充実と透明性の向
上を図っている。【内閣府、総務省、外務省、関
係省庁】

イ 女子差別撤廃条約の積極的遵守等
① 女子差別撤廃条約に基づく女子差別撤廃委員会

からの最終見解等に関し、男女共同参画会議は、
各府省における対応方針の報告を求め、必要な取
組等を政府に対して要請した。【内閣府、外務省、
関係省庁】

② 女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸
課題の整理を含め、早期締結について真剣に検討
を進めている。【外務省、関係府省】

③ 国際労働機関（ＩＬＯ）の活動に関する事項に
ついて政労使の代表者間で協議を行うＩＬＯ懇談
会においては、未批准のＩＬＯ条約について、男

女共同参画に関連の深い条約も含めて、定期的
に議論を行っている。令和５（2023）年５月の
ＩＬＯ懇談会では、雇用及び職業についての差別
待遇に関する条約（ＩＬＯ第111号条約）につい
て意見交換を行った。【内閣府、外務省、厚生労
働省、関係省庁】

ウ 北京宣言・行動綱領に沿った取組
の推進

① 国連女性の地位委員会等に積極的に参加し、参
加各国との連携を図るとともに、我が国の男女共
同参画・女性活躍に係る取組等の情報発信、共有
により国際的な政策決定、取組方針への貢献に努
めた。令和６（2024）年３月11日から22日ま
で国連本部（ニューヨーク）において、第68回
国連女性の地位委員会が開催され、我が国から
は、加藤鮎子内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
が、一般討論において「ジェンダーの視点からの
貧困撲滅、機構強化、資金動員によるジェンダー
平等達成と女性・女児のエンパワーメントの加
速」のテーマに関する我が国の取組についてビデ
オメッセージ形式でステートメントを述べた。ま
た、日本代表として任命された大崎麻子氏（特定
非営利活動法人 Gender Action Platform 理事）
が、閣僚級円卓会合において同テーマに関するス
テートメントを述べた。我が国は、関係府省庁、
ＮＧＯ関係者、ユースを含む民間からの代表を含
めた日本代表団を結成し、会合に参加した。【内
閣府、外務省、関係省庁】

エ ＵＮ Ｗｏｍｅｎ（国連女性機関）
等との連携・協力推進

① ＵＮ Ｗｏｍｅｎを始めとする国際機関等の取組
に積極的に貢献していくとともに、連携の強化等
を図っている。令和５（2023）年度において、日
本は、ウクライナ及び周辺国、アフリカ、中東、
アジア、中米地域19か国にて紛争、災害等の危

男女共同参画に関する�
国際的な協調及び貢献第� 分野11
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機下における女性・女児の保護、生計支援を中心
とする支援を行っている。【内閣府、外務省、関
係省庁】

第２節
Ｇ ７、 Ｇ 20、 Ａ Ｐ Ｅ Ｃ、
ＯＥＣＤにおける各種合意
等への対応

① 令和５（2023）年に我が国が議長国を務めた
Ｇ７を始め、Ｇ20、ＡＰＥＣ、ＯＥＣＤやその他
の女性に関連する国際会議や多国間協議における
首脳級・閣僚級のジェンダー平等に係る各種の国
際合意や議論を、国内施策に適切に反映して実施
するとともに、その進捗を把握し、施策の改善に
いかした。合意に至る議論の過程においては、我
が国の経験や取組等に基づく情報発信及び共有に
より、政策決定及び取組方針に貢献した。

（Ｇ７）
・ ５月に開催されたＧ７広島サミットの首脳コミュ

ニケでは、ジェンダー平等についての独立したパ
ラグラフに加え、前文、開発、食料安全保障、労働、
教育、デジタル、人権、テロ、地域情勢といった
幅広い文脈においてもジェンダー課題への対処の
重要性が網羅的に記載された。その中でも、あら
ゆる人々が性自認、性表現あるいは性的指向に関
係なく、暴力や差別を受けることなく生き生きと
した人生を享受することができる社会の実現にコ
ミットしたほか、ジェンダー主流化を深化させる
ため、政治と安全保障、経済と社会の領域を橋渡
しする「ネクサス」 を作り出すことによる行動の効
率と影響の最大化を提唱した点などが特筆される。

さらに、６月には我が国で初めてとなる男女共
同参画・女性活躍担当大臣会合を栃木県日光市で
開催し、小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同
参画）が議長として出席した。会合では、「コロ
ナ禍での教訓を生かす」及び「女性の経済的自立」
をテーマに議論を行い、成果文書として「日光声
明」を取りまとめ、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大が女性・女児に与えた不均衡な影響につ
いて、その背景にある構造的な課題に立ち返りつ
つ、包括的に分析・検討を行い、「女性の経済的
自立」、「無償のケア・家事労働」、「ジェンダーに

基づく暴力」、「社会の意識を変える」及び「Ｇ７
のコミットメント推進の枠組み」について、今後
の取組方針を分野横断的かつ体系的に整理した。
11月に上川外務大臣が議長を務め東京で開催され
たＧ７外相会合においては、ＷＰＳアジェンダを
含むジェンダー平等といった、より広範なグロー
バルな課題に対処するため、Ｇ７を超えて国際的
な連帯を更に築くことにコミットすることが共同
声明に盛り込まれた。 

このほか、「ジェンダー・ギャップに関するＧ
７ダッシュボード」 の改訂や、初となる「ジェン
ダー平等実施報告書」の経済協力開発機構（ＯＥ
ＣＤ）による公表など、ジェンダー分野における
Ｇ７のコミットメントの監視メカニズムも着実に
実施された。

（Ｇ 20）
・ ８月にはＧ20インド議長国下で、Ｇ20では３

回目となる女性活躍担当大臣会合が、同国のガン
ディナガルにて完全対面形式で開催され、我が国
からは小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）が参加した。小倉將信内閣府特命担当大臣（男
女共同参画）は「女性のリスキリング」のセッショ
ンに参加し、女性の経済的自立の実現に向けたリ
スキリング支援の具体的施策について発信した。
さらに９月のニューデリー・サミットで発出され
たニューデリー首脳宣言では、女性の経済的及び
社会的エンパワーメントの強化や、デジタル面の
ジェンダー格差の是正、また気候変動等の環境問
題における女性の意思決定層の拡大等の重要性に
ついて再確認された。

（ＡＰＥＣ）
・ ８月に女性と経済フォーラム（閣僚級会合）が

開催され、「アジア太平洋地域の一層の統合と女
性活躍及び指導的地位へのアクセスの確立」を
テーマに、ＡＰＥＣ域内での取組が共有された。
成果として議長の米国から、「ＡＰＥＣ2023 女性
と経済フォーラム 議長声明」が発出された。我が
国からは、小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共
同参画）が対面で参加し、女性のリーダーシップ
を拡大するための我が国の取組や育児休暇の取得
促進について発信を行った。あわせて、ＡＰＥＣ
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で初めて中小企業大臣会合との合同会議が開催さ
れ、中小企業担当及び女性担当閣僚が出席し、令
和５（2023）年のＡＰＥＣテーマである「全ての
人々にとって強靱で持続可能な未来を創造」に基
づき、幅広い議論が行われた。同会合に参加した
小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）か
らはデジタル分野における女性の起業支援につい
て発言を行い、里見隆治経済産業大臣政務官から
は「女性起業家支援パッケージ」や大阪・関西万
博「ウーマンズ・パビリオン」を起点とした女性
活躍の発信について説明を行った。

また、女性と経済フォーラムに併せて、日米韓
三か国会議が開催され、女性の経済的安全保障を
推進する国内外の取組、宇宙分野を含むＳＴＥＭ
分野における女性・女児の活躍推進への取組、家
事・介護のインフラ整備の推進等について、三か
国間で意見交換が行われた。同会議には小倉將信
内閣府特命担当大臣（男女共同参画）が出席し、
日米韓三か国は共通の目的に向かって取り組んで
おり、経験を持ち寄り、議論を深めることは、ア
ジア・太平洋地域におけるジェンダー平等、女性・
女児のエンパワーメントにとって重要であること
が確認された。

（ＯＥＣＤ）
・ ＯＥＣＤにおいては、令和５（2023）年６月に

ＯＥＣＤ閣僚理事会が開催され、「強じんな未来
の確保：共通の価値とグローバル・パートナーシッ
プ」をテーマに議論が行われた。成果文書として
採択された閣僚声明では、ＯＥＣＤ各国がジェン
ダー平等に引き続きコミットすることが明記され
るとともに、ジェンダー平等に係るデータ収集プ
ログラムを歓迎する旨が記載された。また、12月
には第５回ジェンダー主流化作業部会が対面で開
催され、各国から優先課題と取組が共有される中、
日本からは男女共同参画の視点からの防災、イン
ターネット上の女性に対する暴力及びジェンダー
統計に関する取組について報告した。【内閣府、

8	 	女性と平和・安全保障の問題を明確に関連付けた初の安保理決議である「女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号」（平成	
12（2000）年10月、国連安全保障理事会にて採択）を踏まえ、平成27（2015）年以降、「女性・平和・安全保障に関する行動計画」を策定・	
実施。現在の第３次行動計画（令和５（2023）～令和10（2028）年）では、①女性の参画とジェンダー視点に立った平和構築の促進、
②性的暴力及びジェンダーに基づく暴力の防止と対応、③防災・災害対応と気候変動への取組、④日本国内におけるＷＰＳの実施、
⑤モニタリング・評価・見直しの枠組みの５つの項目からなっており、①～④について、中間評価報告書を３年目に策定予定。

外務省、経済産業省、関係省庁】
② 国際会議や多国間協議において合意文書にジェ

ンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関
する事項を盛り込むよう取り組むとともに、令和
５（2023）年に我が国がＧ７議長国を務めるに
当たっては、Ｇ７サミット及び閣僚会合において
ジェンダーの視点を取り入れた議論を進めるよう
取り組み、各閣僚会合の声明においてジェンダー
の視点が反映された。【外務省、関係府省】

第３節
ジェンダー平等と女性・女児 
のエンパワーメントに関する国
際的なリーダーシップの発揮

ア 開発協力大綱に基づく開発協力の
推進

① 令和５（2023）年６月改定の「開発協力大綱」（令
和５年６月９日閣議決定）及び「女性の活躍推進
のための開発戦略」（平成28年５月20日策定）に
基づき、ジェンダー主流化及び女性の権利を含む
基本的人権の尊重を重要なものとして考え、開発
協力を適切に実施している。【外務省、関係府省】

イ 女性の平和等への貢献や紛争下の
性的暴力への対応

① 国連安保理決議第1325号等の実施のための、
第３次ＷＰＳに関する行動計画 8に沿って、主に
ＵＮ Ｗｏｍｅｎや紛争下の性的暴力に関する事
務総長特別代表（ＳＲＳＧ－ＳＶＣ）事務所など
の国際機関への拠出により中東、アフリカ及びア
ジア地域のＷＰＳ分野に貢献しているほか、モニ
タリングのための実施状況報告書及び外部有識
者から構成される評価委員による評価報告書を作
成した。さらに、日本国内では12月に「ＷＰＳ
パネルディスカッション：国際平和と安全保障へ
の女性の参画促進に日本はどう貢献できるか？
―Ｇ７ ＧＥＡＣ・ＷＡＷ！フォローアップイベン
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ト―」を開催し、実務家やハイレベルの議論を行っ
た。

また、予算編成の考え方を示す「経済財政運営
と改革の基本方針2023」（令和５年６月16日閣
議決定）においては、初めてＷＰＳを盛り込こん
だ。外務省において、ＯＤＡを含むあらゆるツー
ルを用いて省内横断的にＷＰＳを推進するため、
令和６（2024）年１月に大臣の下にタスクフォー
スを設置した。

さらに、上川外務大臣は、令和５（2023）年９
月の就任以来、国連ハイレベルウィークに際する
ニューヨーク訪問や東南アジア、中東訪問、Ｇ７
外相会合など、二国間・多国間を問わず様々な機
会を捉えて、ＷＰＳの重要性を発信している。９
月の国連総会ハイレベルウィーク期間中、上川外
務大臣は国際平和研究所（ＩＰＩ）、アイルランド
政府及び笹川平和財団の共催による「女性・平和・
リーダーシップ」シンポジウム及びＷＰＳフォーカ
ルポイント・ネットワーク・ハイレベル・サイドイ
ベントに出席し、安保理非常任理事国として、日
本はＷＰＳの推進に一層取り組んでいくと述べた。

11月、ＡＰＥＣ閣僚会議に際するサンフランシ
スコ訪問では、「ＷＰＳ＋I（イノベーション）」と
題して、上川外務大臣はＷＰＳを次の次元に引き
上げるためのイノベーションをテーマに基調講演
を実施し、ＷＰＳの推進や女性のエンパワーメン
トには男性の協力が不可欠であること、また、世
界各地で自然災害が多発する中、災害対応や防
災・減災の分野にＷＰＳアジェンダを組み込むこ
とは極めて重要であると指摘し、平和と安定が揺
らいでいる時代において、経済と平和・安定を不
可分のものとして議論すべきとの問題を提起した
上で、斬新かつクリエイティブな議論を行った。

12月には、「ＷＰＳ＋I（イノベーション）」第
２弾として、「ＷＰＳ＋イノベーション～難民
支援・人道支援の現場から～」と題する意見
交換会を主催し、国連高等難民弁務官事務所

（ＵＮＨＣＲ）、赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）、国
際赤十字・赤新月社連盟（ＩＦＲＣ）、国際移住
機関（ＩＯＭ ）関係者から、難民支援や人道支援
の現場での経験を踏まえつつ、直面する課題や日
本に期待する役割などについて聴取した。

また、同月、上川外務大臣は、笹川平和財団

主催のＷＰＳに関する日本・インドネシア外相対
話「なぜ、女性の視点が必要なのか～日本・イン
ドネシアの女性外相が語る～」に出席し、災害対
応における女性の視点の重要性について強調しつ
つ、日本ＡＳＥＡＮ友好協力50周年を契機として、
インドネシアを始めとするＡＳＥＡＮ諸国と共に
ＷＰＳアジェンダを推進し、ルトノ外相と共にＷ
ＰＳの主流化を国際社会全体に広めていきたいと
発言した。

そのほか、令和５（2023）年に、上川外務大臣は、
10月にはジョージタウン大学女性・平和・安全保
障研究所、笹川平和財団主催「女性、平和、安全
保障における男性の参加」シンポジウム、11月に
はWomen Political Leaders（ＷＰＬ）、アイス
ランド政府及び同国議会が主催する「レイキャビ
ク・グローバル・フォーラム2023」に対してそ
れぞれビデオメッセージを発出し、ＷＰＳアジェ
ンダを更に推進していきたいと述べた。

令和６（2024）年に入り、上川外務大臣は、２
月には「ＷＰＳ＋Ｉ in リオ」として、ブラジルで
活躍する各界・各層の女性たちとＷＰＳに関する
意見交換を実施し、女性の社会進出を含む社会課
題へのアプローチにおいてＷＰＳの視点が果たし
得る役割について議論した。３月には、「ＷＰＳ＋
I ～国連の現場から～」として、シマ・バフース
ＵＮ Ｗｏｍｅｎ事務局長、メリーテ・ブラッテス
テッド国連ノルウェー政府常駐代表、中満泉国連
事務次長（軍縮担当上級代表）、メレーン・バー
ビア・ジョージタウン大学ＷＰＳ研究所長を迎え、
近年のＷＰＳに関する安全保障理事会等における
進展とともに、紛争下における女性の保護と多様
な分野への更なる参画の必要性等の問題意識が提
起された。また、同月、「ＷＰＳ＋I」第５弾として、
駐日女性大使及び臨時代理大使計19名とＷＰＳ
やジェンダー政策に関する意見交換を実施し、各
国の独自の視点や取組を踏まえ、日本との協力の
可能性について議論した。【外務省、関係府省】

② 紛争下の性的暴力防止について、関係国際機関
との連携の強化を通じて、加害者の訴追増加によ
る犯罪予防や被害者保護・支援等に一層取り組む
とともに、紛争関連の性的暴力生存者のためのグ
ローバル基金への支援等を行った。【外務省、関
係府省】
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ウ 国際的な分野における政策・方針
決定過程への女性の参画拡大

① 国際会議の委員や日本政府代表等に、幅広い年
齢層、分野の女性等がより多く参画することによ
り、国際的な分野における政策・方針決定過程へ
の参画を一層促進し、国際的な貢献に積極的に努
めている。特に、海外留学の促進や平和構築・開

発分野における研修等の充実により、将来的に国
際機関等で働く意欲と能力のある人材の育成や、
国際機関への就職支援を強化した。【外務省、文
部科学省、関係府省】

② 在外公館における主要なポスト（特命全権大使・
総領事）の女性割合について、3.9%（令和４（2022）
年）から4.8%（令和５（2023）年）に増加した。

【外務省】

第１節 国内の推進体制の充実・強化

① 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同
参画会議（男女共同参画社会基本法（平成11年
法律第78号）第21条により設置。内閣官房長官
を議長とし、関係する国務大臣及び学識経験者に
よって構成。）が、適時適切に重要な政策に関す
る提言を行うとともに、国内の推進体制の中で重
要な役割を果たすために専門調査会等（計画実行・
監視専門調査会及び女性に対する暴力に関する専
門調査会等）を活用し、調査審議を行った。【内
閣府、関係省庁】

② 男女共同参画推進本部（平成６年７月12日閣
議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務
大臣によって構成。）、すべての女性が輝く社会づ
くり本部（平成26年10月３日閣議決定により設置。
内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。）
については、令和４（2022）年度に引き続き連携
を強化し、両本部の合同会議において「女性活躍・
男女共同参画の重点方針2023（女性版骨太の方
針2023）」を決定した。【内閣官房、内閣府、全省庁】

③ 有識者及び地方６団体・経済界・労働界・教育
界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共
同参画推進連携会議を開催している。同会議が開
催した全体会議（令和５（2023）年11月15日）、
聞く会（令和５（2023）年７月27日、令和６（2024）
年３月７日）において、男女共同参画施策に関す
る周知及び意見交換を行った。重要課題に関する
意見交換や情報共有、市民社会との対話、各団体
における中央組織から地方の現場への取組の浸透

等を通じて、各界各層の若年層を含めた様々な世
代との連携を図った。また、同会議において、業
界における女性の活躍促進、若年層に対する性暴
力の防止・啓発及び女性の経済的自立に関する活
動を行った。【内閣府】

④ 国内の推進体制の運営に当たっては、多様な主
体（地方公共団体、ＮＷＥＣ、男女共同参画セン
ター、ＮＰＯ、ＮＧＯ、地縁団体、大学、企業、
経済団体、労働組合等）との連携を図り、男女共
同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年
層など国民の幅広い意見を反映している。【内閣
府】

⑤ 国際機関、諸外国との連携・協力の強化に努め
ている。【内閣府、外務省、関係省庁】

第２節
男女共同参画の視点を取り
込んだ政策の企画立案及び
実施等の推進

① 内閣府では、「第５次男女共同参画基本計画」
の進捗状況を毎年度の予算編成等を通じて検証
するため、各府省庁の男女共同参画関係予算を
男女共同参画社会の形成を目的とする施策又は効
果を及ぼす施策ごとに取りまとめ、公表した。ま
た、男女共同参画会議の下に置かれた２つの専門
調査会（計画実行・監視専門調査会及び女性に対
する暴力に関する専門調査会）において、令和５

（2023）年４月から６月にかけて、「女性活躍・男
女共同参画の重点方針2023（女性版骨太の方針
2023）」に関する調査審議を行った。さらに、同
年10月以降、「第５次男女共同参画基本計画」の

Ⅳ 推進体制の整備・強化
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中間年フォローアップや、企業における女性の採
用・育成の強化、地域における女性活躍・男女共
同参画の推進など「女性活躍・男女共同参画の重
点方針2024（女性版骨太の方針2024）」の策定
に向けて集中的に議論すべき課題、配偶者暴力防
止法改正法の施行に向けた取組などについて、調
査審議を行った。同年12月25日、男女共同参画
会議において、「女性活躍・男女共同参画の重点
方針2024（女性版骨太の方針2024）」の策定に
向けて、調査審議を行った。【内閣府、関係省庁】

② 男女共同参画会議、その下に置かれた計画実
行・監視専門調査会等の意見を踏まえ、令和５

（2023）年６月13日、すべての女性が輝く社会づ
くり本部（第13回）・男女共同参画推進本部（第
23回）合同会議において「女性活躍・男女共同
参画の重点方針2023（女性版骨太の方針2023）」
を決定し、各府省庁の概算要求に反映させた。【内
閣官房、内閣府、全省庁】

③ 男女の置かれている状況を客観的に把握する
ための統計（ジェンダー統計）の充実の観点か
ら、基幹統計を始めとする各種統計における男女
別データの有無等の整備状況を調査する「ジェン
ダー統計整備状況調査」を実施した。業務統計を
含む各種調査の実施に当たり、可能な限り男女別
データを把握し、年齢別・都道府県別にも把握・
分析できるように努めている。また、男女共同参
画に関する重要な統計情報は、国民に分かりやす
い形で公開するとともに、統計法（平成19年法
律第53号）に基づく二次的利用を推進している。

内閣府では、総務省統計研究研修所において、
ジェンダー統計に関する講義を行い、国及び地方
公共団体の統計担当者の育成を図った。【全府省庁】

④ 指導的地位に占める女性の割合の上昇に向け
て、モニタリングを行っている。【内閣府】

⑤ 新型コロナウイルス感染症の拡大が性別によっ
て雇用や生活等に与えている影響の違いや、政府
の新型コロナウイルス感染症関連施策が男女共同
参画社会の形成に及ぼす影響について、引き続き、
フォローアップを実施している。【内閣府、関係省庁】

⑥ 男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実
行・監視専門調査会において、女性の視点も踏ま
えた社会保障制度や税制等について、検討を行っ
た。【内閣府】

⑦ 「女性デジタル人材育成プラン」（令和４年４月
26日男女共同参画会議決定）を着実に実行し、就
労に直結するデジタルスキルの習得支援及びデジ
タル分野への就労支援を強力に推進した。【内閣
府、関係省庁】

⑧ 男女共同参画社会の形成に関する現状や課題等
を把握するため、「男女の健康意識に関する調査」
を実施した。【内閣府】

⑨ 国民の意識、男女の家事・育児・介護等の時間
の把握や、男女別データの利活用の促進等を含め、
男女共同参画社会の形成に関する調査研究を進め
ている。【内閣府、総務省】

⑩ 国の各府省や関係機関が実施している男女共同
参画に関わる情報を集約整理し、ホームページ・
月刊総合情報誌「共同参画」・ＳＮＳ等を活用し
た情報発信・広報活動を積極的に実施している。
国民、企業、地方公共団体、民間団体等に分かり
やすく提供することで、各主体による情報の活用
を促進している。【内閣府】

⑪ 令和４（2022）年12月から開催した「女性活
躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会」にお
いて、令和５（2023）年５月に実効性ある施策を
取りまとめ、「女性活躍・男女共同参画の重点方
針2023（女性版骨太の方針2023）」に反映した。

【内閣府】
⑫ 「第５次男女共同参画基本計画」を一部変更し、

企業における女性登用の加速化及びテレワークに
係る成果目標の設定を閣議決定した。【内閣府】

第３節 地方公共団体や民間団体等
における取組の強化

ア 地方公共団体の取組への支援の充実
① 男女共同参画社会基本法で努力義務となってい

る市町村男女共同参画計画の策定について、策定
状況の「見える化」や地方公共団体への働きかけ
を行い、計画策定を促している。【内閣府】

② 女性の管理職・役員の育成など女性の参画拡大
の推進、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添
い、意欲と希望に応じて就労までつなげていく支
援や相談支援、孤独・孤立で困難や不安を抱える
女性が、社会との絆・つながりを回復することが
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できるよう、ＮＰＯ等の知見を活用した相談支援
やその一環として行う生理用品の提供等のきめ細
かい支援、望まない孤独・孤立の悩みなどに係る
男性相談支援など、地方公共団体が、多様な主体
による連携体制の構築の下で地域の実情に応じて
行う取組を、地域女性活躍推進交付金により支援
している。また、女性デジタル人材・起業家の育
成を重点的に行うため、地方公共団体の経済部局
や商工会議所等と連携・協働しつつ実施する真に
効果の高い事業に対し、地域女性活躍推進交付金
により支援している。なお、地方公共団体が行う
男女共同参画社会の実現に向けた取組については
地方財政措置が講じられており、自主財源の確保
を働きかけている。（再掲）【内閣府】

③ 地方公共団体に対し、先進的な取組事例の共有
や情報提供、働きかけなどを行っている。【内閣府】

イ 男女共同参画センターの機能の強
化・充実

① 男女共同参画センターが、男女共同参画の視点
から地域の課題解決を行う拠点・場として、関係
機関・団体と協働しつつ、その機能を十分に発揮
できるよう、地方公共団体に対して、男女共同参
画主管課長等会議等を通じて、それぞれの地域に
おいてこうした機能や強みを十分にいかすよう、
男女共同参画センターの果たす役割を明確にし、
基本法の理念に即した運営と関係機関との有機的
な連携の下、取組を強化・充実するよう促してい
る。【内閣府】

② 男女共同参画センターが広報啓発、講座、相談、
情報収集・提供、調査研究等、様々な事業を進め
るために必要な国の施策に関する情報提供を行っ
た。また、各種会議の実施や専門家の派遣、関係
団体で実施する研修等の機会を通じて男女共同参
画センター職員の人材育成を支援している。【内
閣府】

③ 男女共同参画センターに対し、オンラインによ
る事業を行えるよう、事業の実施に関する情報提
供や専門家の派遣等を通じて支援している。【内
閣府】

④ 男女共同参画センターが男女共同参画の視点か
らの地域の防災力の推進拠点となるよう、これま
での災害対応の事例などの共有を行っている。ま

た、災害時に効果的な役割を果たすことができる
よう、全国女性会館協議会が運営する相互支援
ネットワーク等を活用し、男女共同参画センター
間の相互支援（オンラインによる遠隔地からの助
言等を含む。）を促している。（再掲）【内閣府】

⑤ 「防災・災害対応における男女共同参画センター
等の相互支援ネットワーク」の平常時及び災害時
における効果的な運用を促進するために、災害発
生時には男女共同参画の視点からの防災・災害対
応の取組について随時情報を発信している。また、
令和６（2024）年２月に実施した相互支援ネット
ワークの登録団体向け研修会において、令和６年
能登半島地震における災害対応の取組について情
報共有を行った。（再掲）【内閣府】

⑥ 男女共同参画会議の計画実行・監視専門調査会
の下、令和５（2023）年11月から、「男女共同参
画センターにおける業務及び運営についてのガイ
ドライン作成検討ワーキング・グループ」におい
て、男女共同参画センターの機能強化に向けたガ
イドラインの作成に係る検討を行っている。【内閣
府、文部科学省】

ウ 国立女性教育会館における取組の
推進

① ＮＷＥＣは、我が国唯一の女性教育のナショナ
ルセンターとして、人材の育成・研修の実施や、
女性教育に関する調査研究の成果及びＮＷＥＣ
に集積された情報の提供等を通じ、我が国におけ
る男女共同参画のネットワークの中核を担ってい
る。また、これまで果たしてきた役割の重要性と
実績を踏まえ、地域における男女共同参画の推進
を支援するとともに、地方公共団体、大学、企業
等ともより一層の連携を図るなど、機能の更なる
充実・深化を促進している。【文部科学省】

② 「独立行政法人国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）
及び男女共同参画センターの機能強化に関する
ワーキング・グループ報告書」（令和５（2023）
年４月11日）で提言された機能強化策を着実に
実施するため、必要な法制度の整備に向けた検討
を行った。また、ＮＷＥＣの機能強化及び施設の
見直しの方向性について、男女共同参画会議（第
71回）（令和５（2023）年12月25日）において
報告した。【内閣府、文部科学省】
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エ 男女共同参画の実現に向けた気運
醸成

① 平成13（2001）年度から男女共同参画社会基
本法の目的や基本理念について理解を深めること
を目的とした「男女共同参画週間」（毎年６月23
日から同月29日まで）を実施している。令和５

（2023）年度は、「無くそう思い込み、守ろう個
性 みんなでつくる、みんなの未来。」をキャッチ
フレーズとして、「男女共同参画社会に向けての
全国会議」を開催（Ｇ７男女共同参画・女性活躍
担当大臣会合のサイドイベントとして栃木県で開
催）し、あわせて、「男女共同参画週間キャッチ
フレーズ表彰（内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）表彰）」を実施した。

また、「男女共同参画社会づくり功労者内閣総
理大臣表彰」（受賞者11名）、「女性のチャレンジ
賞（内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表彰）」

（女性のチャレンジ賞：受賞者３名、受賞団体２
件、女性のチャレンジ支援賞：受賞者２名、受賞
団体１件、女性のチャレンジ賞特別部門賞：テー
マ「国際的なチャレンジ」、受賞者３名）を始めと
した各種の表彰を行った。【内閣府】


